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平成25年知立市議会12月定例会企画文教委員会 
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――――――――――――――――――――――― 

午前９時59分開会 

○田中健委員長 

 定足数に達していますので、ただいまより企画

文教委員会を開会します。 

 本委員会に付託されました案件は９件、すなわ

ち議案第57号、議案第58号、議案第65号、議案第

68号、陳情第24号、陳情第25号、陳情第41号、陳

情第42号、陳情第47号です。これらの案件を逐次

議題とします。 

 なお、陳情第24号、陳情第25号、陳情第41号、

陳情第42号、陳情第47号の５件につきましては、

趣旨説明の希望があります。 

 まず、この委員会の冒頭で趣旨説明を行い、陳

情の審査につきましては、本委員会に付託されま

した議案の審査が終了した後に行いますので、御

承知願います。 

 それでは、陳情提出者の趣旨説明を行います。 

 初めに、手順を説明いたします。 

 説明者の方は、お名前をお呼びしましたら、正

面の説明席に着いていただきます。そして、趣旨

説明をしていただきます。説明の時間は１件につ

き５分で、複数の件数の場合はまとめて10分程度

といたします。説明終了後、説明に対する委員の

質問を行います。質問終了後、説明者の方は傍聴

席に移動していただきます。なお、説明及び質問

の応答の際は、説明者並びに委員は委員長が指名

しましたら、その場で立って行ってください。 

 それでは、愛知自治体キャラバン実行委員会よ

り提出されました陳情第24号、陳情第25号の提出

者代理人、西村秀一さん、説明席にお座りくださ

い。 

 それでは、西村さん、陳情第24号、陳情第25号

の趣旨説明をお願いいたします。 

○西村秀一氏 

 本日は、趣旨説明を述べさせていただく機会を

設けていただき、ありがとうございました。 

 私は、愛知県社会保障推進協議会事務局次長の

西村秀一といいます。自治体キャラバン実行委員

会では、今回提出させていただいた陳情書のよう

に、毎年県内全ての自治体に陳情書を提出し、当

局とも懇談しています。特に昨年度は、子供の医

療費助成制度など、愛知県の福祉医療制度の一部

負担金の導入に対して、ぜひ反対してくださいと

の陳情に対しては意見書を提出いただくなどの御

努力をいただき、ことし６月に愛知県知事は、在

任中の見直しは行わないと言明し、現行の福祉医

療制度を守ることができました。ありがとうござ

いました。 

 知立市へは全部で15の陳情を提出させていただ

きましたが、多くは市民福祉員会へ付託されまし

て、既に陳情趣旨説明をさせていただきました。

企画文教委員会では、社会保障の施策の拡充につ

いての陳情書と消費税率引き上げの中止を求める

意見書の提出を求める陳情書の２つが付託されて

います。この２つについて、陳情趣旨を説明させ

ていただきます。 

 さきの臨時国会で特定秘密保護法案が強行成立

したその日、あわせて持続可能な社会保障制度の

確立を図るための改革推進に対する法律案、いわ

ゆる社会保障制度改革推進プログラム法案も強行

され、2014年度から数年の間、介護、福祉、医療、

年金などの総じて国民負担増と社会給付費縮小の

計画を進めることが決められました。安倍内閣の

進めようとする社会保障改革の基本は、国の責任

を放棄し、自助、共助の名のもとに、その責任を

国民と自治体に押しつけるものです。 

 今後、必要な法改正を行い、例えば介護保険の

一定所得者以上の一部負担を１割から２割に引き

上げるなど、2014年の通常国会で改正法案を成立

させ、2015年から実施する計画ということですが、

法の改正を待たずに、ことしから来年にかけて次

の３つの社会保障縮小負担増が実施に移されてい

ます。また、移されようとしています。 

 既に８月に社会保障保護費の引き下げが行われ

ました。2014年と2015年の４月と合わせて３回引

き下げが予定されていますが、6.5％の引き下げ

とのことです。また、ことしの10月から年金引き

下げが実施され、2014年、2015年の４月と３回に

分けて2.5％の引き下げが予定されています。さ
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らに2014年４月から70歳から74歳の人の医療費一

部負担が順次１割から２割に引き上げられます。

安倍内閣のこうした施策に、ぜひとも自治体とし

て反対いただくと同時に、住民の暮らしを守るた

め、ぜひ要望事項について実現いただきますよう

要請します。 

 具体的に第１の社会保障拡充の要望について、

まず、自治体の基本的あり方、愛知県地方税滞納

整理機構の問題についてです。 

 私たちの要望の基本は、徴税は自治体の業務で

あり、法的根拠のない滞納整理機構が徴税の業務

を行うことは、その権限がなく、当面３年という

ことで始められておりましたが、2013年度がその

最終年度で、2014年度以降は継続しないでほしい

ということです。 

 現に、この間さまざまな問題が起きています。

愛知県社会保障推進協議会傘下の中小業者の方の

団体からは、国保税を含む強制的な税の徴収は銀

行口座の差し押さえとなり、中小商工業者の銀行

口座の差し押さえは、事業そのものができなくな

るということに加えて、生活費も差し押さえられ

たとの訴えもありました。 

 私たちのアンケートに対して知立市からは、市

の窓口でも分割納税、減免、執行停止などの相談

に応じるとされております。ぜひ該当者の相談に

当たっては、滞納整理機構への呼び出しではなく、

知立市の窓口で相談に乗っていただくようにお願

いしたいと思います。 

 次に、（１）の子育て支援について、特に就学

援助の対象を生活保護基準の少なくとも1.4倍以

下の世帯までとしてくださいという要望です。知

立市では生活保護基準ベースにするのではなく、

児童扶養手当の所得制限の1.1との基準で対応い

ただき、生保基準で1.4、あるいは1.6と、私たち

の要望を既に満たしていただいております。また、

申請窓口の問題でも大変御努力いただき、さらに

ことしの11月から民生委員の証明も必要なくして

いただき、大変ありがとうございます。 

 ただ、ことしの８月に生活保護基準が引き下げ

られました。生活保護基準の引き下げは、福祉制

度全体の問題であり、国民健康保険や介護保険、

就学援助、保育などの減免や支援制度を初め、国

が示しただけでも38制度に及びます。児童扶養手

当の所得制限は、多分直接連動しないとは考えら

れますが、念のため御確認をお願いしたいと思い

ます。生活保護基準の引き下げによって、今後、

就学援助を受けることができた児童が、環境が変

わらなのに外されることのあるかないか内容の確

認と、もしあった場合、その対応をいただきたい

というのが私たちの要望です。 

 子供の貧困の問題は、社会の責任です。②の給

食費について、知立市では就学援助の項目にも入

れていただいてますが、他市ではそうでないとこ

ろもあります。私たちは義務教育、給食費の無償

化をぜひお願いしていますが、御検討いただきた

いと思います。 

 また、③の放射線被爆から子供を守るための食

の安全管理など、さらに御努力いただきたいと思

います。 

 次に、２の避難所施策の拡充について、特に女

性に配慮した避難所については、授乳室や更衣室

を配慮した対応を検討すると回答いただいており、

よろしくお願いします。 

 障がい者（児）や高齢者など、介護を含む特別

の援助が必要な人に対して、避難所のバリアフリ

ー化を含めた要望に対しては、いただいた回答で

は避難所は市内の小・中学校が中心とのこと。教

育委員会との検討が必要とされていますが、本日

は企画文教委員会であり、特にこの点でもよろし

くお願いしたいと思います。 

 ３.11での経験から、東北では、今日、なお障

がい者が大変な状態に置かれており、私たち傘下

の障がい者団体は、今でも人、物、お金の支援を

行っています。福祉避難所の設置を初め、ぜひ万

全を期していただくようお願いします。 

 大きな２つ目で、消費税率引き上げ中止を求め

る意見書の提出の陳情についてです。 

 消費税についての私たちの考え方は、低所得者

ほど負担が重い社会保障逆行税ということで、基

本的な点で反対です。同時に、今の経済状況で消
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費税増税を行えば景気は一層冷え込み、国民生活

を窮地に追いやり、景気対策にも財政対策にもな

らず、ぜひ2014年４月の実施の中止の意見書を国

に提出していただきたいとのお願いです。 

 既に述べさせていただきました生活保護と年金

の引き下げが始まり、来年４月にはいずれも２回

目の引き下げが行われる。70歳から74歳の人の医

療費一部負担も来年の４月から始まる。そのあと、

社会保障の国民負担増と給付引き下げが連続して

行われる。これでは消費税増税は社会保障のため

とは、真っ赤なうそではありませんか。 

 1997年をピークに国民所得は減り続け、労働者

の平均年収は70万円も減少しました。安倍内閣は、

アベノミクスで景気の指標は上向いたとしていま

すが、来年４月からの引き上げを決断しましたが、

最近の経済指標は減速し、ほとんどの労働者が実

感としてアベノミクスの恩恵はないとしています。

中小企業は長年にわたる不況のもとで、消費税を

販売価格に転嫁できない状態が続いている上、円

安による原材料価格の上昇を価格転嫁できず、消

費税が増税されたら店を畳むしかないという悲痛

な声が広がっています。消費税が10％に増税され

たら４人家族で年間16万円もの負担増と言われて

いますが、国民生活を破壊する消費税をやめる、

政府に決断をぜひ迫っていただきたいと思います。

今なら間に合います。ぜひよろしくお願いします。 

 以上で、陳情の趣旨説明とさせていただきます。

ありがとうございました。 

○田中健委員長 

 趣旨説明が終わりました。 

 ただいまの趣旨説明に対し、質問等がありまし

たら発言をお願いします。 

（「質問なし」と呼ぶ者あり） 

○田中健委員長 

 質問なしと認めます。これで陳情第24号、陳情

第25号の趣旨説明を終わります。 

 西村さん、傍聴席にお戻りください。 

 次に、愛知県医療介護福祉労働組合連合会より

提出されました陳情第41号の提出者代理人、林さ

ん、説明席にお座りください。 

 それでは、林さん、陳情第41号の趣旨説明をお

願いします。 

○林 信悟氏 

 本日は、このような機会を設けていただきまし

て、本当にありがとうございます。 

 私どもは、愛知県医療介護福祉労働組合と申し

ます県内に48の医療介護の組合の連合会でござい

ます。名古屋大学であったり、あるいは自治体病

院、厚生連関係の病院、民間病院など、この地域

では安城厚生病院や刈谷豊田総合病院が我々の仲

間でございます。県内に１万1,557人の組合員が

おる、そういう組織でございます。 

 本日は、医師、看護師、介護職員の確保に影響

を及ぼすということで４月からの消費税の増税を

中止してほしい、そういう陳情でございます。先

ほど西村さんのほうからもありましたが、我々は、

そういった医師、看護師、介護職員の確保の視点

でお願いを申し上げたいと思います。 

 御承知だと思います。愛知県の調べでも愛知県

の中で診療制限している医療機関71病院、全体の

２割を超えるということで、医師不足いまだ深刻

な状況は変わらず続いております。看護師におき

ましては、我々の加盟組合の中でも看護師確保に

非常に苦労しております。一部病棟閉鎖をしなが

ら病院運営をしている医療機関も今、数多く我々

の加盟組合の中でもある状況でございます。西三

河地方の中小病院では、とりわけ看護師確保も深

刻でございます。 

 今、ほんとに紹介業者が非常にはびこるという

言い方は悪いかもしれませんが、看護師の年収の

20％から25％支払いを求められるんですけれども、

そういう中でも必死になって紹介業者を頼らざる

を得ない、そういう状況で看護師を確保している

ような状況が今、続いております。 

 消費税の問題にいきますけれども、医療や介護

の分野では設備投資や医療機器の購入、医療材料、

介護材料などの仕入れには消費税が課され、患者

や利用者には転嫁をできないものですから、医療

機関や介護施設の負担となっている。今現状でも

負担が重くのしかかっている状況でございます。
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その上で、消費税の増税ということになりますと、

一層のコスト削減が余儀なくされるということは

容易に想像できるわけでございますが、一層、医

師、看護師、介護職員の確保に使う財源のコスト

が非常に切り詰めれる状況が心配されている状況

です。 

 私ども、10月に全ての加盟組合の経営者の皆さ

んのところにお邪魔をして実態なども聞いてきた

んですけれども、中小病院でも年間数千万円、大

きな総合病院でいけば億単位の消費税の負担が新

たにふえていくということで、経営者の皆さんか

らも、この消費税の増税については仕方ないとい

う御意見もあれば、非常に困っているという状況

の厳しさが語られております。 

 今、厚生労働省と財務省の間で消費税が増税さ

れたことに対する診療報酬の負担をどうするのか、

意見が財源をめぐってさまざまな議論が戦われて

いるようですけれども、診療報酬の引き上げも患

者や利用者にとっての負担にも結びつくことから、

我々としましては受診抑制や介護支援の抑制にも

つながっていくということで非常に懸念をしてお

る状況でございます。 

 最後になりましたけども、消費税のよし悪しは

別にいたしましても、来年４月からの消費税の引

き上げについては、そういった医療や介護の人材

確保や、あるいは利用者、患者への影響を考えて

も実施については、ぜひ見送りをしていただきた

い、そういった意見を国にぜひあげていただきた

い、そういうことで陳情とさせていただきました。

よろしくお願いいたします。 

 以上で終わります。ありがとうございました。 

○田中健委員長 

 趣旨説明が終わりました。 

 ただいまの趣旨説明に対し、質問等がありまし

たら発言をお願いします。 

（「質問なし」と呼ぶ者あり） 

○田中健委員長 

 質問なしと認めます。これで陳情第41号の趣旨

説明を終わります。 

 林さん、傍聴席にお戻りください。 

 次に、自治労連知立市職員労働組合より提出さ

れました陳情第42号の提出者代理人、岡田美穂子

さん、説明席にお座りください。 

 それでは、岡田さん、陳情第42号の趣旨説明を

お願いします。 

○岡田美穂子氏 

 本日は、貴重なお時間をいただきまして、あり

がとうございます。 

 自治体における非正規雇用・公務関係労働者の

雇用待遇の抜本改善を求める陳情書に関しまして

述べさせていただきます。 

 自治体では、全国規模で非正規職員の割合が増

加し、知立市においても半数を占めるまでになっ

てまいりました。非正規職員といってもさまざま

で、小さい子供がいたり親の介護があったりして

短時間しか働けない者もいれば、ひとり暮らしで

生活がかかっている者もいます。３年から５年で

異動していく職員とは異なり、専門的な分野で20

年以上も勤務している者もおります。20年以上働

いても経験加算はなく、一時金、時間外手当もあ

りません。 

 愛知県内52団体中、47団体で、つまり愛知県内

のほとんどで非正規職員に通勤手当が支給されて

いるにもかかわらず、知立市では電車で通勤して

いる者にも全く支給されておりません。また、臨

時職員は６カ月ごとに２週間の雇用停止期間があ

り、嘱託員は１年雇用を繰り返しています。口に

こそ出しませんが、毎回、今度もまた更新しても

らえるのだろうかと不安を抱えながら働いていま

す。 

 週に何日、１日のうち何時間の勤務であっても、

市民の方から見れば市役所の職員です。パートで

あろうとなかろうと職場で役に立ちたい、自分の

仕事をスキルアップさせていきたいという気持ち

に差はありません。また、臨時職員が半年に１度、

２週間いなくなることや、特定業務を任されてい

る嘱託員に時間外がつかないことは非正規職員だ

けの問題ではなく、職員にとっても、また、職場

にとっても問題であり、さらに住民サービスが低

下するということにもつながりかねない問題だと
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思います。 

 職員労働組合では、今までも非正規職員の待遇

改善を訴えてまいりました。しかし、例えば嘱託

職員は地方公務員法第３条３項の非常勤特別職と

して位置づけられており、いかなる手当も支給で

きないままです。合法的な改善を目指すには法改

善が必要不可欠です。どうか御理解いただきまし

て、皆様方の良識ある御回答をいただきますよう

要請いたします。よろしくお願いいたします。あ

りがとうございました。 

○田中健委員長 

 趣旨説明が終わりました。 

 ただいまの説明に対し、質問等がありましたら

発言をお願いします。 

（「質問なし」と呼ぶ者あり） 

○田中健委員長 

 質問なしと認めます。これで陳情第42号の趣旨

説明を終わります。 

 岡田さん、傍聴席にお戻りください。 

 次に、目、耳、口をふさがれることにとっても

寂しさを抱く市民の会より提出されました陳情第

47号の提出者、牧 正彦さん、説明席にお座りく

ださい。 

 それでは、牧さん、陳情第47号の趣旨説明をお

願いします。 

○牧 正彦氏 

 このような機会を与えていただきました。大変

ありがとうございます。 

 皆さん委員の方々もよく御存じだと思いますが、

この臨時国会で特定秘密保護法案の問題が大きな

話題になって、連日ニュースをにぎわしたという

こともよく御存じだと思います。 

 僕らがこれを聞きながら感じたことは、一体何

で今こんなことをやらないかんのだという。多く

の市民の中にも、国家に機密は必要だという意見

もありますが、今、国家が抱える機密は20万件あ

ると言われております。ただ、それは一本化され

ていないで各省庁にまたがっているというだけの

ことでありまして、憲法ができて戦後60年たって、

それでどういう問題が起こったのかというような

ことも、ほとんど問題にならずに、突然この問題

が起こったということは、裏に何かがあるという

ことを誰もが感じたと思います。 

 何で慌ててこれをやらないかんのかと。国会の

委員会もないがしろにしながら、委員会やってる

最中にさえ修正案の取り引きをやっているという。

この国会のだらしのない姿を見たら、ぜひ地方議

会の皆さんが、あんなことをやっとっちゃいかん

ということを意見書としてあげていただきたいと

思うわけです。 

 中身について、若干話させていただきます。 

 １つは、皆さんが日ごろやっている安心・安全

なまちづくりと皆さんがしょっちゅう言っており

ますけれども、安心・安全のまちづくりって一体

何なんだという。我々が一番安心できるのは、正

確ないろんな情報が我々の耳に、あるいは目に間

違いなく入ってくるという、それが一番の安心な

んじゃないでしょうか。それを判断材料にして

我々は社会生活を送っておりますし、皆さんを選

ぶときの判断材料にもするということです。これ

が機密の問題がはっきりしないまま、この法案に

言われるように、機密が国家によって統制される

ということになると、我々がいろんな判断材料に

している安心によるこの問題が、結局ある一部の

特権階級の人たちに牛耳られていくという、そう

いうことになるんではないでしょうか。ぜひこの

ことは、委員の皆さんもよく考えていただきたい

と思うわけです。 

 秘密が秘密で、何が秘密になっていることさえ

もわからないと。先ほど20万件の国家機密がある

と言いましたけれども、皆さん、これはどんなも

のが機密になってるのかわかるでしょうか。ちょ

っと前に東シナ海で中国の漁船が巡視船に体当た

りしました。あれを映像で流したのはけしからん

というふうになって処罰されましたけど、あれを

見て、みんなが、あんなことが起こってるんだと

いうことを知って、東シナ海でこんなショッキン

グなことが起こってるんだということを知ったん

じゃないですか。あれが何で国家機密になるとい

う。皆さんは、あれが機密なんだというふうにほ
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んとに思うんでしょうか。 

 具体的にいろいろ沖縄返還の秘密協定の問題や

アルジェリアの企業が襲撃された問題、あれを具

体的に話してもいいですけれども、ちょっと問題

をすりかえながら、こういうことがあるからとい

うふうにいろいろ言われますけど、ちょっと国の

出し方がずさんというか、非常に別の意図を持っ

て出しているんじゃないかと思って出してるんじ

ゃないかというふうに思います。 

 我々は資金者であり、それによって民主主義と

いうのが成り立っているというのは、この情報を

得るということです。ですから、もし機密にする

なら、これは機密にしますよということをはっき

り線を引いて機密事項を取り扱ってもらうという

ことになるべきじゃないでしょうか。 

 ところが、そのことが常にはっきりしないと。

それは内閣の中にそういう委員会を置くとかいろ

いろ言われておりますけど、内閣の中に置いたん

では機密を収集している、あるいは機密の取り扱

いに当たっているところが自分たちが自分たちの

ことをやっているわけですから、さっぱりわから

ないということになります。国会にも報告してな

いと。裁判になっても、それは機密だからといっ

て話をしないということは国会でいろいろ話され

たことですけれども、こんなことがあってはなら

ないというふうに思いますし、国会議員は一番情

報を漏らしやすいから国会議員には、そう簡単に

はというふうな話も出ておりますが、国権の最高

機関の国会議員が、これで黙っておるということ

がおかしいと思います。 

 だからこそ地方議会の皆さんに、ぜひ頑張って

もらって、こんなことをやっておっちゃいかんと。

今、なぜ急いでこの秘密法案が出されているのお

かということで、実際には可決されておりますけ

れども、実際の実行は行われないということを皆

さんの意見で、ぜひ国会にあげていただきたい、

あるいは政府にあげていただきたいと思うわけで

す。皆さんが日ごろ言っている安心・安全のまち

づくりという最も基本的なことがここにあるとい

うふうに思いますし、また、ぜひ機会があれば市

会議員の皆さんといろいろ討論もしてみたいと思

っております。よろしくお願いします。 

 以上です。 

○田中健委員長 

 趣旨説明が終わりました。 

 ただいまの趣旨説明に対し、質問等がありまし

たら発言をお願いいたします。 

○高橋委員 

 陳述、ありがとうございました。 

 本陳情の願意は、特定秘密保護法案に関する反

対の意見書を出してほしいと、こういう趣旨であ

ります。既に陳述の中にありましたように、法案

は可決をされたということで、今、総務委員会に

出されておるわけです。 

 今の陳述の趣旨を私どもはしっかり酌み取って、

法案の撤廃、あるいは実行しない趣旨で意見書を

提出するという議論に読みかえたいというふうに

思うんですが、そういう御趣旨でよろしいですか。 

○牧 正彦氏 

 陳情書の締め切りというのが11月22日ですね。

もう国会はどんどん進んでおりますし、慌てて書

いたので、ちょっと十分じゃないところもあると

思いますけど、実際にはこの中身が実行されない

と言っても、現実には国家機密というのはいろん

な各省庁、あるいは情報機関、公安調査庁や内閣

調査室がありましてやられてるわけですし、自治

体や警察もやってるわけでございます。 

 これは法的な根拠がなくてやってるわけですか

ら、実際には表に出てこないと誰も知らんでおる

ということなんですが、これが実際に法案として

可決されましたので、今度は堂々といろんな形で、

あいつをちょっとしょっぴいてやろうとか、変な

情報を握ってるんじゃないかという、そういう疑

いをかけられてもいろいろ引っ張られていくとい

うことが法的には可能になってきたということで

すから、そういうことが起こらないように、ぜひ

今の形で実行されないように、皆さんの意見をあ

げていただければ大変うれしいと思います。 

○田中健委員長 

 ほかに質問はありませんか。 
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（「質問なし」と呼ぶ者あり） 

○田中健委員長 

 これで陳情第47号の趣旨説明を終わります。 

 牧さん、傍聴席にお戻りください。 

 ここでしばらく休憩いたします。 

休憩 午前10時34分 

――――――――――――――――――――――― 

再開 午前10時35分 

○田中健委員長 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 それでは、本委員会に付託されました案件を議

題としていきます。 

 議案第57号 知立市税外収入に係る延滞金に関

する条例の一部を改正する条例の件を議題としま

す。 

 直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。 

○高橋委員 

 議案第57号については、税外収入に対する延滞

金についての修正、変更でありますが、本会議の

質疑でありましたように、税外収入等については、

課すことができる規定であるが課さないという御

趣旨の答弁だったと思うんですが、それで間違い

ないのかどうか、改めて確認を求めたいと思いま

す。 

○企画政策課長 

 地方自治法の第231条の３の第２項で、延滞金

を徴収することができると、こう規定されてござ

います。この知立市税外収入に係る延滞金に関す

る条例、こちらのほうの第２条で、延滞金の額は

ということで金額とするという規定を定めており

ますので、ここら辺の条文からいきますと延滞金

の徴収を明記するものではないというような解釈

ございます。あくまでもこの条例につきましては、

延滞金と招集する際の必要な事項、こちらのほう

を定めさせていただいているということで解釈し

ております。 

 以上です。 

○高橋委員 

 条文上は、その手続要件として載せてはあるけ

れども、延滞金は徴収しないという趣旨だったと

思うんですね。 

 改めてもう一つ聞きたいのは、税外収入とは一

体何かということですよね。税というのは、私、

本会議でも議論しましたが、住民税、固定資産税

等々いろいろありますよね、国民健康保険税。こ

れらの税と名のつくものについては、いわゆる税

でありますから延滞金が当然加算されるわけです

が、税外収入といった場合に、なかなかこの概念

が市民の皆さん、よくわからないと。例えば保育

料、市営住宅家賃、窓口での使用料手数料等々が

一般的に入ると思うんですが、そういう理解でよ

ろしいですか。税外収入ということについて、も

うちょっと具体的にわかりやすく御説明いただき

たい。 

○企画政策課長 

 税外収入ということでの御質問でございます。

これも地方自治法の第231条３の第１項、こちら

のほうに規定されてございます分担金、使用料、

加入金、手数料及び科料その他の市の歳入、この

ことを定義してございます。今おっしゃいました

市税以外の収入ということで税外収入というふう

に理解しておりまして、手数料使用料というよう

なものの中身ということで理解してございます。 

 以上です。 

○田中健委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○田中健委員長 

 これで質疑を終わります。 

 次に、自由討議に入ります。 

 本案に対する自由討議の発言を許します。 

（「自由討議なし」と呼ぶ者あり） 

○田中健委員長 

 自由討議なしと認めます。これで自由討議を終

わります。 

 次に、討論に入ります。 

 まず本案に対する反対討論の発言を許します。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○田中健委員長 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 
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 議案第57号について、挙手により採決します。 

 議案第57号は原案のとおり可決することに賛成

の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○田中健委員長 

 挙手全員です。したがって、議案第57号 知立

市税外収入に係る延滞金に関する条例の一部を改

正する条例の件は、原案のとおり可決すべきもの

と決定しました。 

 議案第58号 知立市職員の給与に関する条例の

一部を改正する条例の件を議題とします。 

 直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。 

○高橋委員 

 55歳を超えた職員については昇給を停止すると、

こういう条例ですね。根拠になっているのは人事

院勧告というふうに理解をするんですが、なぜ人

事院がこういう勧告をしているのか、その根拠を

少し御説明いただきたい。 

○総務課長 

 これは昨年度、人事院から勧告をされておりま

す。主にこの根拠となっておるのは、人事院が毎

年調べております民間の給与の実態調査からしん

しゃくをしまして、民間企業では、いわゆる役職

者定年制度ですとか、そういった制度が取り入れ

られていることから、50台後半の実際に民間で働

いておる方々の給与内容が公務員と比較しまして

下がっておるという実態があるということから、

人事のほうでは民間の給与実態に即するような形

で公務員の55歳以降の職員の賃金を抑制する、な

おかつそういった中身でもって若年層の賃金を改

善しようという意図もございまして、そういった

内容から昨年度、人事院勧告の中で勧告をされた

というふうに認識をしております。 

○高橋委員 

 民間の給与水準が50歳を超えた、ここでいう55

歳を超えた場合と公務員とそれとの乖離を埋めた

いと、こういうことなんですが、これは給料を上

げようという現在の政権の政策、これはアベノミ

クスがいいかどうか別な議論ですが、給与を上げ

ないと購買力がつかないので景気が回復しないと

いうこの理屈は私も賛成なんですね。その手法は

ともかくですよ。 

 そういうことになりますと、今、担当課長が答

弁されたように、賃金抑制ということは国策と反

するんじゃないですか。どうですか、これは。 

○総務課長 

 その辺については、私も個人的には政権与党で

ある現在の自民党、安倍政権が民間事業者に対し

て景気を高揚させるということで賃金改善をして

民間事業者の従業員の方の賃金を上げろというこ

とを経団連等にも求めております。 

 そういった中で、経団連の会長自身も、趣旨は

よくわかって協力していこうということで、一部

企業においては給与を改善しようということで動

き出しているところもございますし、ことしは春

闘の中では地元のトヨタ労連もベースアップを要

求しているというようなことも聞いております。 

 ですから、そういった一方では給与を上げなさ

いということを政府が言っておるにもかかわらず、

おっしゃるように、例えば55歳超の職員の賃金を

抑制するですとか、逆に、国が現在、時限立法で

本年度末までの２年間限定ですが国家公務員の給

与を7.8％を抑制をしておると。その中身につい

ても各地方公共団体にも同様の措置をしようと求

めてるということについては、言ってることとや

ってることが若干疑問に思うことは私自身もござ

います。その辺については、そういったことは理

解するわけですが、人事院勧告というものについ

ては、私ども地方の中小自治体については人事院

勧告に基づいてこれまでも給与の改善ですとかと

いったことをやっておりますので、勧告に従いた

いというふうに考えております。 

○高橋委員 

 矛盾は感ずるけれども、勧告なのでこれは従っ

ていきたいと、こういう上からの指示なので、そ

う対応せざるを得ないと、こんなふうに聞こえた

んですね。 

 それで、この間、働く皆さん、とりわけ公務員

の皆さんはベースアップがほとんど最近は実施さ

れていないわけですね。先ほど、陳情書の内容で
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意見陳述された方もあったんですが、所定内労働

に対する基準内賃金がどんどん下がっていると、

毎年毎年ね。これがデフレスパイラルを生み、国

内需要を低迷させ、海外での生産活動や商いはか

なり活発なんだが、結局国内の市場が冷え込んで

景気の底上げができないと。この悪循環を、そう

ではいけないと思いつつ、担当課長もこの条例を

出すと。この矛盾ですよね。私は、大変問題のあ

る勧告だと。確かに同年代の人々を民間と公で競

り合わせた場合に、そういう点の誤差がある。だ

から、その誤差を埋めていくんだという個々の修

繕はそれはそれでそういう修繕があるかもしれま

せん。全体のパイとして見たときに、それは賃金

抑制に連動していくと、いかざるを得ないと、そ

ういう勧告の中身というのは私は問題だと。結果

的に地方公務員、あるいは国家公務員をバッシン

グして公務員天国じゃないかと、こうやって民間

賃金を下げて、公務員天国じゃないかとバッシン

グしながら両方とも削っていく、これがずっと手

法だったんですよね、というふうに思うんです。 

 そこで、もう一つ聞きたいのは、退職金がこと

しから下がるんですか。年金は65歳になるんです

か。あわせてお答えください。 

○総務課長 

 ただいまの御指摘がございましたように、退職

金に関しましては、私どもは退職手当組合に入っ

ておりまして、今後３年間の期間を設けまして、

段階的に下げてまいります。本年度の退職職員か

ら退職金を一部下げさせていただいて、３年間ト

ータルで総額でいきますと450万円程度の抑制を

するという国の方針に従って退職手当組合も条例

を改定いたしまして、この３月の退職の職員から

段階的に３年間かけて退職金を下げてまいります。 

 また、年金については支給開始年齢が来年から

61歳になります。これも向こう数年間かけて２年

間おきに段階的に年金の満額の支給開始年齢が60

歳から61歳、62歳、最終的に65歳というふうにさ

れるという形でございます。 

○高橋委員 

 給料も年金も、そして退職金も下がると、こう

いうスパイラルだという説明がありましたが、そ

ういう全体的な給料削減の大きな流れの中で、今

回は55歳以上の公務員に対する昇給停止というこ

とになっております。 

 具体的に聞きたいんですが、この説明書の概要

の中に、２号級昇給するのが現状の昇給の方法だ

けども、これを昇給させないということですね。

１年間に２号級ということは５年間上がらんとい

う提案ですので、10号級給料が上がらないという

ふうに読みかえるんですが、そういう読みかえで

よろしいですか。 

○総務課長 

 ただいま委員の御指摘のとおりでございます。 

○高橋委員 

 その２号級というのは、職員によって異なりま

すね。号級の位置が違いますから異なりますが、

おおむね55歳から60歳の５年間について、平均で

いうと１号級というのは、どのぐらいのお金にな

るでしょうか。つまり、２号下がると結果的には

10号下がるわけですから、５年間で幾ら損失にな

るんでしょうか、減額になるんでしょうか。 

○総務課長 

 モデルケースで試算ですので全てのケースでは

当たりませんけれども、おおむね１カ月１人当た

り1,546円程度の影響があるということで、これ

を５年間に換算いたしますと、トータルで１カ月

当たり7,730円でございます。 

○高橋委員 

 どういうことですか。１カ月1,546円で５年掛

けよというわけだね、これに。そうすると、５年

間のトータルで１カ月7,730円、そういう計算を

されたんですか。もうちょっとわかりやすくお願

いします。 

○総務課長 

 御紹介の仕方がちょっとまずかったかもしれま

せん。一月当たりおおむね1,546円なものですか

ら、これを５年間トータルでいたしますと、おお

むね９万3,000円弱になります。 

○高橋委員 

 ５年間で９万2,700円減額されると。それは余
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分な計算はいかんが、それは一時金なりにはね返

るわけでしょう。それはアバウトで、どれぐらい

の損失になるんですか。 

○総務課長 

 例えば55歳の６級の職員でいきますと、５年間

でトータルで31万8,500円程度ということになり

ます。 

○高橋委員 

 かなりの金額になると、５年間ということです

ね。もちろん財源は税ですから、市の職員の給料

は多ければ多いほどいいという立場には立ちませ

んが、しかし、職員も労働の再生産を行うために

は一定の給料を支給するというのは、これは当た

り前の話でして、そういう意味からいって、今回

の31万円、５年間で減額するというやり方が、冒

頭に申し上げたときの経済的な要求との関係から

いくと大きな矛盾だということを改めて確認して

おきたいと思います。 

 それで、立ち入ってお尋ねしたいんですが、55

歳から60歳までの間に昇格したと。つまり課長補

佐が課長になったと、あるいは課長が部長に昇格

されたということはあり得る話ですね。皆さんも

そうやって昇格されてきた。この場合は、当然、

等級が上がりますから、給与表でいくと横軸に移

動するわけですから、同じ号級であっても横軸に

移動するので、それは当然、給料は上がるという

ことになると思うんですが、そういう理解でいい

ですか。 

○総務課長 

 ただいま委員から御質問がありました、当然、

昇格があれば、それは給与表が１級上がりますの

で、それについては賃金が当然上がる形になりま

す。 

○高橋委員 

 それで、課長になったと。昇格したと。当該号

級というか、その縦軸の級がありますよね。ここ

におさまるんだけども、そこからは昇給しないよ

と、そういう理解ということですね。 

○総務課長 

 そのとおりで結構でございます。 

○高橋委員 

 そうなりますと、55歳を超えて給料を上げよう

と思ったら昇格するしかないということになりま

すね。 

 人事考課の話も出たんですが、55歳を超えたら

サラリーは減ってもいい、あるいは一定でいいと

いう理屈で処せる家庭もあるでしょうし、そうい

う理屈では対応できない御家庭も、あるいはそう

いう考え方もあると思うんですね。 

 そうすると、昇格する以外に給料がふえる道が

ないということになると、人事考課といいますか、

昇格に対する考え方が少し変わってくるんではな

いか。適材適所で、この人にこそという選定基準

よりは別な物差しなどがそこに入り込んでくる余

地があるような気がしてなりません。私は、余り

好ましいことじゃないなという感じもするんです

が、それはちょっと考え過ぎなんでしょうか。そ

の辺はどういうふうに考えておられますか。 

○総務課長 

 御指摘の点も理解できないわけではございませ

ん。 

 ただ、確かに昇格しないと基本的には昇給とい

うのはないわけなんですが、現在、人事考課の中

身を制度を見直しをしておりまして、新たな人事

考課制度を導入したいというふうに考えておりま

す。それによって、その人事考課制度の中で、そ

れを評定をさせていただいて、ここでも議案の中

にも添付資料の中にありますとおり、特に優秀、

極めて優秀な職員については昇給をできるという

ことになっておりますので、55歳以上の者に限ら

ず勤務成績の優劣によって昇給がかなう道を新た

に求めていきたいというふうに思っております。 

○高橋委員 

 そこへ行くんですよ、最終的に。極めて優秀な

場合であれば、現行と同じように、現行並みの人

と同じように２号上がるんですよ。それから、ま

あまあ優秀という方は、２号まではいかんけども

１号上げてあげますと、こういう評価、あめが入

っておるもんですよね。これはどうやって評価す

るかというのは本会議でも議論になりました。総
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務部長は、大変難しいと。ここなんですよ。これ

は人が人を評価するわけですからね。私たちは人

事権もありませんし、皆さんを評価する立場には

ありません。評価できません。いろんな思いはあ

りますけども、具体的に評価できない。 

 私たちは、皆さん方がおやりになる人事異動、

さっきも出た昇格などを私どもの立場でいろいろ

眺め、感想を持つわけですね。順当な人が順当に

昇格されていくケースが基本的に多いというふう

に理解をしているんですが、必ずしもそうではな

い場合もある。あるいは天に声が届かずに、地団

駄踏んで退職されていかれる方も何人か私も承知

しています。 

 つまり、人事考課というのは、その人の人生、

あるいはその人の職業人としての、あるいは公務

員としてのプライド、それは経済的な基盤をベー

スにしたプライドを一網打尽にする場合もあるわ

けですね。だから評価というものについては、極

めて慎重で、なおかつ公正でなければならない。

しかし、そんな評価ができるのかという疑問にぶ

ち当たりますね。これは基本的にどういう形の評

価をしていきたいと。極めて優秀、あるいは特に

良好というのをどうやって評価するのか。リトマ

ス試験紙を当てるのか、基本的な考えがあったら

少し御披露くださいますか。 

○総務課長 

 まさに本会議で私どもの総務部長が申し上げた

とおり、今おっしゃられるとおりの内容でござい

まして、人が人を評価するというのは大変難しい

ものがございます。評価というのが、決して好き

嫌いだとかそういうものではあっては断じてなら

ないというふうに思っております。 

 したがいまして、周辺各市でも人事評価やって

おりますし、先進事例を学びとる中で、私ども知

立市に一番合う内容に構築していきたいと思いま

すし、評価の中身というのは基本的には考えてお

るのは業績と能力という２つの視点から評価をし

ていくということで、それも例えば業績も能力も

５年も10年も過去にさかのぼって評価するのでは

なく評価期間というものを定めて、その中で限定

をして評価をするということと、１人のものが評

価を、それをよしとせずに複数の目で評価をして、

必要があれば１次評価者の評価を２次評価者が１

次評価者と協議をして中身を修正するというよう

な措置も設けたいですし、全体をその部を統括す

る部長が、評価が上がってきた中身を疑問点があ

れば当然のことながら聞くし、被評価者に対して

は評価内容を必ず伝えるというチェック機能を設

けながらやっていきたいと。 

 さらには、この制度が一旦構築したらそれで終

わりではなくて、これはその評価制度を維持し続

ける限り中身については、鋭意改善すべきところ

は改善しということでやっていきたいなというふ

うに思っております。 

 人が人を評価するというのは非常に難しいもの

ですから、その辺をできるだけ公明正大にやって

まいりたいというふうに考えております。 

○田中健委員長 

 ここで10分間休憩します。 

休憩 午前11時01分 

――――――――――――――――――――――― 

再開 午前11時09分 

○田中健委員長 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

○高橋委員 

 そこでお尋ねしたいのは、特に良好な場合、１

割昇給と。極めて良好の場合、２号級以上の昇給

と。これは特昇というふうに呼ばれてますよね、

職員の間で。これには枠があるんですか。特昇枠。 

○総務課長 

 一般的に行われている中で、相対評価と絶対評

価という考え方の中で、どこの自治体もそうなん

ですが、一定程度の割合、平均的には15％、20％

という枠内におさめている事例が多いというふう

に聞いております。その点については、まだ私ど

もがどう対応するかちょっと決めておりませんけ

れども、そういった事例を参考にしながら、今後

詰めてまいりたいというふうに考えております。 

○高橋委員 

 毎年この特昇枠があるわけですね。例えば私が
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55歳で特昇枠があって２号上がったと。来年もや

はり特昇枠で２号上がったと。その次の年は上が

らんかったと。その次の年は特昇枠でまた１号上

がったということはあり得るわけですね。毎年毎

年、１号級、２号級の特昇は俗人ではなくて枠と

して用意すると、こういう理解でよろしいですか。 

○総務課長 

 その点についても、多くあるケースが２年連続

で特別昇給をするということは避けて１年間を置

くとか、そういった事例が多ございます。 

 ですから、そういった事例を参考にしながら考

えていく格好になると思います。 

○高橋委員 

 これ、15％か20％かということですよ、特昇枠。

１月１日から始めるので、１月１日から始めると

いうことはどういうことですか。その段階で特昇

枠が既に実施されなきゃいかんということになる

んですね。どういうことですか、これ。ちょっと

教えてください。実施時期と特昇枠の施行時期。 

○総務課長 

 まず、今年度、今回御提案の中身は施行日が平

成26年１月１日ということでございます。本年度

については特昇枠ということは使わず、まず人事

評価の再構築を今やってる最中なものですから、

それを新年度から導入をして、新年度試行でとり

あえず取り入れるという形をとって、実際にそう

いったこの特昇の１号、２号というのが動き出す

のが次年度以降になるというふうに認識をしてお

ります。 

○高橋委員 

 ５年間昇給がないわけで、特昇枠が20％としま

すと５年で20％ずつ２号上げてあげれば全員上が

ることになりますよね。そういうことも選択肢に

入っているんですか。 

○総務課長 

 結果としてそういうことになるということは、

当然考えられます。 

○高橋委員 

 新しい人事考課枠を考えているということなん

だが、55歳の方の評価というのは、ある程度固ま

っておるんですよ、そういう言い方ちょっとおか

しいけど。55歳から大奮発する方もあるかもしれ

んけども、55歳の年齢の職員の評価というのは、

基本的に固まっているというふうに私は思います。 

 あと５年間昇給なしで退職金も下がってくる。

夕日が落ちるような雰囲気でモチベーションを上

げながら、その中で頑張らないかんという状況で

あることは間違いないけども、その人たちを新し

い評価制度でやって、それで能力と実績ですか、

若い子の新入社員におっしゃるようなことをね、

青い話をされるのも結構なんだけども、やはり55

年の年齢に合わせたその人の評価、仕事ぶり、そ

れは、いぶし銀のような存在の方があるかもしれ

ませんし、極めて成績優秀で先頭に立つ方もある

かもしれない。それは持ち分があって、そのよさ

の中で全体が役所で回っていくわけですから、何

か新しい評価を持ってきて、55歳以上の人を５年

間新しい基準で物差しで当てていくというような

ことが現実的に可能なんだろうかと。 

 もちろんやっただけのことが評価される、そう

いう仕組みであることを私は否定するものではな

い。結果的によくやったといって評価されてくる、

それがモチベーションを上げていく大きな要因に

なりますから、それを否定するものじゃないけど

も、私は、そういう点では、先ほど言った20％枠

の５年間という考え方も１つの選択肢だというふ

うに申し上げておきたいと思うんですが、もう一

遍、お答えください。 

○総務課長 

 おっしゃることもよくわかります。 

 ただ、今回、人事考課制度を再構築をして昇給

の道を閉ざすのではなくて開くという形をとりた

いという考えを持っておるわけなんですが、これ

は55歳以上の職員に限定したものではなくて、若

手職員から始め、全ての職員を対象にしてやるも

のですから、特に若い職員に関しては、やる気を

より引き出すというような意味合いも当然考えて

おります。 

 いろんな御指摘あろうかと思います。そういっ

たことを私ども人事の担当としては、十分肝にと
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めて多くの職員に、満足のいく中身にしてまいり

たいというふうに考えておりますので、よろしく

お願いしたいと思います。 

○高橋委員 

 もともとこの提案の根拠は人事院勧告だという

お話でしたね。民間企業の中には、55歳になった

ら役職を全部停止して平社員にすると、そういう

仕組みをとっておられる会社もあります。その結

果、給料が落ちると。 

 それで人事院は、そこまで地方自治体、あるい

は国に勧告する権利を持っているのかどうか。つ

まり役職を外しなさいと、55歳になったら、そう

いう権限を人事院というのは持っておるんですか。 

○総務課長 

 人事院は、あくまで国家公務員の処遇に関して

人事院規則に基づいて勧告をするという形になっ

ておりまして、その人事院の勧告内容が強制的に

各地方公共団体に及ぶというものではなくて、そ

れぞれの地方公共団体が、私どものような自治体

ですと人事委員会というものを設けておりません

ので、人事委員会を設けておるような都道府県で

すとか指定都市については、そういったところで

そういったものを受ければいいというふうには思

うんですが、中小都市については、よりどころと

して国の人事院が出す勧告というのが職員の処遇

に関するよりどころとしておりますものですから、

そういったものを参考にしながら取り入れていく

という形で御理解をいただきたいというふうに思

います。 

○高橋委員 

 人事政策のあれこれまで人事院が踏み込む必要

はないと私は思います。民間給与と公務員給与の

差について一定の調査をして、しかし、なるべく

正確な調査がよろしいかと思うんですが、この程

度の差があるよという議論は私、あってもいいと

思うんだけども、人事政策についてまで私は人事

院が立ち入って行う必要はない。それは、専ら市

長の行政執行する権限である。例えば55歳になっ

たら役職を外せとか、それは市長の権限に属する

話であって、そんな一方的なことを人事院に言わ

せる必要は全くないというふうに私、考えておる

んですが、その点、どうですか。 

○総務課長 

 その点については、特に異議があるものではご

ざいません。まさにそれぞれの自治体が、それぞ

れの自治体の職員の処遇については自主自発的に

決めるものが原則であるというふうには思ってお

ります。 

○林市長 

 私も人事施策については市長が決めていく、そ

んなことであろうと思っております。 

○田中健委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

○村上委員 

 今、先輩委員のほうからいろいろ御質問されて、

いろいろな改革案が出されました。そうはいうも

のの、私、この人事院の勧告を受けて給与の関係

について少しお聞きしたいなという部分がござい

ます。 

 まず１点目については、55歳からの昇給という、

根っこから下がるというものじゃなくて昇給しな

いよというものであります。そうはいうものの、

この市が持っておる給与という全体のパイという

部分について、どう変わるのか、この辺のところ

を。 

○総務課長 

 この制度を取り入れたからといって私どもの総

人件費が極端に増減するものではございません。

例えば今回取り入れますと、この１月、２月、３

月の人件費で対象となる職員をかけ合わせてみま

すと28万7,700円の影響ということになりますの

で、例えばこれを年間にしますと115万円という

ことになります。 

 したがいまして、総人件費で申し上げる形にな

りますと、大きな支出の削減に資するというよう

なものではございません。 

○村上委員 

 今、年間で下がるということなんですよね。と

いうのは、あくまでも55歳からの昇給制度をとめ

て、若い方のほうの賃金を減らすんじゃなくてふ
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やすという部分で改善が図られておると思うんで

すよね。 

 だから、どちらかというと、生計費ベースで見

たときに、これから子供を産んで育てるという方、

そして、子供が育った方という部分での生計費ベ

ースで恐らく人事院勧告もいっておるだろうし、

もう一点は、民間企業がそういう部分で賃金のあ

り方というものを考えられたと思うんですよね。 

 当市として、そういう部分の賃金の生計費ベー

スカーブというのが恐らくあると思うんですが、

その辺のところをどういうふうに見ておられるの

か、どの部分が厚く持って、どの部分を薄くする

のかという部分でどう検討されたのかというとこ

ろをお聞きしたい。 

○総務課長 

 トータルで考えますと、例えば私どもの知立市

の場合でいきますと、中堅職員の人件費が総じて

同市同等規模の自治体と比べると若干低目なのか

なという感想は持っております。 

 あとそれと、私どもが今後改善していきたいな

というふうに思ってまして、組合とも基本的に合

意をしておるわけなんですが、一定程度民間企業

等経験してきて中途で採用された職員の方の前歴

の換算の考え方を経験者採用枠とそうでない枠の

場合でも中途で採用した場合については前歴を同

じような形で換算して給与の改善に結びつけたい

というようなことは思っておりまして、働き盛り

の職員の給与の中身が今後は改善されるべきだな

というのは個人的には考えております。 

○村上委員 

 今、御答弁いただきまして、少しずつ当市の賃

金のあり方というのが見えてきたわけなんですが、

今言われた中途の方だとか、ここからずっとプロ

パーでやってこられた方という部分であるんです

が、そういう話になりますと、市の給与に対する

賃立て、どういうふうな立て方で賃金を図ってい

っておるのかというところも今後見直すべきなの

かなというふうに思うんですが、その辺の賃立て

はどういうふうになっておるんですか。 

○総務課長 

 基本的な給与表の組み立て方については、国の

内容に準じていくという形を基本としております

ので、国は総人件費の中では今回の55歳以上の職

員の賃金の抑制も含めて、若年層の賃金を改善し

ていきたいという考えも持ちながら高齢職員の賃

金を抑制して、その分を若い職員のほうの賃金の

財源にしようという根本的な考え方を持っておる

ようなものですから、今後そういった点について

は、国の賃金表の改定も含めて、それを参考にし

ながら我々としても中身を注視して改善していき

たいというふうに思っております。 

○村上委員 

 今、少し賃立ての話が出ましたのであれなんで

すが、今現在という部分についてはあるのか、賃

金のあり方、組み立て方という部分について、例

えば年齢も考えられます。あと、その仕事のやり

方、能力、役職給と、こういう10に対して間隔的

に組まれていっておるのか。例えば５対４対１と

か、４対４対２だとか、そういう部分ではどうな

のかと。その改定によって賃金カーブの調整抑制

という部分をやってると思うんですよね。今現状、

どういうふうになっておる。 

○総務課長 

 現状の中では、知立市が独自で賃金表をつくっ

ておるわけではなくて、国の賃金表をそのまま利

用するような形をとっておりますので、若干中堅、

若手の部分の賃金が民間と比べると低目の部分も

あるようなふうには思いますけれども、今後は国

がその点を改善してくれば改善されると思います

し、市の基本的な考え方としては、やはり若手の

先ほど申し上げましたように、働き盛りの職員が

やる気を持って行える賃金体系が望ましいという

ふうには考えております。 

○村上委員 

 この議論をしていくと、かなり長くなってしま

いますけど、国から示された賃金体系を持ってい

くということで、今ここで現時点でわかっておら

れることは、中堅若年層の子育て世代ですね、こ

の辺のところが若干賃金として低いんじゃないか

なということで、この辺のところの可処分所得と
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いうのがかなり下がってきておるのかなというこ

となんでしょうね、実際にね。 

 だから、その辺のところをどう改善していくか

ということで、何をしたらそこのところが改善で

きるのか。やはり役職給なのか、年齢給なのか、

その辺のところをね、当然能力もあるでしょうし、

能力だけでは子育てはできないものですから、賃

金が携わっておって、初めて子育てというところ

ができるということであれば、何を改善していく

のかというところ辺を少しお聞きしたいなと。 

○総務課長 

 そういった面からいいますと、過去私どもの職

員の年齢構成を見てみますと若干偏りがございま

した。 

 したがいまして、他市町村と比べますと昇給し

ていく年齢が非常に遅いという感じを私ども受け

ております。若干最近は新規採用職員の中で、年

齢を上の職員も採用するような形をとってきて、

職員の年齢間のアンバランスを是正をしてきてお

ります。 

 したがいまして、今後は昇進年齢も段階的に少

しずつ、団塊の世代の皆様方が退職していくとい

うことも影響が多いわけなんですが、職員の年齢

構成間の職員数のバランスというものも是正をさ

れてきておりますので、少しずつ昇格年齢が若返

るという中で、若手の職員の賃金の改善がそうい

った中でもされていくのかなというふうに思って

おります。 

○村上委員 

 それでは最後に、市長のほうに少しお願いして

いきたいなというふうに思いますが、やはり職員

のやる気だとか、将来に向けての子育てというこ

とも考えていくと、その辺のところの少し厚目の

というところの賃金の配分ということも必要にな

ってくるのかなということで、この辺の賃金のあ

り方という部分、全体のパイは今の時期になかな

かふやせるものではないということであれば、先

ほど今回の給与の改定の部分で少し出てくるとこ

ろがあるんですね。月額28万円でしたかね、全体

として何百万円の程度におさまるんですが、そう

いうのをうまく配分して、そして、もう一つはモ

チベーションを上げるという形をとっていってい

ただきたいなというふうに思いますが、その辺の

ところについて、市長の考え方を少しお聞きして、

まだまだ質問したいことはたくさんあるんですが、

閉じさせていただきたいなというふうに思います。 

○林市長 

 今ですね、今回55歳で昇給が停止される。その

分で幾らかのお金が人件費総額が軽減される。そ

のお金を子育てされる方々に分配をしたらどうだ

という御提案をいただきました。 

 ほんとにもっともだなと。そういう形になれば、

55歳以上の方々には申しわけない思いがあるわけ

でございますけれども、それをそういった形に移

行させていただくことによって知立市の市民に対

してのサービス向上がより図っていくことという

こともできることあろうかと思います。一度どん

な形がいいか考えてみたいなと思っております。 

○田中健委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○田中健委員長 

 これで質疑を終わります。 

 次に、自由討議に入ります。 

 本案に対する自由討議の発言を許します。 

（「自由討議なし」と呼ぶ者あり） 

○田中健委員長 

 自由討議なしと認めます。これで自由討議を終

わります。 

 次に、討論に入ります。 

 まず本案に対する反対討論の発言を許します。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○田中健委員長 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 議案第58号について、挙手により採決します。 

 議案第58号は原案のとおり可決することに賛成

の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○田中健委員長 

 挙手多数です。したがって、議案第58号 知立
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市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

の件は、原案のとおり可決すべきものと決定しま

した。 

 議案第65号 平成25年度知立市一般会計補正予

算（第５号）の件を議題とします。 

 直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。 

○杉山委員 

 ２点ほどお伺いしたいというふうに思います。 

 初めに、説明書23ページ、雑入の地域スポーツ

施設整備助成金のマイナス分について、まずお知

らせください。 

○田中健委員長 

 ここでしばらく休憩します。 

休憩 午前11時32分 

――――――――――――――――――――――― 

再開 午前11時33分 

○田中健委員長 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

○杉山委員 

 25ページ、総務費、財務管理費の財務事務管理

事業新公会計制度コンサルティング委託料、この

点、まず当初予算94万5,000円からのマイナス分

について、まずお聞きいたします。 

○企画政策課長 

 今の新公会計制度のコンサルティング委託料と

いうことで、こちらのほう、年間の契約をしてご

ざいます。その契約額の確定によります差額とい

うことで今回89万7,750円ということで確定しま

したので、その差額分４万7,000円を減額補正さ

せていただいておる件でございます。 

 以上です。 

○杉山委員 

 差額分がこれだけになりましたということであ

ります。 

 最初委託をされましたところに関しましては、

お伺いできますか。委託された相手先。 

○企画政策課長 

 委託先はローカルマネジメントという会社でご

ざいます。 

○杉山委員 

 差額が出たということはありがたいことですけ

れども、今この内容についての進捗状況を教えて

いただけますか。 

○企画政策課長 

 こちらにつきましては、毎年御報告しておりま

す新公会計制度、これは財務４表の作成のために、

こちらのほうのコンサルティングということで年

間の顧問料としまして専門的見地からの指導、助

言をいただいてこの財務４表のほうを作成してご

ざいます。 

 今のお話で進捗状況ということで、毎年御報告

をしているところでございますけども、年度明け

にいつも報告をしていた内容でもございましたが、

今年度は年度内に御報告のほうをしていくような

形で今、進めておりますので、よろしくお願いい

たします。 

○杉山委員 

 専門的な知識を含めて財務４表についてのコン

サルティングをされている。来年度からは年度内

にこれを示していただけるという方向で進んでる

ということでよろしいでしょうか。 

○企画政策課長 

 こちらのほうは、平成24年度の決算に基づきま

して御報告させていただくんですけども、通常、

年度を越して御報告していたものを平成25年度内

で御報告させていただくよう、今、進めさせてい

ただいてますので、よろしくお願いいたします。 

○杉山委員 

 当初よりこの予算が減りまして進めていただい

てるということで、今この新公会計制度について

は財政を見ていく部分では大変大事な部分だとい

うふうに思います。また、平成25年度に向けては

年度内で見ていただけるということで説明してい

ただきたいというふうに思います。 

 次に、少し細かいあれですけれども、土地建物

管理事業の雑草処理委託料も少し減ってございま

すが、この点について、まず教えてください。 

○企画政策課長 

 雑草処理の委託料でございます。これは、私ど

もで管理しております普通財産の土地の関係の雑
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草処理、こちらのほうを委託してございます。委

託先についてはシルバー人材センターでございま

す。年に２回、草のよく生えます梅雨が終わりま

した７月ごろ、夏の過ぎました秋ごろ10月という

ことで２回の実施をお願いしている内容でござい

ます。 

 以上でございます。 

○杉山委員 

 ずっと年に２回は変わってないというふうに思

うんですけれども、今回この14万8,000円委託料

が減ったという分については、何かあったでしょ

うか。 

○企画政策課長 

 処理の内容と変わりはございません。 

 ただ、契約額の差益ですか、確定差益が出たと

いうことで、こちらのほうの額を補正させていた

だいている内容かと思います。 

○杉山委員 

 ことしも猛暑で、年２回雑草をシルバー人材セ

ンターのほうでやっていただいたということであ

ります。市民の皆様から、よく市の雑草状況等も

ボランティアでやっていただいたりとか、こちら

のシルバー人材センターでの委託をしてやってい

ただいてるわけですけども、14万8,000円でも安

くなったということは大変ありがたいんですが、

市の財産のところの処理に対して、市民の方から

まだちょっと厳しい状況があるんじゃないかとか、

苦情等の入った状況はなかったでしょうか。 

○企画政策課長 

 やはり夏になりますと雑草よく生えてまいりま

す。例えば私どもの管理している職員駐車場の近

辺でも雑草等多くなりますと、そういうお声とい

うのをお聞きします。 

 今後も、市民の皆さんのお声等々加味しまして、

適切な管理、運営に努めてまいりたいと思います。 

 以上です。 

○杉山委員 

 委託料が減ったということは大変ありがたい部

分もあるんですけれども、きょうは寒くなってま

いまして季節も変わってきましたからなんですが、

やはりこの期間、ボランティアの方々で処理しな

いと厳しいような状況の管理体制のところもあっ

たというふうにも聞いております。 

 また、自主的にそういうのをやっていただける

とありがたいんですけれども、公的な部分につい

てのこういった管理はしっかりしていただきなが

ら処理等も人材センターの皆さんにも、もう一回、

年２回ですけれども、私としては年３回あっても

いいのかなという思いもあるんですけれども、こ

ういった処理に対してもしっかり仕事をしていた

だきたいなというふうに思います。 

 もう一点、47ページ、本会議、また質疑等でも

ございました防災行政ラジオの整備事業について

確認をさせていただきたいというふうに思います。 

 これは市民の皆様にも大変希望をいただいて、

順次台数もふやしていただくということでありま

した。確認ですけれども、最終的には1,800台ま

でを設けるという形でよかったでしょうか。 

○安心安全課長 

 そうです。 

○杉山委員 

 ３月半ばでもう一回、850台プラスというお話

ありますですかね。この1,800台で一旦この台数

で締めるということでよかったですか。 

○安心安全課長 

 お尋ねの件でございますけれども、当初500台

予定が、品質を改良した分、高額になったという

ことで300台程度購入を予定をしておりました。 

 その後、希望をとりまして、個人の方、企業の

方を合わせまして1,132人ほどの数に今なってお

ります。１次募集は既に終了しておりまして、こ

の方につきましては、本会議でも説明をさせてい

ただきましたが、１月末にはお届けできるかなと。 

 それから、それ以降の850台はこの予算が通ら

させていただければ入札としまして、お手元に届

くのが、企画部長もお約束しましたが、３月末に

納入をしていただけるという方向を今、考えてお

りますので、その時点で配れるのが150台。その

ときにも御説明しましたが、２次募集を２月中に

予定をしておりますので、その方につきましても、
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なるべく早く支給をしたいと。 

 ただ、整備等がございますので、多少、時期に

ついては３月中という今お約束はできませんが、

その予定でおります。 

 それと、今年度で打ち切りかという御質問を、

ちょっと考え過ぎかもしれませんが、総額では、

私どもは３年で3,000台を一応要望しておりまし

て、当初平成25年度は500台、平成26年度を1,500

台、平成27年度を1,000台程度で予定をしており

ましたが、希望者が殺到していただきましたので、

それを前倒しということで補正をさせていただい

たということで次第です。 

 以上です。 

○杉山委員 

 ３年間をめどにということで、今1,500台、

1,000台という形を台数をお聞きいたしました。 

 これ、３年をめどにこういった形で市民の皆様

に防災行政ラジオを持っていただきながら、持っ

ていただいた後ですよね、これをほんとにまた防

災の訓練等での何か役立てる内容等の組まれると

いうことは考えてらっしゃることありますか。 

○安心安全課長 

 特に防災ラジオで訓練というのは考えておりま

せん。 

 ただ、屋外で放送されるのが想定されますので、

地域の自主防等で連絡が確実にできるというメリ

ットがございますので、その中では活用していた

だけるかなと考えております。 

○杉山委員 

 これから台数もふえて、そしてまた、この３年

間をめどに整備をされて、そういった着実な、聞

いていただける市民の皆様がこれに代用するもの

がほかになく、これで防災無線に頼らなくてもい

いという思いでやっていただけるということであ

れば、またこの３年以降にこの状況を次に防災ラ

ジオの整備計画的なものを将来的に考えてる旨は

ございますか。 

○安心安全課長 

 防災ラジオが情報、一番震災時で大事なことは

情報を得ることで、それが１つの位置づけとして

防災行政ラジオを考えておりますので、メールと

か同報無線とかいろいろございますので、前の委

員会でも少し説明したと思いますが、その中の１

つとして位置づけをしておりますので、この２回

目、３回目の要望がございましたら、当然そうい

うことは考えられるかなと思っております。 

○永田委員 

 ちょっと項目でわからないところがあるので、

１つだけ質問させていただきます。 

 質疑の場面で出たかもわかりませんけど、51ペ

ージなんですけれども、小・中学校修繕等保全事

業1,845万7,000円、この委託料という形で設計が

あります。これはどこの修繕箇所に委託事業なの

か、ちょっと教えてください。 

○教育庶務課長 

 小・中学校施設整備工事設計委託料、こちらの

ほうにつきましては、知立南中学校の校舎及びト

イレの改修に伴うものでございます。 

○永田委員 

 これは、あくまでも設計委託料という形なもの

ですから、実際工事に入るのはいつ頃になるのか、

お示しいただきたいと思います。 

○教育庶務課長 

 現在、来年度の当初予算に向け要望を提出して

おりますけども、来年度工事で何度か昨年度策定

いたしました整備計画に基づきまして、知立南中

学校の校舎の改修に手をつけたいと思っておりま

す。 

 工事におきましては、生徒たちに影響が多いも

のにつきましては、夏休みを中心に行ってまいり

たいと思いまして、そのためにそれに先立ちまし

て今回、設計委託料のほうを要望させていただい

ております。 

○永田委員 

 来年は南中学校だけなのか、ちょっとその辺、

確認させてください。 

○教育庶務課長 

 整備計画のほうでは、平成26年から平成29年の

間で南中学校、竜北中学校、知立小学校、猿渡小

学校を行っていきたいということで提出をさせて
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いただいております。 

○永田委員 

 たしか、来年から４年間の間でそれだけの校舎

を修繕、工事していくという形であります。 

 今年度の当初予算、学校修繕等保全工事費です

ね、その計画の当初予算なんですけども、その

小・中学校合わせて約4,052万5,000円取ってある

んですね。ここでその4,000万円近くの当初予算

があるのに対して、今回この1,800万円の補正予

算はどういった形で補正をつくったのか、その辺

を教えていただきたいと思います。 

○教育庶務課長 

 今年度の当初予算での工事の内容は、この整備

計画に基づくものではなくて、従来の工事を行っ

ていくということで予算のほうをお認めいただい

ております。 

 今回この12月補正でお願いしておりますのは、

新たに整備計画のほうに基づきまして事業のほう

を準備してまいりたいということで要望させてい

ただいておりますので、少し内容が異なるもので

ございます。 

○永田委員 

 整備計画が来年度から工事に入ってくるという

のに対しても、既に当初の時点では、そういった

委託料が必要だということは、もうあらかじめわ

かっておったようなことじゃないかなというふう

には思うんですけども、また今回これで12月の補

正となるのは、ちょっと予算上に対してはどうか

なというふうに思いますけども、その辺はいろい

ろ事情があると思うので、これをスムーズに来年

度から本格的に始まってくるわけですけども、や

っぱり少し心配なのが、前のページの49ページに

もありますとおり、学校施設整備基金積立金です

ね。この５万8,000円は、これは積み立ての利子

の収入金額でついた金額だと思いますけども、ち

ょっと確認させていただきたいんですけども、学

校施設整備基金の状況を教えていただきたい。い

つから始まったのか、ちょっと確認の意味も含め

て、よろしくお願いいたします。 

○教育庶務課長 

 現在、うちのほうがいただいておりますのが、

給食センターの跡地の売却費ということで、その

一部分ということで6,187万円が積み立ててござ

います。６月補正で県警の宿舎跡地の売却予定と

いうことで6,800万円ということで補正の予算を

認めていただいております。 

 今回は、さきの給食センターの跡地のほうの積

立金の利息ということで５万8,000円、歳入のほ

うで基金に積み立てたいということで要望させて

いただいております。 

○永田委員 

 数字は苦手なものであれなんですけど、合計で

言うと１億2,000万円でいいですかね。これは、

いつ、ちょっとはっきりさせたいんですけども。 

 というのは、９月定例会で例月出納検査帳簿い

ただいたんですけども、まだこのときには９月時

点で学校施設整備基金の項目が載ってないもので

すから、ちょっとその辺を確認させていただきた

かったんですけども、もう一回合計、これからど

れぐらいの推移なのか、その辺を確認させてくだ

さい。 

○企画政策課長 

 私どものほうから、今の教育庶務課長のほうか

らも説明がございました点、もう一度確認しなが

らお伝えしますと、まず、６月の補正の時点で今

年度予算計上ということで、県警宿舎跡地と山屋

敷の土地、こちらの売却の関係で6,800万円、こ

ちらのほうをまず補正させていただいております。 

 それから、９月の補正の時期におきまして、昨

年度の旧給食センターの売却した２億6,186万

9,500円のうち、２億円を子ども施設整備基金の

ほうに積んでございましたので、その残りの額

6,187万円、こちらを９月補正で積み立てという

ことで補正を出してございます。今、現計の予算

ということになりまして、１億2,987万円という

ことで、よろしくお願いいたします。 

 以上です。 

○永田委員 

 ということは、これは現金出納調査のほうにな

っちゃうんですけども、６月時点では子ども施設



- 21 - 

整備基金の中に県警のほうの基金に積み立てたと

いうことなのかちょっとわかりにくかったので、

もう一度確認させていただきたいんですけど。 

 これは調書の中では、いつごろこういう項目が

載るのか、学校施設整備基金として載るのか、そ

の辺、教えていただきたいんです。 

○企画政策課長 

 県警跡地、山屋敷というのは予算に６月補正の

ときに計上させていただきました。今後その売り

払う時期ということで今、設定してございまして、

来年早々に売っていく準備してございますので、

今まだそのお金は入ってきてございません。 

○永田委員 

 わかりました。その辺が頭がこんがらがってた

ものですから、ちょっと確認させていただきまし

た。 

 この学校整備計画ですね、ほんとに気が遠くな

るような年数でありまして、今後30年間、2043年

ですか、完了まで、そういった計画になってるん

ですけども、この総額ちょっと確認させていただ

きたいんですけども、219億円でよろしかったの

か、その辺を確認させてください。 

○田中健委員長 

 ここでしばらく休憩します。 

休憩 午前11時56分 

――――――――――――――――――――――― 

再開 午前11時57分 

○田中健委員長 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 ここで午後１時まで休憩します。 

休憩 午前11時57分 

――――――――――――――――――――――― 

再開 午後０時57分 

○田中健委員長 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

○教育庶務課長 

 費用でございますけども、約30年間で平準化を

図った後で185億円でございます。 

○永田委員 

 30年間で185億円、年間でいいますと、およそ

6.2億円という形になるわけなんですけども、今

回、51ページの設計委託料で1,800万円近く委託

料が載っているわけでありますけども、その南中

の工事費というのは、大体幾らぐらいを見積もっ

ていらっしゃるのか、その辺をお尋ねしたいと思

います。 

○教育庶務課長 

 約３億1,000万円余を想定しております。 

○永田委員 

 南中学校は約３億円という形でありました。こ

れぐらいの推移を１つの学校で大体３億円ぐらい

かかってくるんじゃないかなというような考えな

のか、その辺、確認させてください。 

○教育庶務課長 

 今回予定しておりますのが建物の長寿命化でご

ざいますので、実は、来年要望しておりますのは、

南中学校の南棟ということでございます。１棟分

でございますので、２棟ある学校につきましては、

南中学校はまだ北棟もございますので、南中の場

合は１棟当たり３億円程度で、ほかの学校も同じ

規模でありますと同じような規模の予算が必要に

なってくるかというふうに想定しております。 

○永田委員 

 １棟だけで３億円ですか。それで、たしか計画

では、大体１年に１校当たりのめどで計画を立て

てると思うんですけども、来年の南中学校は南棟

だけで、北はどうなっているのか教えてください。 

○教育庶務課長 

 現在のところ、予定しておりますのは来年度南

棟ことで想定をさせていただいております。 

○永田委員 

 北棟は、いつになるんですか。その次の年度に

なるんですか。 

○教育庶務課長 

 要望のほうは行ってまいりたいというふうに考

えておりますけども、まだいつの年度というのは

実施計画とかそういうことで現実化を帯びてこな

いとなかなかはっきりとは見えてこないんですが、

計画では１年度１校というふうに想定してたんで

すが、ただ、１年度に北と南と同時にやってしま
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うと学校の運営上も難しいだろうということで、

２カ年に分けていくほうが現実的かなということ

は考えております。 

○永田委員 

 確かに両方やると授業も受けられないというこ

と、支障を来すということもわからんでもないん

ですけども、一応計画上では来年度から始まるの

に、いきなりおくれちゃったら、どんどんずるず

るおくれてくるだけなような気がするものですか

ら、またその辺はしっかりと計画に沿った形でや

っていただきたいというふうに思いますけども、

問題なのが、年間南棟だけで約３億円。南と北を

合わせて６億円、大体この数字だとは思うんです

けど、今回給食センターを、あと、山屋敷、長田

ですか、そこの土地を売買してつくった基金とい

うものが出てきたわけですけども、土地もそうい

った金額も無限じゃないと思います。 

 今後、市債を組んでも積み立てしていくのか、

その辺をどういうふうに計画を見積もっておるの

か、お答えできる範囲で結構ですので教えていた

だければと思います。 

○企画政策課長 

 今後の基金等のお話でございます。やはり未利

用地の普通財産等の土地につきましては、今後も

そういった基金への活用ということで売り払い等

を考えていきたいというような形では思ってござ

います。 

 また、学校等につきましては、国庫補助の対象

にもなるかと思いますので、そちらのほうをでき

る限りいろんな補助を活用するとか、そういった

運用、そういったところを考えていくというよう

なことで考えております。 

 以上です。 

○永田委員 

 もちろんそういったところでいろんな売却等を

していく中で、学校施設に関する金額を集めなき

ゃいけないということもわかるし、先ほど答弁で

もおっしゃったとおり、学校に対する交付金も活

用しながらやっていくということはよくわかるん

ですけども、ちょっとお聞きしたいんですけども、

学校施設に対する交付金、これまでどういった推

移で年間どれぐらいの金額が出てきたのか、お答

えできる範囲で結構ですので、お答えいただきた

いと思います。 

○教育庶務課長 

 これまでは大規模改造という形では行ってまい

りませんでした。屋根防水については、やはり建

物を保っていくためには必要最小限必要というこ

とで行ってまいりましたけども、屋根だけでは交

付金とか補助金はつかない状態でございました。 

 今回、整備計画をつくらさせていただきまして、

建物全体の老朽化対策ということで行うことによ

りまして、今のところ約３分の１程度は国庫補助

の対象になってくるかというふうに予定をしてお

ります。 

○永田委員 

 大体費用の３分の１が国からの補助、何らかの

交付金があるというような答弁だったと思います。

それらもしっかりと活用してもらえれば結構なん

ですけど、やはりこの長いスパンの30年ですね、

常に年間６億円というか、平均すると30年を単純

に割ればそれぐらいなんですけども、やはり高架

事業もある中で、年度によっては計画によっては

かなりの費用がかかる年度があると思いますので、

その辺を考慮しながら計画的に実質的に進めてい

ただきたいというふうに思います。 

 なかなかほんとに苦しい状況であるかと思いま

す。この計画にきっちりいかないかもわかりませ

んけども、なるべく近づけて学校整備計画を実行

していただきたいというふうに願っておりますの

で、またよろしくお願いいたします。 

 私の質問は、以上であります。 

○田中健委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

○坂田委員 

 消防費の防災行政ラジオ整備事業、この件に関

しましては、本会議で中島議員、そして、先ほど

杉山委員からも質問がありました。 

 ちょっと私からも確認させていただきますけど

も、防災ラジオ導入に関しましては、過去の議会
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でも導入を促す意見もあり、今年度から導入され

たんですが、そもそもこの防災行政ラジオ、この

導入に至った経緯というものは、どんなところに

あるんでしょうか。 

○安心安全課長 

 お尋ねの件でございますが、同報無線が整備を

されておりまして、その音が聞こえにくいとか、

今何言っただ、とのお話もございますけれども、

防災ラジオ、各戸も屋内で聞けばより明確に聞こ

えるというのが設けてございます。 

○坂田委員 

 そういうことですよね。市内で難聴地区という

のがまだかなりの地区があり、そういった地区に

行政無線が聞こえない、そういった苦情から防災

行政ラジオの導入に至ったと思いますが、この

300台ですね、２月初め配付、これは申し込みが

済んでると思いますけども、その申し込みを受け

付けるときに難聴地区の方を優先されたのか、そ

こら辺のところをお聞かせいただきたいと思いま

す。 

○安心安全課長 

 そういうことはございません。 

○坂田委員 

 なぜ、なかったんでしょうか。 

○安心安全課長 

 私どもの同報無線は難聴地区というのは設置地

帯に数多くございます。その中で、同報無線が増

加をしていくことがなかなか昨今難しいというこ

とでございますので、その代替もございまして防

災行政ラジオをつけさせていただいておりますの

で、できましたら防災ラジオのほうを希望してい

ただければと思っておりますが、今のところ、そ

の申し込まれた方たちが難聴地区かどうかという

ことは、まだ把握しておりません。 

○坂田委員 

 難聴地区かどうか把握してないということです

けども、実計メニコンのときも難聴地区の地図を

見せてもらいました。申込者の地名から、この方

が難聴地区かそうでないか、そこら辺のところは

わかると思いますが、そこら辺、どうでしょう。 

○安心安全課長 

 今、把握しております地図だけではなかなか難

しいところがございまして、気象状況とか時間帯

によって聞こえたり聞こえないところがございま

すので、必ずしも難聴というふうに限定できない

のが現状でございます。 

○坂田委員 

 市長も至るところで、１万2,000円の物が2,000

円で手に入りますよと、そういうことを盛んに言

われておりまして、１万2,000円の物が2,000円で

もらえるという、それが先走っちゃって、世間一

般の方が、うわっと申し込んだと。それでこうい

った補正まで組まなければいけない状況になった

と、そういうふうに私、理解しますけども、そこ

ら辺のところをですね、余り１万2,000円の物が

2,000円ですよということは、ちょっとこれは本

来のこれから違っておると思うんですけどね、そ

こら辺、どのように考えておられるでしょうか。 

○安心安全課長 

 御指摘のことにつきまして、私どもはなるべく

広めたいという気持ちがございますので、その間

違ってはないかなと思っております。 

○坂田委員 

 今、私、市長の名前を出させていただきまして、

どのようにお考えでしょうか。 

○林市長 

 広めたいという思いでございます。2,000円も

するのかという声を一度、二、三の方から聞いた

ことがあるわけでありまして、そうした思いの中

から、つくると１万2,000円かかりますよ、それ

を2,000円ですよと、そういう意味で申し上げた。 

 もう一点は、各御家庭によっては２階建てのう

ちの方は２台ほしいよという方もいらっしゃる。

そうした方には、この定価の１万2,000円で分け

ることもこれからは考えていかなければいけない

のかなと、そういうことを申し上げているわけで

ありまして、その脈略の中で、今１万2,000円と

いうお話をさせていただいた、そんなことでござ

います。 

○坂田委員 
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 そもそもこの防災ラジオ、安城市も2,000円で

すけども、安城市の場合は防災行政無線がないと

いうところから、こういったラジオ非常に有効か

と思いますけども、知立市の場合、かなり防災行

政無線、設置も進んでおりまして、ただ、確かに

雨の日とか、窓を閉めていたときは聞こえないと

いうこともありますけども、私は、当初の目的と

いいますか、そういった考えであった難聴地区を

優先すべきだと、そのように思っております。 

 またこれから追加の受け付けもありますけれど

も、そこら辺のところを考慮するお考えがあるの

かないのか、お聞かせいただきたいと思います。 

○安心安全課長 

 今のところは考慮しておりませんが、当然、難

聴地区の方にもお勧めできるような文言で宣伝を

させていただければと思っております。 

○坂田委員 

 ぜひお願いしたいと思います。 

 それと、今市長から、一家に２台とか言われま

して、当初これは一家に１台でしたか、どうでし

ょう、受け付けの段階で。 

○安心安全課長 

 ただいまの私どもの市長の説明は、１世帯に１

台ということですので、その辺がちょっと説明が

あれでしたけど、２世帯という場合でございます。 

○坂田委員 

 １世帯に１台というそこら辺のところは、どう

いった形で受け付けの段階で把握されていくのか、

お聞かせいただきたいと思います。 

○安心安全課長 

 今、名簿を照合させております。それで住基ネ

ット等で間違いなく世帯の方ということを確認を

して、それをもとに配付の準備を進めてまいりた

いと思っております。 

○坂田委員 

 ぜひその点は、お願いしたいと思います。 

 このラジオですけども、試験的に数十台でした

かね、当初導入し、それをそれぞれの区長へ貸与

しましたけども、その後、数十台というのは確か

ではないですが、当初試験的に導入されたそのラ

ジオは今どうなっておるんでしょうか。 

○安心安全課長 

 前の形で、あえて旧型といいますけれども、三

角の形でございまして、それは平成24年度に50台

購入させていただきまして、各防災のほうにお渡

しをしてアンケートをとらさせていただきました。 

 前回も説明させていただきましたが、新型が出

まして、少し価格は張りましたけれども、性能的

にもそちらのほうが比べていいだろうというとこ

ろで、それは今のところ私どもとしては、とりあ

えず保管をしておるという状況でございます。お

渡しする300台には入っておりません。 

○坂田委員 

 ちょっと今わからなかったけど、当局で回収し

て、今、保管されているということですか。 

○安心安全課長 

 はい、そのとおりです。 

○坂田委員 

 保管しておいてもったいないのに、何で町内へ、

十分ですね、私もよく聞きましたけども間に合う

ものですから、町内会へ区長でもいいし公民館で

もいいけども、そこら辺、貸与するというお考え

ありませんか。 

○安心安全課長 

 配付事業をことしから行うということで、その

後にそういうことも可能性はあるかと思います。

その辺は企画部長の質問の回答にもございました

が、今のところは選挙の投票所、自主防災会の希

望があればそれをお貸ししてデモをしていただい

ておるという状況です。 

○坂田委員 

 市役所で保管しておいてももったいないですか

ら、ぜひ何とか有効に利用していただきたいと思

います。 

 それと、機械ですから当然壊れることもあろう

かと思いますけれども、また、2,000円出したの

にということで思わぬ苦情もくるかと思いますが、

そこら辺、メンテナンスとか苦情等の受け付けは

担当窓口がされるのか、直接メーカーへ市民の方

が問い合わせるのか、そこら辺のところどうなっ
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ておるんでしょうか。 

○安心安全課長 

 基本的に私どもとメーカーが買わせていただき

ますので、１年間の保証はメーカーがしておる。

普通の電気製品と同じでございます。 

 １年以内であればメーカーに直接電話していた

だいても、また、私どもに持って来ていただけれ

ば、ちょっと時間はかかりますけれども、それを

メーカーのほうへお送りするというふうな考え方

を持っております。 

○坂田委員 

 今回そのラジオをそういった形で導入を図って

いくんですが、ラジオを導入するということで、

今後の防災行政無線の設置計画、そこら辺のとこ

ろに変化は出てくるんでしょうか、お聞かせいた

だきたいと思います。 

○安心安全課長 

 基本的には防災ラジオとは別に同報無線をふや

していくかということについては、今のところ地

元で了解が得て、環境等でクレームをいただかな

いという条件が整えば設置をしていくという考え

を持っております。 

○田中健委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

○高橋委員 

 それでは、今補正予算の１つ柱になっています

臨時財政対策債２億2,000万円の借り入れについ

てお尋ねしたいと思います。 

 今回この借り入れを行いまして、財政調整基金

の繰り入れ額を減らすという作業がされておりま

す。今会議で我が党の中島議員が、平成25年度末

の財政調整基金の残高20億円という長期財政計画

の数字も示しながら対応をお尋ねをさせていただ

きました。 

 企画部長の答弁は、２億2,000万円計上したけ

れども、これを全部発行するのかどうかについて

は今後検討したいという向きの答弁だったと思い

ますが、何を意味した答弁だったのか。予算計上

したけれども、今後は執行しない、起こさない場

合もあるという御趣旨だったと思うんですけども、

どういう検討をされるのか、何が問題なのか、そ

のあたりを明らかにしてほしいと思います。 

○企画部長 

 臨財債というのは、本来現金で地方交付税をも

らうところを、とりあえず借りておいてくれとい

う制度でございます。これは、後年交付税措置を

されるのを先食いするという形でもあります。で

すので、これはできれば借りないほうがいいわけ

です。 

 今回、限度額まで予算措置させていただきまし

たけども、これを全額借りるのか借りないのかと

いうのは今後検討させていただきたい。できれば

借りないで済むのなら全額借りないという選択肢

も含めて検討させていただきたいと思っておりま

す。 

○高橋委員 

 その結論に至るまでの点で、認識を一致してお

かなきゃいかんと思うんですね。臨時財政対策債

というのはどういう地方債かということについて

認識を一致する必要があるんですが、今、企画部

長の答弁は地方交付税、これは国税が財政調整で

地方へ現金でおりてくるんですが、地方交付税財

源が不足していろいろあったために、現金でおり

ずに地方債という形で一般財源に活用できる地方

債、特異な使途でそれを臨時財政対策債というこ

とで発行してもよろしいよというふうになった。 

 つまり、借金でくるのか現金でくるのかはとも

かく、地方交付税だと、臨時財政対策債というの

は、そういうふうに理解しておるんですが、その

理解はよろしいですよね。 

○企画部長 

 委員の申されるとおりでございます。本来は、

これは交付税で現金措置されるべきはずの金額で

ございます。 

○高橋委員 

 したがって、返済に当たっては元利償還額とも

に地方交付税で措置される。現金でくるべきもの

が借金できたんだから、その借金をしたために生

ずる元金利息の返済については地方交付税で措置

する。ちょっと時差がありますが地方交付税で措
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置するので、地方自治体の腹は痛まないというこ

とになってるというふうに理解しているんですが、

そういう理解でいいですか。 

○企画部長 

 そのとおりでございます。交付税措置されると

いうことは、これは借りても借りなくても交付税

措置されます。 

○高橋委員 

 ということは、借りといたほうが得ではないで

すか。つまり、借金ではないわけですから、借金

という形はとっておるけども、大体地方債という

のは投資的経費の財源として充てるというのは一

般的な地方債なんですが、これはそうではなくて

一般財源化して結構と、何に使っても結構ですと

いうふうに使われているので、これを地方債の借

金版として持っておくということは、必ずしも悪

いことではないというふうに思うんですが、そう

いう理解ではないですか。 

○企画部長 

 まさしくそういうこともいえます。借金のよう

で借金でないという形のものでございますので、

交付税をもらっている限りは、これはお得な借金

といいますか、使い道も自由でございますので、

そういう面がございますけども、臨時財政対策債

の残高でも今60億円でしたか、そこまでいってま

すので、これは借りなきゃいけないというもので

もないとは思っております。 

○高橋委員 

 借りなくてはいけないものではないですが、こ

れは地方交付税だと。借金でくるのか、現ナマで

くるのかの違いはあるけど、これは地方交付税だ

と。自治体が窓を開ければ入ってくる。要するに、

それはフリーに使える。一般財源として使える。

まさにこれは地方交付税の借金版、地方交付税な

んですよ。名前は借金ですから地方交付税とは言

えないけど、これは変化球なんです。国の財政状

況を鑑みたですねというふうに私は理解している

んです。この理解が異なると結論が異なってくる

と思うんですね。私は、そう理解をしておるとい

うことをまず申し上げておきたい。 

 それで企画政策課長、今、平成24年度末の残高

約60億円、ちょっと正確に教えていただけますか。

平成24年度の元金償還額は幾らなのか教えてくだ

さい。 

○企画政策課長 

 今年度末の現在高の見込み額ですけども、67億

3,138万9,000円でございます。 

 それから、当該年度で返す償還見込み額が２億

7,762万8,000円でございます。 

 以上です。 

○高橋委員 

 平成25年度決算見込みということですね、末で

67億円の借金があると。償還額は平成25年度で２

億7,000万円、これは決算数字で申しますと、平

成24年度末の決算で残高が60億2,900万円、年度

中の償還が２億2,298万円と、こうなっておるわ

けです。 

 もう一つ数字聞かせてもらいますが、平成24年

度の普通交付税は２億9,266万円だと理解してい

るんですが、基準財政需要額と収入額わかりまし

たら、それぞれ教えてください。 

○企画政策課長 

 ちょっと今、手元に平成24年度分を持ってない

ものですから、申しわけございません。 

○高橋委員 

 そうしましたら、普通交付税は基準財政需要額

と収入額の差なんですが、平成24年度の地方交付

税、これは確定した数字ということで、平成25年

度も確定しておるんだけど、確定した数字でいい

ますと、今言ったように２億9,266万円、平成24

年度の地方交付税、これいいですね。ちょっと確

認してください。 

○企画政策課長 

 先ほどの平成24年度の基準財政収入額のほう 

から先にお伝えいたします。収入額のほうが83億

9,102万3,000円、基準財政需要額のほう86億

8,368万5,000円でございます。 

 交付税のほう、ちょっとまだ今手元にないもの

ですから、ちょっと調べさせていただいて。 

○高橋委員 
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 話を進めなきゃいかんので、２億9,000万円で

すよ、普通交付税が。それで、臨時財政対策債の

元利償還が今おっしゃったように２億2,298万円

でしたね。そうすると、地方交付税で措置された

財源不足額というのは6,900万円程度ということ

になりますね。それでいいわけですか。 

○田中健委員長 

 ここでしばらく休憩します。 

休憩 午後１時28分 

――――――――――――――――――――――― 

再開 午後１時29分 

○田中健委員長 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

○企画政策課長 

 今の平成24年度の基準財政需要額から収入額を

引きますと２億9,266万2,000円になります。 

○高橋委員 

 それが地方交付税の額ですよ。先ほど議論した

臨時財政対策債の元金償還というのは地方交付税

で面倒見てもらうんでしょう。２億7,000万円と

いうのは平成25年度の数字なもんで、今、決算の

土俵を一致しなきゃいかんから平成24年度決算で

話しておるんだわね。平成24年度決算は２億

2,098万円が臨時財政対策債の元利償還額ですよ。

そうすると、地方交付税のうちで面倒見てもらう

わけですから、そこから引かないかんわけですよ。

そうすると地方交付税は約7,000万円になるんで

す。 

 つまり、知立市の地方交付税２億円、３億円だ

と言われとるけども、その大半は臨時財政対策債

の償還額だと、こういうことになるわけですね。

その数字について、ちょっと確認をしておるんで

す。私の申し上げておること、わかると思います

が。 

○企画政策課長 

 今の計算で委員おっしゃられました額の関係、

そのような形かと思います。 

○高橋委員 

 何でこういうことが起きるかということですよ。

１を割り込んでいて、標準的な財政需要ですね、

標準的な市民サービスをやるのにかかるお金が、

その差を埋めてくれるわけでしょう、地方交付税

は。今まで２億9,000万円、約３億円だと思って

おったんだわ。 

 ところが、中を調べてたら、その３億円のうち

２億2,000万円は臨財債の元利償還の金額なんで

すよ。それは、さっき企画部長と議論したように、

全部措置されますから、元利償還は残りが6,800

万円、約7,000万円しかないということになりま

すねということを聞いておるんです。いいんです

ね、そういう理解で。 

○田中健委員長 

 ここでしばらく休憩します。 

休憩 午後１時32分 

――――――――――――――――――――――― 

再開 午後１時33分 

○田中健委員長 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

○企画政策課長 

 今、委員おっしゃられるような数字上ではその

ような形になるかと思いますけども、結果的には

３億円がくるという形の中で、それを使ってると

いうことで、数字上ではそのような委員のおっし

ゃるとおりかと思います。 

○高橋委員 

 そういう計算になっちゃうんですよ。基準財政

需要額から収入額を引くと約２億2,000万円でし

ょう。そのうち臨財債の元利償還が今これも数字

出るものですから、これを引くと約7,000万円に

なる。そうなるでしょう、計算上。 

○田中健委員長 

 ここでしばらく休憩します。 

休憩 午後１時33分 

――――――――――――――――――――――― 

再開 午後１時34分 

○田中健委員長 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

○企画政策課長 

 失礼しました。 

 今の基準財政需要額、これを積み上げる中の計
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算の中で既に臨時財政対策債、この分は引いた額

が８億6,836万8,500円ということになってござい

ますので、もう既に需要額を出す前に臨財債の分

は引いているということで御理解いただきたいと

思います。 

○高橋委員 

 そういうことなんですよ。基準財政需要額が

100とすると、100から基準財政収入額を引いた額

が交付税でしょう。ところが、もう借金で借りる

枠は最初から抜いてあるわけです。 

 つまり、ことし平成25年度でいいますと９億

8,000万円でしょう、臨財債の限度額は。これに

９億8,000万円はもう借りるものとして最初から

引いてあるわけですよ。それに先ほど言った差額

約7,000万円ですか、６億8,000万円、この合計が

地方交付税なんですよ。それが現金でくるのが

8,000万円、借金でくるのが９億8,000万円。合わ

せてその合計が地方交付税なんですよ。だから初

めから９億8,000万円、この限度額は抜けておる

んです、需要額から。 

 つまり、これはもう現金では計算しませんよと

いうことになっておるんですよ。だから、その９

億8,000万円を借りないというふうに企画部長お

っしゃるから、よほど財政力がよろしいわけです

ねということになるんです。元利償還を全部面倒

見てくれる９億8,000万円は、はなから抜けてお

るんですよ。 

 つまり、その金を借りずにやろうと思うと行政

サービスにひずみが出ます。だから金がないから

ということで借金ふやしていかないかんと、臨財

債も借金だということでふやさないようにやると

どういうことが起きるかというと、サービス低下

が生まれてくる。給付の削除、あるいは負担の増

加ということになるんですよ、９億8,000万円分

丸々借りないとすると。臨財債というのは、そう

いうものだというふうに理解しないと、私は、先

ほどの企画部長の答弁の矛盾点がはっきり手のひ

らに乗らないというふうに思うんですが、どうで

すか。 

○企画部長 

 私の理解では、基準財政需要額から臨財債の元

利償還金とも引かれていると思います。引いた上

で差が２億9,000万円あるので交付税をいただい

ておるという理解でおります。 

 これは臨財債借りても借りなくても借りたもの

として元利償還分は引いていただけますので、借

りる借りないで交付税の額が変わるということは

ないという理解をしております。 

○高橋委員 

 交付税の現金の額は変わらないかもしれません

ね。現金の額は最初から抜くわけですから、借り

ても借りんでも抜くわけですから、基準財政需要

額から、そこから抜くわけですから、抜いた残金

を基準財政需要額というふうに見て、それで収入

額を比べるんですよ。そうすると、今言う２億

2,000万円なり２億3,000万円の差が出る。これは

現金で差し上げましょうと、こうなるわけでしょ

う。だから借りても借りんでもその額はイコール

だけど、現金が知立市の金庫からなくなりますが

ね、９億8,000万円丸々借りなきゃね。それは借

りられればいいじゃないですか、元利償還見てく

れるんだから。それで地方交付税の額は変わらな

いわけでしょう、最初から抜かれておるわけだか

ら。だから収入額の出納へ９億8,000万円入るわ

けですがね。入らなくてもいいという根拠が、な

ぜ成り立つんですか。元利償還は地方交付税で見

てくださるというんだから、えらい大家の発想だ

なと思って。企画部長の答弁を。 

○企画部長 

 高橋委員と認識が違うかもしれません。つまり、

借りたとすると元利償還金はみていただける。借

りなくても元利償還金はそのまま引かれる。です

から、借りない場合は、その分の元利償還金がな

いわけですから、でも基準財政需要額から引いて

いただけるということなので、これは借りても借

りなくても私は一緒だと、そういう理解なんです

が。 

○高橋委員 

 地方交付税はもらっておるんですよ。臨時財政

対策債の元利償還も起こしておるわけでしょう、
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歳出で。これは出しておるんですよ。お金を出し

ていて、それは一般財源で出しておるわけですか

ら、元利償還額を。だけど、それは地方交付税で

みてくれるという話になるわけですので、それは

私があえて普通交付税から引く計算をしました。

だけど、それは交付税が２億2,000万円を決定す

る過程に既に基準財政需要額の中に元利償還額は

折り込んであると。だから私は、二重に差し引い

てるという理解だということですか。 

○企画部長 

 先ほどの差し引きで２億9,000万円が出るとい

う算式でございます。基準財政需要額からは臨時

財政対策債の元利償還分が引かれておるというこ

とです。これは借りても借りなくても借りた計算

上の元利償還分が引かれますので、借りなければ

その分の元利償還金はありませんけど、それは引

いていただけるんです。ですので、これは借りて

も借りなくても交付税の実質上のものは何も変わ

らないという理解です。 

○高橋委員 

 だから、ほんとに借りても借りなくても引かれ

んですか。基準財政需要額で元利償還額をみてい

ただける。つまり60億円ね。知立市は60億円だけ

ども60億円とは限りませんよね。いろんな自治体

がいろんな経緯で積んどるわけですから。 

 今、60億円借りて２億2,000万円の元利償還が

出てる。その元利償還は、丸々基準財政需要額に

想定していただいて入ってると。だから、その差

額、要するに需要額が２億2,000万円のった額か

ら収入額を引けば、それは需要額が元利償還とし

て交付税措置されているということですが、65億

円というのは知立市固有の話でしょう。 

 企画部長は今、それは借りても借りんでも抜か

れるんだということだと一体どういう指標で何を

根拠に抜いてくださるのか、ちょっと理解しにく

いんですね。その辺の認識、ほんとにいいですか、

それで。 

○田中健委員長 

 ここでしばらく休憩します。 

休憩 午後１時43分 

――――――――――――――――――――――― 

再開 午後１時47分 

○田中健委員長 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

○企画部長 

 今、確認をいたしました。 

 これは借りても借りなくても、その元利償還金

分は交付税の中で計算に入れていただいておりま

す。これは借りれば借りた分、借金ですので利子

がつきます。その利子分も交付税措置される。借

りない場合、これは利息が実質上、発生しないわ

けですから、でも利息が発生した上で交付税算入

措置されますので、これはこの年の現ナマがほし

い場合は借りたほうがいいんですが、必要としな

い場合、借りないほうが利息分、後年得するとい

う、そういうことになります。 

○高橋委員 

 念のために聞きますが、平成24年度の臨財債の

元利償還というのは地方交付税で幾ら見とってく

れてるんですか。幾ら基準財政需要額の乗せてっ

てくれるんですか。 

○企画政策課長 

 今年度計算した振りかえ相当額は８億4,353万

8,000円です。 

○高橋委員 

 それは借りる元金。私は、償還額は幾ら乗せら

れてるかということを聞いておる。利息もみんな

見てくれるとおっしゃるけど、地方交付税という

のは抜け道がいっぱいって、満額認めてくれてい

ないんじゃないですか。 

○企画部長 

 今、企画政策課長が言った数字に間違いないと

思いますが、これは元利償還金も足されていると

思います。利息も足されていると思います。 

 ただ、これは非常に計算書としてもすごい厚い

計算書で、大変複雑な計算をした上で出てくる数

字ですので、単純に委員が申された２億9,000万

円の中から２億2,000万円分引いた残りが実質の

交付税の正体じゃないかと、そんな単純には言え

ない部分がございますので、御理解いただきたい
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と思います。 

○高橋委員 

 借りても借りなくても元利償還額を基準財政需

要額として認定しておいてくれとるから借りなけ

れば実質的な支払いは元利償還が少なくなるので、

またその差額分だけ得をすると。差額というか、

実際は10しか償還してないのに交付税では50需要

額に乗せといてくれると。40の差が生まれるので、

ここは財政的にプラスになるんじゃないかみたい

な話なんだよね、今議論してるのは。数字はそん

な数字じゃないけども、わかりやすい数字でいう

とね。 

 ただ、そこまで厳密に２億2,000万円の平成24

年度の元利償還をそのまま９億8,000万円プラス

２億2,000万円を乗せとってくださるのかどうか

については、私は、ちょっとまゆつばなんですね。

だから、借りないほうがいいという議論について

は単純に酌みできないなというふうに思っている。

そこはちょっとわかっていただきたいんですね。 

 それから、もう一つは、現ナマがないときには

それでもいいかもしれんけども、ほしくないとき

には。しかし、現ナマがほしいわけでしょう。財

調の残額が常に議論になってきてるわけですよ。

だから、この臨時財政対策債の魅力というのは一

般財源だということですよ。一般財源で、これは

今回２億2,000万円借り入れていたやつを財調へ

回しておるわけでしょう、この財源として、平た

く言うと。その分の財調の繰り入れを減らして残

高をふやすと。これは現金を積んでおるわけです

がね。現ナマになっておるわけですよ。 

 今年度、確かに２億2,000万円は借りなくても

やれるかもしれん。やれるでしょう、それは。だ

けど借りたことによって、これが全部交付税措置

されるわけですから、そして現ナマを積んだとい

うところに今、今日の財政状況からいうと価値が

あるんではないか。つまり、一般財源だというこ

とですよ。これが特定な箱物のベースの地方債な

ら、それは金額が減ればそれだけ減らされるわけ

ですから、その都度突っ込んでいかないかんです

よね。ところが、これはそういうことで留保でき

て次年度以降のお金に、つまり地方交付税なんで

すよ。借金でくる。 

 だから、そこはひとつもう少し熟慮されて、な

るほどというような時期に企画部長の答弁が本会

議で出ればと思うんですが、ちょっと私は、まゆ

つば、慎重に対応してほしいなというぐあいに思

うので、細かい交付税算定の図式なんかは私、き

ょう聞きたくもないし、わからんわけだけど、考

え方としては私はそういうふうに思うんですが、

改めて見解承りたい。 

○企画部長 

 私も本会議で申し上げましたけども、臨時財政

対策債、これは一般財源で使い道自由ですので、

答弁の中でも申し上げましたけども、これは借り

ておいて基金にする、こういう考え方ももちろん

あります。その考えも、私、答弁の中で申し上げ

たつもりなんですけども、一方、臨時財政対策債

ありきの、これがないと立ち行かないという財政

状況も、これは一考するところもあるんでないか

なと私は思っております。借りなくて済むものな

ら借りないでやりたい。これが本音のところなん

ですが、これは実際ふた開けたら限度額いっぱい

結局借りるのかもしれませんけども、高橋委員の

おっしゃったとおり、使い道自由ですので、これ

は財調に積むこともできます。また、いろんな基

金が要る中で、その基金に入れることもできます

ので、それももちろん選択肢には入っております。 

 そういった意味で、借りなきゃいけないもので

はないよという意味で私は申し上げたつもりなん

ですけど。 

○高橋委員 

 最初の議論に戻りますが、これは地方交付税だ

というところはお互いにまず明確にした上でお金

の使い道は検討してもらえばいいと思うんですが、

私は、借りておかれて、さっき永田委員の質問も

ありましたように、これから公共施設の保全計画

も含めて物入りなので、お金がないから給付を減

らしたい、お金がないから負担をふやしたいとい

うこの議論がずっとある方向の分野については、

これが先行してくると。 
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 しかし、一方では、臨財債を借りられる余地が

あるのに、これを借りずに現金がないという状況

をつくってるということは臨財債が地方交付税で

あるという大前提に立ったときには、やはり問題

の財政運営ではないのかなというふうに思うので、

ぜひそこは私の意も酌んでいただいて、的確な判

断をしていただきたいというふうに思うんですよ。 

 それで、もう一つ私、聞いておきたいのは、来

年度、法人市民税の国庫の召し上げが始まるとい

う政府与党の税制調査会の結論ですね。これはど

ういう方向になるんですか、税務課長。 

○税務課長 

 内容につきましては、まだ国のほうから説明が

ありませんのでわかりませんけども、新聞報道で

されとる状況からしますと2.6％程度法人市民税

の率から国のほうへ移管されるものと判断してお

ります。 

○高橋委員 

 標準税率の場合2.6％地方へ入っておったお金

が国庫に移って、それが地方交付税で地方へ戻っ

てくると、こういう仕組みになるというわけです

ね。財政調整の財源として法人の地方税を国庫が

吸い上げると、こういう今、提案なんですね。標

準税率で2.6％下がると。知立市の場合は不均一

超過課税１億円以上の資本金については14.7％ま

で徴収するということなんで単純ではありません

けども、2.6％下がることは事実ですね。それで

試算しますと、どれぐらいの減収になるんでしょ

うか。 

○田中健委員長 

 ここで10分間休憩します。 

休憩 午後１時58分 

――――――――――――――――――――――― 

再開 午後２時06分 

○田中健委員長 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

○税務課長 

 法人市民税割に占めます2.6％ですけども、数

字の根拠が平成25年の当初予算をつくったときの

法人市民税割から計算しまして、今年度、当初予

算で法人税割を５億円と見とるわけですけども、

そうしますと、このうちの6,700万円から6,800万

円程度が対象になってくるのかなというふうに考

えております。 

○高橋委員 

 これは超過課税も折り込んで計算されていると

いう理解でいいですか。 

○税務課長 

 超過課税は除いて法人市民税割に対して2.6％

を取られますので、その額が実際計算してみます

と6,765万円という数字が出ましたので、大体

6,700万円から6,800万円程度が国のほうの国庫へ

移管されるのかなというふうに考えております。 

○高橋委員 

 平成25年度当初予算が、たしか５億円でしたね、

今おっしゃったように。平成24年度の法人市民税

の決算額は８億1,000万円ということですから、

この税額が上がれば上がるほど2.6％のウエート

もね、比率は同じですが金額も上がってくるとい

うことだと８億円程度の決算だと１億円近く歳入

が減るということになる。 

 これは大変私、問題だと思うんですね。たしか

市議会もそういう方向で全国議長会の議案に賛成

すると。一般財源へ国が持っていくなというね、

法人市民税ということで市議会の意向も明らかに

したし、林市長も関連の首長のときに、そういう

趣旨の意見書に賛同されたというふうに思うんで

すが、林市長、今のこの減収額含めて、これは来

年度やると言っておるわけでしょう。もちろんこ

れは法改正が必要だけども来年度やりたいという

のが与党の税制調査会の方針なんですよね。林市

長、どういう御所見でしょうか。 

○林市長 

 この辺については、地方の税収を国に吸い上げ

て、やはりちょっときついなという思いで、愛知

県市長会として国のほうには反対の意見書という

のを出させていただき、それについては、市長会

が一致団結してそういう意見書出させていただい

ております。 

○高橋委員 
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 知立市も交付団体とはいえ、１億円取られて、

じゃあ１億円戻るかということでいえば、そうい

うことはないわけでして、税制調査会でそういう

ことを決めましたけど、引き続き二の矢、三の矢

で反対の声を上げていってほしいというふうに思

いますが、もう一度、市長、答弁お願いします。 

○林市長 

 私もある席で申し上げたんですけども、交付税

財源として地方の財源を持っていくというのは、

法の趣旨からいって交付税財源というのは国税５

税でやっていくという法律になってますので、こ

れを地方から持っていくというのは、ちょっと仕

組みが違ってくるんじゃないですかということは

申し上げておりまして、これからも機会を捉えて

申し上げていきたいなと思っております。 

○高橋委員 

 地方の財政調整のために地方交付税があるわけ

で、今、市長おっしゃるように、地方の税源を奪

い取って別の地方へ回すなんていうことは考えら

れない禁じ手だというふうに思いますので、ぜひ

その趣旨で頑張っていただきたいというふうに思

います。 

 56ページ、ここに職員の給与費の明細書があり

ますが、補正前、補正後、職員手当含めまして

3,587万6,000円の減額というふうになってますが、

この中身を御説明ください。 

○総務課長 

 これについては、当初予算で計上してあります

のは、御存じのとおり昨年度中の人員配置、職員

構成に基づいてそれぞれの科目ごとに人件費が計

上してありました。それを新年度に当たって退職

された方、新たに入ってきた採用された職員、ま

た、人事異動があった、それに合わせてそれぞれ

の科目ごとの人件費を現状の人員配置にあわせて

精査をしまして、それぞれ増減するところを修正

した結果、このような形となったということでご

ざいます。大ざっぱに言えばそういうことでござ

います。 

○高橋委員 

 具体的な人の実態で調整したら給与と手当合わ

せて3,500万円ほど減額になったと、こういう御

説明ですね。 

 それはその限りではそういうことでしょうが、

私は、この明細書から何を読んだらいいのか、何

を見たらいいのかという点で少しお尋ねしたいん

ですが、例えば今、職員の中でいろんな事情で席

をあけてみえる方があると。休養が必要で席をあ

けてみえる方があるわけですが、一部は任期の途

中で人事異動もあって、課長職を埋めるという手

だてもとられました。また、あるときは補充でき

ずに、今、臨時の元職員がパートで採用されて対

応しているという事態も拝見をいたします。もち

ろん個々の職員には元気闊達に頑張っていただき

たいわけですが、諸々の理由で勤務の継続が困難

というケースも最近は、ままある話なんです。 

 そういうときに、当市の人事が、ややフレキシ

ブルを欠いて、今申し上げたように臨時職員で対

応するというような事態、あるいは課長職を新し

くつくっていただいたのはいいけども、そこの欠

員分がきちっと補充されているのかどうかという

ことも含めて、最近の人事についてどのようにお

考えになっておるのか、少し承りたいと思います。 

○総務課長 

 御質問の御趣旨というのは、現在の職員の職務

に対しての取り組み方と年度途中での不幸にして

心身に支障を来した状況に対しての人事当局の見

解ということだと思います。 

 御指摘のような、不幸にも心身に支障を来して

休職処分を受けておる職員がいるということと、

もう一つ、現在まだ病気休暇中ですけれども、そ

のままであればまた職員の部分についても休職に

なってしまうということで、必要な手だてをとっ

ておるわけなんですけども、こういった非常事態

的なことについては、職員の人員配置に余裕があ

れば、その余裕のある中でこなせばいいわけです

けれども、昨今どこの自治体でもそうですけれど

も、限りある職員の中で、少数精鋭ということで

やっておりますので、なかなか１人欠けますと、

その職員の手当を代替措置をするというのが非常

に困難でありまして、欠けた部分について全て臨
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時、もしくはそういったもので充てがいができる

かできるかというと、管理職等々では、とてもで

はないけれども、そういった臨時では対応できな

いということです。 

 また、管理職以外の部分でも臨時で充てがいが

できる職責とそうではない職責がございます。し

たがって、その辺は非常に頭を悩ますところでは

ありますけれども、今後ともそれぞれの職員の適

材適所というのを見きわめながら適切な人員の配

置をとってまいりたいなというふうに思っており

ます。 

 それと、もう一つ、できるだけ職員の心の変化

ですか、そういった部分を早目に把握をして、症

状が悪化する前に事前に対応をとりたいというふ

うに思っております。 

○高橋委員 

 個々の職員のあれこれについて論ずる立場にあ

りませんけども、私が言いたいのは、組織に弾力

性がなくなってきとるんじゃないかと。つまり、

余剰人員をずっと置けなんてことを言っておるわ

けじゃないです。いっぱいいっぱいで頑張ってい

ただくのは当たり前だし、大前提なんだが、不幸

にして業務を継続できないような事態になったと

きに、少なくとも常勤職員がフォローする、そし

て、大変だろうけども何とかやっていけるぐらい

のキャパを役所全体のフレキシブルとして持つべ

きだと。１人欠け、２人欠けると正規の職員すら

配置できないと。これは安全率という言い方は極

めて失礼だとは思いますけども、何でもかんでも

不測の事態になったときにもちゃんと対応できる

程度のフレキシブル、安全性を持って対応してる

わけですよ。この点が少し最近は経費経費、もち

ろん大事なんだけども、一人一人の職員が大事に

されてないとちょっと語弊があるかもしれません

けども、もう少し具体的に余裕のある業務、職員

体制というのを考える必要があるのではないか。

１人欠けたら臨時で対応すると。しかも重要なポ

ジションですよ。臨時で対応できるようなポジシ

ョンじゃないところへ臨時で対応すると。こんな

ことがあってはならない話ではないかというふう

に思うんですが、これは副市長、どういう御所見

でしょうか。私は、臨時職を配置するような部署

ではないというふうに考えますけども。 

○清水副市長 

 これは過去からですね、今、御質問者が御指摘

のように、もともとどこの部署においても余裕の

配置ということはなかったというふうに思ってお

ります。 

 今日においては、また特にそういう意味でも大

変、各所属厳しくなってるなということでござい

ます。かといって、今の現状で、例えば１人職員

に支障が来したときに、どこからどういうふうな

形でと、一定の規模の部単位、あるいは課単位で

ございましたら、そういったこともある程度フレ

キシブルなそういう考え方も可能なわけですけど

も、御質問者が御指摘の中身は、多分そういった

意味では非常に窮屈な職場でございますので、そ

の辺が非常に私どもも申しわけない、大変遺憾な

状態だなということは理解をしておりますけども、

その中でも日常の業務に支障がないというところ

を念頭に置いて、その職場の性格上もお願いでき

るような方をお願いをして何とか今やっとってい

ただけるということで、今現状が決していいとい

うことは思っておりませんが、その中で努力をさ

せていただいているということでございます。 

○高橋委員 

 いろいろおっしゃるけども、結果的に１人、２

人人員が対応できないという場合に、常勤職で補

填できんと。それは私、知りませんよ、詳しいこ

とは。どこの職場にどういうふうな余裕があるの

か、どこの職場がどういうふうに余裕がないのか、

私は一々知りませんけども、結果的に大量に、事

故があって亡くなってしまうとか、職務が継続で

きないというならともかく、そうではないのにも

かかわらず、常勤職で対応できんというような組

織運営というのはいかがなものかという問題提起

なんですよ。 

 私は定員の見直し、定数の見直しを含めて、だ

まだまな組織をつくれなんてことは言っておるわ

けじゃないです。いくら何でも結果的にはまずい
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対応だと。例えば監査の事務局に常勤職員を配置

せずして誰を配置するんですか、監査事務局に。

パート職員が入って監査やっておるんですよ。そ

の方の私は個人がどうのこうのって、制度と仕組

みの話をしておるんですよ。そんな監査ってある

んですか。私、疑問でしようがない。 

 行政側をチェックする監査の要職を、監査委員

立派な方がみえるんで、しっかりやっていただい

てることは、それは確信持ってますけども、監査

の日常的な実務をやるのに、先ほど言ったような

要因で欠員になったときに正職員が配置できない

なんてことは、それはちょっと考えられない話で

はないですか。私は、そういう理事者側の感覚と

いいますか、職員の対応の仕方について、非常に

遺憾に思っています。ここまでしゃべっていいの

かどうか、大変ちゅうちょする面もあるんですが、

言わなきゃわからんというんなら言わなしようが

ないですよ。一遍きちっとお答えいただきたい。 

○清水副市長 

 先ほども申し上げましたけども、確かに緊急事

態ということでの対応、これが臨時職員で対応さ

せていただいている部分ございました。そういっ

た意味では、今、質問者もおっしゃいましたです

けども、監査委員には多大な御迷惑をおかけして

おるなんていうことで、大変申しわけないという

思いでございます。 

 しかしながら、その中で、日常のそういった定

期監査等々の中で、御迷惑をおかけしないよう、

これは監査事務局長に負担をかけておるわけでご

ざいますけども、そういった中で、何とか今お願

いをさせていただいているというところでござい

ますので、今後においては、こういったことがず

っと引き続きということではいけませんので、今、

当該職員の今後の状況等もございますけども、そ

んなところをしっかり見きわめながら、今後、適

切に対応してまいりたいと考えております。 

○高橋委員 

 いろいろおっしゃったけども、行政を監査する、

しかも事務局職員は２名なんですよね。私も、か

つて監査委員をやらせていただいてことあるんで

すが、３名いないと調子悪いようなところで、２

名で、しかも先ほど言った理由で１名が職務の継

続は困難と。私は、当然常勤職がそこへ対応され

ると思ってましたら、経験のある方ではあります

けども、個人がどうのこうのじゃなくて、制度と

仕組みとしてそこへパート職が対応すると。それ

で行政委員会ですから、監査委員会は。市長から

独立した機関ですから、その監査委員の、要する

に、あなた方を監査するそこへ常勤職も配置でき

ないと。こんなことでいいのかということですよ、

私が申し上げたいのは。それは形だけ中身を手抜

きをしておるわけじゃない。頑張ってますよと、

それはそのとおりでしょう。しかし、それでいい

のかということですよ、私が申し上げたいのは。

監査の仕事というのをその程度にしか見ていらっ

しゃらないのかということにもなるじゃありませ

んか。 

 私は、そういう対応については、ほんとにずさ

んといいますか、軽視されておるといいますか、

じくじたるものを感じているわけです。市長、ど

うですか。 

○林市長 

 たまたま今は、監査委員事務局のお話でござい

ました。ほんとに大事なところでございまして、

今の状況ということで監査委員、そして、局長に

も若干御迷惑をおかけしてるところもあるのかな

と思いますけれども、決して私、今の状況、正規

職員じゃないじゃないかという御指摘であります

けれども、非常にすぐれた方でありまして、そう

いった意味では、しっかりとやっていただいてい

るんじゃないかなと思っております。 

 しかしながら、今、副市長申し上げましたよう

に、これで座しているわけじゃなくて、やはり今、

休んでおられる方の状況を踏まえながら、より適

正にやっていく、そんなことは考えていかなけれ

ばいけないと思っております。 

○高橋委員 

 すばらしい方だからいいじゃないですかという

御答弁は、いただけませんね。すばらしいって誰

がチェックするんですか。 
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 それから今、休んでみえる方も自宅で静養して

みえるわけだけど、自分の頭がパートだというこ

とでは、じくじたる思いを感じてみえるじゃない

でしょうか。しかもそれは監査委員の業務という

ことですから、市長の今のお言葉というのは、私

は大変辛らつなお話だなと。優秀な人材だからい

いじゃないかと。だったら皆さん、みんなパート

に置きかえておけばいいじゃないですか。そうい

う議論にも発展しますよ。そんなこと言いません

けどね。 

 そこで出てくるのが人事のあり方、さっき申し

上げましたように、人事政策まで人事院に干渉さ

れる必要はないと。もっとセオリーとロマンを持

って組織を運営してくださいよ。そして一人一人

の働く者が、もし自分がそういうふうに病に倒れ

たときに、どういう組織がどういう手を差し伸べ

てくれるのかというのを今回の場面でみんなが見

ちゃうじゃないですか。そういうことを考えます

と、私は、今の答弁を含めて、当局の人事政策と

いうのは一度きちっと反省してもらわないかんと

いうぐあいに思いますよ。これは監査委員もお二

人みえて、それは皆さん立派ですから言われない

と思いますよ、そんなことは。それを言うのは高

橋憲二ぐらいかもしれませんけど、言わなきゃし

ようがないですよ、この話は。私は、早急に善処

してほしい。 

 また、今回の措置について、しっかりとした理

事者の責任者のきちっとした答弁を求めたい。ど

うですか。 

○清水副市長 

 先ほどもお話をさせていただきましたけども、

当該職員のこともしっかり早く復帰してほしいと

いうことも願っておるわけでございます。 

 そういった中で、一定の期間、先ほど申し上げ

ましたように、行政委員会の委員にも御迷惑おか

けする、そこを束ねる局長にも非常に迷惑をおか

けしているということでは大変申しわけなく思っ

ておりますけども、先ほど申し上げましたように、

その当該職員の状況等々もしっかり把握しながら

対応してまいりたい。 

 決して臨時職員で十分だという認識は全くござ

いませんけども、今、急場をしのぐというところ

ではやむを得ずそういった御協力をいただいてい

るということでございますので、このことについ

ても御理解をいただきたいというふうに思います。 

○高橋委員 

 働く一人一人がなかなか厳しい労働条件のもと

で頑張っていらっしゃる。全部が全部同じ思いで

頑張れれば幸いなんですが、なかなかそうはいか

ないのが現実でして、そこの中から生まれてきて

いる個々の改善点、こういうものについては誠心

誠意対応していただかないと、これは組織として

回りませんし、ひいては市民サービスに重大な影

響を与えるということひとつ肝に銘じていただき

たい。 

 私は、そういう意味を含めて定数のあり方、来

年度の人事に向けて定員定数のあり方も含めて、

しっかりと対応していただきたいというふうに申

し上げておきたいと思います。 

 それから、もう一つ申し上げておきたいことが

あるんですが、それは先ほどの陳情にもありまし

たが、非常勤の方々の対応ですね。現在の地方自

治法では非常勤の方は賃金、臨時職員、特別職の

場合は報酬、一般職の場合は賃金プラス交通費の

支払いは認められておりますが、その他の手当に

ついては支払いの根拠がありません。支払われる

ことが禁止されているというふうに理解していま

すが、そういう理解でよろしいですか。 

○総務課長 

 高橋委員の言われるとおりでいいと思います。 

○高橋委員 

 ここにもありますように、諸手当の額が幾つか

述べられておりますように、臨時職員の賃金並び

に待遇、るる問題になっております。 

 したがって、今の答弁にありますように、私ど

もは国に対して法改正、さきの臨時国会で我が党

が提案し、他党の同意も得まして、諸手当を臨時

職員でも払えるような法改正を国会に提案をいた

しました。あのような国会で審議されませんでし

たが、今、地方自治体をめぐる正職員と臨時職員



- 36 - 

の関係というのは、臨時職員のウエートがどんど

ん高くなる。しかも、それは十分な対応ができず

にワーキングプアのもとになっているということ

も考えて、私どもとしては、法改正により待遇改

善を求めているんですが、そういう考え方につい

て、理事者側はどういう御意見をお持ちなんでし

ょうか。 

○総務課長 

 当然のことながら、私ども法のもとに行政運営

しております。 

 したがいまして、法を逸脱した手当ですとか賃

金等はお支払いすること自体が非常に問題になっ

てしまう。 

 したがいまして、委員御指摘のように、法が改

正をされて法のもとに支払うべきものが合法だと

いうことになれば、その時点で皆様方の処遇につ

いても、それはその時点でまた考えるべきことだ

と思うし、その時点で考えたいというふうに思っ

ております。 

○高橋委員 

 当然、法律に基づいて事務を執行するのが公務

員の仕事なんですが、そういう法体系に改善すべ

きだというのは私たちの考え方なんですが、皆さ

んはどういう考え方ですか。法体系変えるべきだ

というふうに思ってますが、総務部長、どうです

か。 

○総務部長 

 私どもは、法が改正されればそのとおりにやる

だけのことでございますので、改正されれば実施

したいというふうに思っております。 

 以上でございます。 

○高橋委員 

 それは、あなたの意思に関係なしに法律どおり

にやらないかんに決まってますがね。私は、変え

るべきではないかと。人事担当の部長や課長が、

どういう考え方を持って今日の事態に対応されて

いるのかということを少し聞きたくてお尋ねして

おるんですよ。法律どおりにやるのは当たり前じ

ゃないですか。だからそのもとの法律を変えたら

どうだというふうに提案しておるんですが、そう

いう御意向はありませんか。 

○総務部長 

 今の知立市の賃金の額でございますが、県下の

中でも悪いというようなこともございません。強

いて言えば高いほうでございますので、ほかの市

町村と比べてどうだということは見劣りすること

がございませんので、職員の給与はどんどん下が

っておりますが、それは一応うちのほうでもその

金額というのはずっと堅持しておりますので、当

面は、事がない限りはこのままでいきたいという

ふうに一応考えております。 

○高橋委員 

 私、賃金の高い低いを今、議論しておるわけじ

ゃないです。諸手当が全くないと。通勤手当以外

は支払いができないと。その通勤手当もないとい

うのが今、実態なんで、その点では、もう少し待

遇が改善できるような法律的裏づけを見出すべき

ではないのかというふうに思いますが、その余地

は全くないと、必要ないというのが総務部長の考

え方ですか。 

○総務部長 

 必要ないというのは、そういったことは私、思

いませんが、臨時職員も各課で採用しております

が、特殊な人以外に市外の方から採用されてると

いうようなこともございまして、うちのほうを思

えば市内のところから臨時職員を採用すれば、こ

れも１つの雇用につながっていいことではないか

と。わざわざ特殊なもの以外のものを市外からと

いうようなことも少し考えております。 

 以上でございます。 

○高橋委員 

 全然私の質問に答えておってくださらない。今、

通勤手当のことを一生懸命おっしゃったつもりで

しょうけど、とても残念ですが、そういう点を含

めて、今、職員の体制のあり方、ぜひ前向きに改

善をいただきたい。先ほど言った定員、定数を含

めてということを申し上げておきたいと思います。 

 教育委員会所管事項についてお尋ねしたいこと

があります。 

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第27
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条、教育に関する事務の管理及び執行の状況の点

検及び評価というふうになっておりまして、教育

委員会は毎年その権限に属する事務の管理及び執

行の状況について点検及び評価を行い、その結果

に関する報告を作成し、これを議会に提出すると

ともに公表しなければならない。第27条第１項に

あるんですが、公表されているんですか。 

○教育庶務課長 

 今年度につきましては、公表しておりません。

現在、公表しておりません。 

○高橋委員 

 この第27条の条文は、いつできたんですか、点

検及び評価公表、市議会の提出のこの条項は。 

○教育庶務課長 

 平成21年以前だと思っております。 

○高橋委員 

 ことしが平成25年なんですが、出していただい

たことがあるんですか、市議会に、あるいは世間

に公表されたことがあるんでしょうか、この第27

条第１項の規定に属する書類について。 

○教育庶務課長 

 教育委員会独自のものは今まで公表しておりま

せんけども、法の改正のときに各市の状況に合わ

せた状態でそれは行ってよろしいというような解

説がありまして、全体の行政評価を行っておりま

したので、そちらのほうで報告にかえさせていた

だいてたというふうに理解しております。 

○高橋委員 

 今、私、条文をさらっと読み上げたんですが、

教育委員会が管理しておる事務の管理及び執行の

状況について、点検及び評価を行い、その結果に

関する報告書を作成し、これを市議会に提出する

とともに公表しなければならないとなっているん

ですね。これはしてもよいというんじゃなくて、

ねばならない、こういうように法律が第27条でで

きているんです。 

 私、近隣の自治体調べてみましたら、ほんとに

克明なものを出してみえる自治体があるんですね。

インターネットで取れるんです。なぜ、これ出さ

れないんですか。出さなくてもいいということで

すか。 

○教育庶務課長 

 出す必要があるというふうに理解しておりまし

て、具体的なものをこれまで提出できていません

でしたので、この平成25年度の予算で点検評価の

委託料のほうをお認めいただきまして、現在作成

しております。 

○高橋委員 

 ということは、いつ出していただけるというこ

とですか。 

○教育庶務課長 

 次年度以降になるんですが、今年度はまだシー

トをつくっておりますので今年度中はちょっと難

しいんですが、次年度以降で、何月ということは

今ちょっとここではまだ具体的なスケジュールま

でできておりませんので控えさせていただきたい

と思います。 

○高橋委員 

 控えさせていただきたいはいいけど、これは、

ねばらならないものが実行されてないわけですか

ら、控えるもくそもない。大至急出すのが当たり

前じゃないですか。出すか出さんかは、ひとえに

教育委員会の判断によるというなら、それは出す

時期は控えて言えませんってわかるけど、今自身

がこの第27条を履行されてないわけでしょう。な

ぜ履行されてないんですかと私は聞いておるわけ

ですよ。教育長、教育部長、何で履行されないん

ですか、今まで。 

○教育部長 

 私のほうもこの行政評価というのをやって、ま

た公表等を行いたいということを４月に入って確

認しました。以前は企画課のほうが市全体のもの

をやっておりましたので、そこの中で教育委員会

の分もあわせて公表等行っておったということで

す。 

 ここ一、二年、これが企画課のほうがそれをや

らなくなったことによって、教育委員会のほうと

しては独自でやるべきことでありました。それが

行ってなかったということで、今年度この平成25

年度は評価シート等をつくって準備をしておりま
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す。また、このあと評価シートをでき上がったも

のをまた外部の評価委員等にもお願いして評価を

していただいて、今の計画では来年度中に何とか

この平成25年度のものをできるだけ早いうちに公

表をさせていただきたいというふうに考えており

ます。大変申しわけありません。 

○高橋委員 

 碧南市教育委員会は、平成24年３月に碧南市教

育委員会名で碧南市教育委員会の点検評価報告書

というのを作成されてネット配信されております。

平成24年３月付でね。内容は、平成23年度版（平

成22年度対象）というふうになっておるわけです。 

 つまり、平成23年度には平成22年度の決算を９

月にやりますよね。決算は決算でやるわけですが、

そのあとが前後に評価を加えて、９月に決算をし

たのを翌年の３月に前年度分の点検評価報告書と

して公表される。もちろん市議会に出ています。

50ページあるんですよ。50ページ物が市議会に出

てインターネットに出ております。 

 これは、初めにというところから始まって、教

育委員会の点検評価の流れ、教育委員会の体制、

事業の内容から始まって、教育委員会の各課の取

り組み、問題点、今後の改善点まで膨大になっと

るんです。仕事をふやしてもらってもたまらんな

という思いも私もあるんですが、それぐらい膨大

なものが59ページ、インターネットで焼きたくて

も大変なんで、きょう持って来ませんでしたが、

59ページですよ。これが市議会に出されて、市民

の皆さんに公表されている。何でこういうことが

必要になったのか、なぜ、法がこのことを求めた

のか、どういうふうに考えられますか。 

○教育庶務課長 

 先日にもお話が出てましたように、最近問題に

なっているように、教育委員会が最終決定をして

いろいろな事業を行ってまいりますけども、その

評価部分が市民の皆様に情報として発信する必要

があるということからだと思っております。 

 そして、みずから点検評価をして、それを発展

させていくというか、審査発展していく必要が生

じてきたからだと思っております。 

○高橋委員 

 今度の補正予算でも教育関係が何ページかにわ

たって出ております。これが全体の知立市の教育

委員会の諸事業の中で、どう位置づけられている

のかと。これは私たち議員は継続的に審議に参加

してますからわかるんですが、一般市民の方々は、

多分教育委員会の仕事そのものについては、部分

はわかるかもしれませんが、ほんとに信用してい

いのかどうか、信頼性の問題も含めていろんな疑

問があると思うんですよ。 

 私は、先回、市の教育委員会の議事録について

少し立ち入ってお話をさせてもらったことがある

んですが、ああした問題も含めて、情報を的確、

なおかつ正確に発信するということなしに今、市

民の信頼を得ることができない。市議会も遅れば

せながら不十分ですけども、いろいろ試行錯誤し

ながら努力し、そういう方向に頑張っているわけ

ですよね。 

 そういう点でいくと、今、中央教育審議会が市

教委のあり方について、もっと市長直轄にしたら

どうだと。もっと意思疎通をはっきりさせて指揮

命令を明確にしたらどうだということで今、議論

がある。教育委員会の独立性は担保すべきだとい

うのが私の思いですね。だから、市長といえども

教育の内容や教育委員会の方向について指図した

り指導したり、そういうことをどんどんやるとい

うことについては反対です。問題があると。時の

為政者が、そこまで権力を掌握していいのかとい

うことについては異論があるので、教育委員会が

１つの行政機関として十分努力し対応し、所管事

務について正確、的確に事を進める。しかし、そ

れがどういう形で、どういうふうに進められてい

るかというのは市民にはなかなか見えない。やや

もすると、教育委員会というのはちょっと密室性

があって、縁遠い存在でもあるんですよ。だから、

それが市議会はもちろんですが、市民の皆さんに

わかりやすく公表されて、そして、自己分析的な

事業についての評価もしてある。今後の課題も明

らかになっているということが必要ではないでし

ょうか。そのために第27条というのが入り込んだ
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と、挿入されたというふうに理解をしています。 

 だとすれば、教育長、これは一刻も早く報告書

を作成し、市議会並びに市民に公表するというの

が第一義的な任務ではないですか。どう思われま

すか。今まで公表してこなかったということを含

めて。 

○川合教育長 

 今、委員のほうが御指摘されたことは、ほんと

に深く反省をしております。やはり今、ＰＤＣＡ

ということで企業でも学校現場でも、みずからの

教育活動について自己評価をし、外部の評価を得

ながら次の方策を決めていく、あるいはその内容

について、学校でいえば保護者、地域住民に示し

ていくと、今そういう流れで学校は取り組んでお

ります。 

 じゃあ、市教委はどうかと言われますと、今御

指摘のあったように、これまでその部分が欠けて

おりました。大変反省しております。それで、ち

ょっと遅いわけですけども、今年度からそれにつ

いて取り組み、早い時期にそれが公表できるよう

な形でということで今、取り組んでいるというこ

とでありますので、御理解いただきたいと思いま

す。 

○高橋委員 

 もう一遍お尋ねしたいんですが、いつ報告書と

して市議会に出していただけるんですか。 

○教育庶務課長 

 来年度の12月を目標に、なるべく早い時期に御

報告のほうをさせていただきたいと思っておりま

す。 

○高橋委員 

 １年後ということですか、平成26年12月。何で

そんな遅くなるの。 

○教育庶務課長 

 現在行政シートを作成しているんですけども、

その作成できるのは、この平成25年度分は今、事

業を行っている最中ですので、それが決算が終わ

って、それで最終的な報告書ができるという形に

なります。 

 平成24年度分というのは、ちょっと点検評価も

でき上がっておりませんので、まだそれはできな

いので、平成25年度事業分を来年度報告させてい

ただくという形でいきたいと思っております。 

○高橋委員 

 今、予算化されているというのは、平成25年度

分を予算化しておると。平成24年度事業について

点検評価はしないわけですか、今の答弁だと。ま

だ平成25年しかかっておる最中なもんですから、

そんなものまだ平成25年度中には出せんに決まっ

てますがね。だから、平成24年度の事業の内容に

ついて平成24年度分を評価して、そして出される

というのがごく当たり前の話じゃないですか。ま

だ平成25年で終われへんもんだから、平成25年度

で終わって決算が調停されて市議会に出るのは来

年の９月ですから、それを見ながら評価して12月

に出すというわけですか、今の答弁は。ちょっと

１年おくれじゃないですか。平成24年度をやれば

いいじゃないですか。 

○田中健委員長 

 ここで10分間休憩します。 

休憩 午後２時53分 

――――――――――――――――――――――― 

再開 午後３時02分 

○田中健委員長 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

○教育庶務課長 

 今年度行っている業務の内容なんですけども、

現在、シートの様式を作成して基準となるものを

つくっております。それで予定といたしましては、

次年度早々からこの平成25年度の事業をそのシー

トに入れ込んでいき、報告書をつくっていきたい

というふうに思っておりますので、その平成25年

度決算を終えて、それから報告書の提出というこ

とで御理解をいただきたいと思いますので、よろ

しくお願いいたします。 

○高橋委員 

 そうすると、今年度発注しているのは、そのシ

ートづくりを発注していると。シートだから枠づ

くりをやるけども、具体的な事業の内容を精査検

討するのは今年度予算に入っていないので、平成
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26年度で当初予算で具体的な評価をする委託料を

計上すると、そういうことになるということです

か。だから来年の12月だと。そこを明確にしてく

ださい。 

○教育庶務課長 

 来年度なんですけども、ことし作成しましたシ

ートを使いまして職員のほうで内容の記入はして

まいります。まだちょっとこれは要望なので予算

がどうなるかわからないんですけども、来年度は

外部の点検評価のほうを、どういう形になるかわ

かりませんけども行っていきたいというふうに考

えております。 

○高橋委員 

 これ、さっきの法律事項ですのでね、いろんな

事情があれ、また言いわけもいろいろされたんで

すが、これはやっぱり速やかに履行するというの

が、さっきの総務部長の答弁じゃないですが、法

律事項は明確にやってもらわないかんわね、これ。

だから、そういう点で、きちっと早急に対応でき

るように再度努力していただくように求めておき

たいと思います。 

 もう一つお尋ねしたいんですが、平成25年10月

15日付で愛知県教育委員会教職員課長名で各教育

事務所長宛、つまり教育長宛に通知がありました。

在校時間等の状況調査と長時間労働による健康障

害防止のための取り組み調査についての依頼であ

ります。この内容は御承知ですよね。 

○学校教育課長 

 ありました。 

○高橋委員 

 内容をちょっと紹介してください。 

○学校教育課長 

 ちょっと今、手元に資料を持っておりませんの

で。 

○高橋委員 

 じゃあ、私のほうから紹介しますけども、在校

時間等の状況調査の期間と内容について、１、調

査機関、平成25年11月１日金曜日から11月30日土

曜日までの期間、連休、休日を含む。２、調査方

法、在校時間等の状況記録についての実績調査。

３、調査内容、長時間労働による健康障害防止の

ための取り組み調査が書いてあります。 

 提出について、提出期限、平成25年12月16日月

曜日、きょう提出せよと。これは調査されたんで

すか。 

○学校教育課長 

 調査しております。 

○高橋委員 

 提出される期限がきょうですが、もう提出され

たんですか。きょう提出されるんですか。 

○学校教育課長 

 既に提出しております。 

○高橋委員 

 これ、県教委職員課長があえてこういう通知を

して今、調査をして、資料送られたということで

すが、この意図をどういうふうに理解されている

んでしょうか。 

○学校教育課長 

 今、言われている基準の中で、なるべく労働し

ていくように、長時間労働、オーバーしないよう

にということ、それから、教職員の健康を守って

ほしいということを強調しているのだと思います。 

○高橋委員 

 まさにそのとおりだと思うんですね。教職員の

健康管理が今のような長時間の労働実態では担保

できないというところから、今、学校でのいじめ、

あるいは校内暴力、あるいは先生の重労働、そし

て教育委員会のあり方、いじめの実態ずっと大き

な問題になってきまして、その根幹に教職員の長

時間労働が横たわっていると、健康管理留意しな

きゃならんということで、あえて期日を一月間決

めて調査の提出日まで明らかにして要求してると、

こういう調査というのは余りないですよね。一般

的にされた人というのはあるんですか。どういう

結果が出たんですか。 

○学校教育課長 

 ちょっと今、データを持っていないんですけれ

ど、やはり多くの先生たち、特に中学校の先生、

100時間をオーバーする者が多かったです。小学

校のほうは100時間まではいかないんですけど、
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80時間をオーバーする先生が多かったことは現実

です。 

 それから、そういった先生たちに校長先生の確

認はしておりますけれど、本人たちは大丈夫とい

うことで、校医の診断等は誰も要求はしていませ

んでした。 

 以上です。 

○高橋委員 

 個々の詳細部分までとは申しませんが、その結

果について、市議会に御提示いただきたいんです

が、よろしいですか。 

○学校教育課長 

 後ほど用意したいと思います。 

 以上です。 

○高橋委員 

 学校の先生方というのは、やはりみずからが教

育者だということで、子供たちのまなざしにみず

からの思いを重ねながら真剣まんけんに仕事に取

り組んでいただいておるので、ややもするとオー

バーワークであることも承知しながら業務に当た

っていただいているケースは私は否定できない。

そういう先生が多いと思うんです。 

 ただ、それはしかし、健康の管理という点では

同時に留意しなければならない大きな問題を含ん

でいるという事実も明確だと思うんですね。 

 したがって、今、どんな労働実態になっている

のか、先生がどういう働き方をしているのかとい

うことを市教委がきちっとつかんでほしい。前か

ら私ども申し上げているし、また、つかむような

努力もそういう中でしていただいたわけですね。 

 今回こういう調査で後ほど出していただけるん

ですが、教育長、私は、教職員の健康管理、その

１つの要因に労働時間が深く関係しているという

のは論をまたないところだと思うんですね。 

 過労死ライン80時間、あるいは100時間という

教職員が多いという今、口頭であったんですが、

どういうふうにごらんになっているんでしょうか、

この実態を。詳細は、また後ほど議論したいと思

うんですが、基本的な教育長の考え方、この実態

についての認識について御意見をいただきたい。 

○川合教育長 

 この問題について、何度かこの場でも議論にな

りました。先ほどの高橋委員がおっしゃるとおり、

学校現場は大変先生たちが時間を使って教育に取

り組んでいると。それは、ある面、教師として誇

りに思うところではありますけれども、ただ、健

康を害するような状況であるとするならば、これ

は非常に大きな問題である。 

 今回、ちょっと今、数字は持っていないわけで

すけども、勤務時間ではなく在校時間が100時間

を超える、これは前回９月の議会でも知立市独自

の調査によった結果もお知らせしました。何とか

少しでも先生方の労働条件が、時間が軽くなるよ

うな方策、例えば教員の人数をふやすとか、ある

いは学校行事の見直しだとか、あるいは会議等の

もち方など、あるいは事務処理の内容など、少し

ずつ今、取り組んでいるところであります。実態

としては、なかなか軽減がされてない、今後の大

きな課題だと考えています。 

○高橋委員 

 基本的に大きな問題だというぐあいに思うんで

すね。これは先生の健康ばかりでなくて、もちろ

んそれ中心ですが、子供たちの成長にとっても重

要な影響があるそういう内容の話だと思うんです

ね。 

 これからも問題提起をしてまいりますので、ぜ

ひ前向きに取り組んで長時間労働を解決して、よ

りよい教育環境になるように一層頑張っていただ

きたいというふうに思います。 

 あと、具体的に細かいことで２つ、３つ尋ねて

質問を閉じたいんですが、１つは、先ほど永田委

員も質疑がありましたけども、南中学校の大規模

改修、３億円を超える改修に着手すると。学校整

備計画との関係でどうなんだという御指摘の質疑

がありました。これは当然の疑問点ですね。 

 それで、これで進んでいくということなんです

が、実は、平成25年度は公共施設の保全計画の実

態調査をやっていらっしゃいますよね。そして、

平成25年度で公共施設の実態調査をやって、小・

中学校は済んでますから、平成26年度でこれは突
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合して白書等をつくって、そこからもう一回整備

計画を立てていくと、こういうふうに私は承って

いたんですが、教育委員会は一歩先行して既に具

体化されている、このことを否定するわけじゃな

い。全体の器と計画のバックボーンというのは、

いつできるんですか。 

 今回の知立中学校の南棟の先行的な大規模改修

は、全体計画の中でどういう位置づけになるのか、

その関係を説明してください。 

○企画政策課長 

 現在、公共施設の整備保全計画のほうですけど

も、劣化状況の調査、こういったことで現地調査

のほうも終えまして、取りまとめの段階でもござ

います。これから最終的なほうの保全事業費の算

出ですとか、平準化ですね、こういったのを取り

まとめていく中で、先ほど委員もおっしゃられま

した学校の関係でございます。こうした学校のデ

ータも取り込んで一本化ということで保全計画の

ほうを平成25年度中にまとめていく流れではござ

います。 

 今後、白書的なものを平成26年度以降、また考

えていくわけなんですけども、今の南中学校の関

係でもございます。この学校というのは、公共施

設の保全計画の基本方針の中にも優先してこうい

った学校施設ということで位置づけられているか

と思いますので、先に安全性の確保ということで、

今回は南中学校ということで来年度からやってい

くということで先行して実施していくことの判断

をいたしたところでございます。 

 以上です。 

○高橋委員 

 ここに書いてあるもんでね、学校整備計画に別

表で。きょうは私、カラーのやつは持ってきてな

いけど、カラーで書いてありますがね。これはこ

れで学校整備計画。これはこれでよろしいですよ。 

 だけども、これだけでは公共施設全体を包含で

きないので平成25年度で学校以外の公共施設につ

いて今、答弁があったように調査をすると。学校

は学校、公共施設は公共施設というわけにはまい

らんので、財布１つですから。平成26年度以降に

白書をつくって、２つの計画書ができることにな

るわけですよね。公共施設と学校と、それを突合

して１本の流れにせないかんわけでしょう。計画

２つあってもいいけども、その２つのものがちゃ

んと整合性がとれて、表紙２つあるけど中はちゃ

んと整合性がとれておればいいわけですが、つま

り、公共施設の整備計画と学校の整備計画がまだ

そろっていないわけですから、これが先行してる

ということも理解しないわけではありません。こ

れは先にできておるわけですから。どうやってそ

れが調整されて、来年度の南中学校の南棟が位置

づけられるのかということをもう少し我々、体系

的に理解しないと、その場当たりの計画になるん

じゃないですか。しかも膨大なお金がかかるわけ

でしょう。そのあたりを聞いておるんですが。 

○企画政策課長 

 おっしゃられるように、公共施設の保全計画、

今年度に作成する中で、学校等のデータも既に昨

年度できておりますので、そのデータをもとに公

共施設保全計画も一緒に合体させた１本の保全計

画を考えてございます。平成26年度以降に先ほど

申しました白書的なものとか、あり方的なもの、

こういったものを考えさせていただく中で、既に

小・中学校、これ先ほども言いましたけども、優

先順位としてはその中でまた優先順位をつけてい

くわけなんですけども、高い位置にございますの

で、今回、学校教育施設の整備計画の中での南中

学校ございましたので、そういった形の中で平成

26年度は南中学校をやっていくということで判断

させていただいたということでございます。 

○高橋委員 

 学校整備計画は既にできてるんだよね。できて

いるので、これが先行してやっていくことについ

て、ちっとも構いません。だけども、それは膨大

な資金が必要で、毎年度6.3億円。最初の五、六

年は先行して８億円ぐらい要るというふうに書い

てあるわけでしょう。だけどそんな銭はないわけ

でして、知立市はね。だから、この計画自身を担

保するのも大変なことなんですよ。 

 それに加えて公共施設の保全計画を今、練り上
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げて、まとめに入っていると。公共施設は後ほど

からでいいというわけにはまいらんでしょう。こ

れがドッキングして１つの計画に発展していくわ

けですよね。その関係がわからないと言っておる

んです。これがあるから、とりあえず平成26年は

進んでくださいと、やってくださいと。だけども

先ほどの議論であったように、４年間で幾つもの

学校を整備することになっとるじゃないですか。

こんなことはできないわけでしょう。公共整備計

画がドッキングで入ってきてるときに、できなく

なるんじゃないですか。だから、それを突合して

１つの方向が白書という形で出るんですか。その

辺がどうなっていくのかということがわからない

けども、とりあえず平成26年度は南棟でいくと。

それはとりあえずなんだと。後ほど修正したもの

をこういう形で、また明らかにするんだと。だか

ら、この調子にはいきませんよということなのか、

いやこれはこれでいくんだと。 

 つまり、学校と公共施設の整備が別々に計画を

策定されているもんですからね、よくわからんと

いうわけですよ。しかも膨大な金がかかってでき

ないということですので、そのあたりをどういう

ふうに考えていらっしゃるのかということを明ら

かにしてほしい、ただそれだけのことなんですが。 

○企画政策課長 

 最終的には公共施設全体で一本化ということを

考えて平準化ということになりますけども、先行

して教育施設ございましたので、南中学校のほう

だけは先にやらさせていただくという判断でござ

います。 

○高橋委員 

 そういうことだろうけど、全体はいつ展望が出

るわけですか、計画が。公共施設を含めた整備計

画というのは。 

○企画政策課長 

 公共施設の保全計画は今年度で策定ということ

で進めております。 

○高橋委員 

 そういうことなんだけど、策定はいいけど、や

れるわけですか、膨大な事業費ですよ、これ。前、

私、一般質問で細かくやりましたがね。学校だけ

でもお金がついていかんと。だけども計画出てき

たんですよ。これと同じようなものを今、公共施

設でやるというわけでしょう。これは間もなく出

てきますよ。これはこれでまたこんなような表を

つくって整備計画の順位もこうやってやるんでし

ょうね、きっと。総額幾らかかって、初期投資に

どんだけかかるかというのは出てきますよね。そ

の２つ足したものを我々は左右にしっかり握って

ね、とりあえず南中をやると。それ以降、金もな

いし、十分な対応もできんので、どうするんです

かということになるんじゃないですか。そういう

ことを伺ってるんです。計画は結構ですよ。だけ

ど、お互いに１億どうしあればできるという計画

なら、これは２つ一緒にやりましょうだけど、こ

れ自身だってお金がなくてやれへんやつを、また

１つつくるわけですから、どうやって考えたらい

いんですか、そこらあたりを聞いておるんです。 

○企画政策課長 

 やはり財政的な面というのが一番大きいかと思

いますので、今後、財政とも調整しながら平準化

を図っていくような形になっていくかと思います。 

○高橋委員 

 ということは、今いただいている学校整備計画

というのは見直しをされると、公共施設の整備計

画との関係で見直されてくるということを前提に、

とりあえず南中はやるけども、それを前提に考え

てほしいと、こういうことですか。 

○企画部長 

 公共施設の保全計画につきましては、今年度、

今まとめておるという今の答弁で、そのとおりで

す。 

 今ある学校の整備計画、これも統合して、それ

は30年計画ですので、今の保全計画40年で考えて

ますので、全て40年という年次で１つの表にする

のか、今、検討していくんですが、来年度の南中

の南棟ですが、これは私どもも平成27年度からス

タートさせるか、ちょっと悩みどころでございま

した。その中で、老朽度が高く、優先度が高いと

いう、緊急度が高いということで来年度、とりあ
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えず一足先にそれはスタートさせると。ちょっと

計画とは離れたところでございますけども、そう

いう意味でございます。 

○高橋委員 

 元気印交付金でかなりの投資的事業が前倒しで

きたというようなことも背景にはあるでしょう。

これにも載っているけれども、南中が老朽化が激

しいので、とりあえず手を打とうと。その前倒し

した分も含めてあきができたので、とりあえず手

を打とうと。しかし、全体的な学校整備計画は、

公共施設のドッキングとの関係で、これはプラン

ニングの１つなんだけども、もう一回それは総合

的な公共施設整備計画という形で総合的にもう一

度再編成された計画ができてくるという理解をす

ればいいわけですか。それが平成26年度以降、早

い段階で出てくるという理解で今の企画部長の答

弁は、そういうことを示唆されているんでしょう

か。 

○企画部長 

 この統合した保全計画によりまして、緊急度の

高い順、老朽度の高い順に一応整列はさせるつも

りですけども、これも年度ごとに順番にやってい

けるかどうかというのは、また別の問題でござい

まして、その都度、その都度で緊急度の高いもの

からやってくと。また、財政的にもかなり苦しい

ものがございます。学校施設も校舎については３

分の１補助がございますけども、たしか１棟１億

円以内という縛りがあったと思います。 

 そういった意味も含めて、年表どおり、計画書

どおりにこれは進めていけるかどうか、その都度

やりくりしていくわけですけども、長期財政計画

でも起債の関係で申しますと、ある一定時期４億

円を保全計画のために張りつけるというような今、

計画にもしておりますけども、なるべくピークカ

ットは基金で行い、なるべく平準化していくと、

そういう方針には変わりございませんけども、一

度これが出てきたときには、勇気を持って制止を

すると。その後、どう年度、年度でやりくりして

いくのかというのが実際の実施計画であらかた見

えてくるとは思っております。 

○高橋委員 

 公共施設の整備と学校整備が老朽度も含めてド

ッキングされた計画がやがて出てくると。しかし、

それは担保できるかどうかはわからんけど、とに

かく勇気を持って発表し、それを眺めて取り組ん

でいくんだと、こういう趣旨だったので、これが

単独でひとり歩きするわけではないよということ

については、今の答弁で一応理解をいたします。 

 ぜひ今年度中に公共施設の整備計画をお出しい

ただきながら、改めて公共施設、学校のあり方に

ついて議論を展開していきたいということを申し

上げておきます。 

 53ページにちりゅう芸術創造協会財団法人化事

業12万7,000円、法人設立時理事等報償金、内容

を説明してください。 

○文化課長 

 法人設立時理事等報償金の内訳でございます。

設立時の評議員、理事、幹事、こういった役員の

報償金15名分を予定しておりますが、それが10万

2,000円。それから交通費、今、予定されておる

方、遠隔地の方がございまして、その方の交通費

で２万4,000円余ということで合計12万7,000円を

計上させていただきました。 

 以上です。 

○高橋委員 

 ９月議会では法人化は平成26年４月ということ

ですが、法人化をするには当然役員、法人登記そ

の他して成就するわけですが、今のこの補正予算

というのはどういう位置づけにあるわけですか。

法人設立と今度の補正予算の関係について御説明

ください。 

○文化課長 

 当初４月１日付ということで法人設立を目指し

て進めておりました。今、設立時と申しまして、

法人化する前の役員をまずは選任をしなければい

けないと。その方々を選任をしまして、その役員

会の場で、設立時の役員会ですね、役員会という

のは評議委員会、理事会等でございますが、そこ

で定款等々の法規類を決めていただきます。そこ

で初めて当初に立つ法人に礎ができると。その後、
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新たに設立時というこの言葉を取った評議員と理

事、幹事が選ばれて第１回目の評議員会とか理事

会が開催されて、最初の予算とか事業計画が審議

されて法人が歩み出すという予定でございます。 

○高橋委員 

 ということは、法人化の時期は４月１日で間違

いないと。 

 ただ、その法人化は誰かが素案をつくって出せ

ばいいというもんじゃないよと、今の話は。事前

に役員を選任して、そして民主的な論議を経て原

案として規約その他作成して法人化、４月１日を

迎えるんだという話でしたね。その前行程の予算

と。この法人化前の役員を選任されて、いつから

動くんですか、具体的に。 

○文化課長 

 流れは、今、高橋委員がおっしゃったような流

れでございまして、ただ、４月１日という設立の

時期が、この９月議会でもちまして指定管理者の

指定をしていただきました。そのときは、まだ法

人化する前の任意団体での芸術創造協会というこ

とで御承認をいただきましたが、その後、この法

人化をされると議決をいただいた任意団体と法人

化された団体が同一のものかどうかという議論が

ありまして、そこは今、担当の企画政策課のほう

で少し調べてもらっております。 

 そうした中で、もしこの法人化された団体が、

当初の任意団体と異なるものだというふうになり

ますと、またお願いをしていくことになります。

そういったこともあって、遅くとも４月１日、そ

れの結論によっては２月ないし３月ということで

前に倒して、いずれにしても法人というものが４

月１日にスタートできるように準備を進めており

ます。 

 具体的な役員会の日にちですが、ここで報酬と

いうことで審議を今からいただくわけなんですが、

ということもございまして、12月の下旬のほうで

第１回目の設立時の役員会をやりたいというふう

に考えております。 

 以上です。 

○高橋委員 

 ということは、場合によっては指定管理者の再

議決が必要だということが発生する可能性がある

ということですか。 

○文化課長 

 その点を精査しておる状態でございます。 

 以上です。 

○高橋委員 

 私たちが議決したのはちりゅう芸術創造協会と

いう、いわば任意団体を議決しましたが、実際に

４月から任に当たるのは法人の芸術創造協会とい

うことになると、それは違うんじゃないかという

疑義が生まれるということですか。だったら、も

う一回議決し直さないきゃいかん。４月から仕事

をやるには３月議会で再議決をせないかんという

ことですよね。 

 だから、３月議会に再議決ができるようなイン

ターバルをもって今から準備に当たると。だから

12月の段階から１回目を開く必要があるんだと、

こういうことをおっしゃっているわけですか。ど

うですか、そこは。再議決というのは、大体必須

条件という理解されておるんですか。同じもので

はないかもしれんけど、同じものだわね。それは

違うと言われれば違うし、一緒だと言えば一緒だ

けども、それは私、素人の考え。法的に検証して

もらわないかんけども。しかし、そんなことはわ

からないわけですか、そんなもの定番があるんじ

ゃないですか。今から精査して検証する話ですか。

もう決まっておるんじゃないですか。いかんとか、

いいとか。 

○文化課長 

 12月に設立時の役員会をやるというのは、今言

った再議決云々ということを除きましても、いず

れにしても今年度中に設立時の評議委員会、理事

会を開かないといけないということで、今そのこ

ととは別の動きで、当然必要な会議でございます。 

 今、御質問のあった法人化後のこれにつきまし

ては、当初はそういうことについては疑義はない

というふうに考えておったんですが、いろんなこ

れまで全国でそういった例があるということで、

実務対応的なものを見ていく中で少し疑義が生ま
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れてきたということで、今は再確認をしていると、

そういう状態です。 

○高橋委員 

 大局は理解いたしました。委員の委嘱は見通し

を持ってやってみえる、それは問題ないわけです

か。どうですか。 

○文化課長 

 評議委員が４名、理事が９名、幹事が２名、以

上15名については、おおむね顔ぶれが既に出て、

内諾は得ておるというような状況でございます。 

 以上です。 

○田中健委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○田中健委員長 

 これで質疑を終わります。 

 次に、自由討議に入ります。 

 本案に対する自由討議の発言を許します。 

○高橋委員 

 表決の前に少し皆さんに御意見を承りたいんで

すが、法人市民税の国税分ですね、2.6％国税に

なるということなんですが、この件について、当

委員会として、そうしてくれるなと反対の意向を

明確にした意見書を提示できないだろうかという

ふうに思うんです。 

 後ほど皆さん同意していただけるなら素案を用

意して最終日に日程を追加して、ここの委員会の

合意として意見書を提出したいというぐあいに思

うんですが、各会派、各委員の皆さんの御意見を

頂戴したいということであります。 

○石川委員 

 今の件は、市長会あるいは議長会でも反対の意

向を示されておるようでありますし、やはり地方

自治体の財政ということにおきまして、地方分権

だと言いながら、一生懸命、地方自治体のほうで

頑張らないかんじゃないかということを言いなが

ら、それを平準化するためにまた国税のほうへと

いうのは、やはり遺憾なことだと思いますので、

意見書の素案ができれば、それをまた検討したい

と思います。 

○風間委員 

 私も同様です。これは、先般、西三９市の議長

会が歩調を合わせて、あしきこの制度を撤廃、反

対という形で各派代表者会議でも知立市議会議長、

坂田修議長が代表して連名して、いつ出すだった

か確認はしてないんですが、もう出す予定になっ

ていると、出されたかもしれないですね。そうい

う流れでございますので、それからその後、市長

会もその前段で出されておりますし、先ほど林市

長が言われたとおり、その後、豊田市も独自でこ

れを議決して出されているという流れであります

から、当然、限られた財源を死守するという立場

から、私ども議会独自としてもやはり出すべきで

あるということで、きょうこういう形で委員会も、

当然この委員会に関連する議案は上程の権限が自

治法で定められておりますので、ここで合意さえ

すればそのまま議運で諮って提出ということはで

きますので、その辺の手法も含めて、後々、各会

派の意見を聞いてからここで決着を見れば理想だ

と思っています。 

○杉山委員 

 今、各委員の皆様方おっしゃっていただいたよ

うな形で、地方の財政の大変な中での歳入の大事

な部分でございますので、意見書としてまとめて

いただきたいなというふうに思います。 

○村上委員 

 私どものほうも、今この場で提案されたという

ことなんですが、知事会のほうも出されておると

いうことと県議会のほうも出されたということを

聞いておりますし、各自治体でもこの取り組みに

ついては、やはり議会の中で議論していただきた

いという民友クラブとしても、私の組織としても

そういう動きがございますので、案文を見させて

いただきながら、また議論に参加していきたいな

と、このように思っております。 

○高橋委員 

 皆さん、案文次第なんですけど合意ということ

でよろしいですか。 

○田中健委員長 

 案文を見させていただいて、それから議運で検
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討していただくという。 

○高橋委員 

 案文は持っておりません、現在のところですね。 

 それで今、事務局に直近で出していただいた豊

田市議会の意見書がありますので、これをちょっ

と休憩していただいてお配りしていただき、意見

を言ってもらったもので後ほど文書にしていただ

ければ、ここの委員会の発議で副委員長の提案で

最終日に日程追加で上程していただくという流れ

でお願いできればというふうに思いますので。 

○田中健委員長 

 ここでしばらく休憩します。 

休憩 午後３時43分 

――――――――――――――――――――――― 

再開 午後３時53分 

○田中健委員長 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 ただいま高橋委員から自由討議のありました地

方法人課税のあり方についての意見書の提出の件

につきまして、今、各委員のほうから案文を見て

検討するという御意見、出すべきだという御意見、

いろいろありましたが、今、お手元に配られたも

のを案にして少し御意見をいただきたいのですが、

いかがでしょうか。 

○高橋委員 

 豊田市議会が議決していただいた意見書の全文

をきょうは事務局に取っていただいてお出ししま

した。 

 これは、まさに的を射た話になっていますが、

少し状況の変化等で間尺に合わない部分があるん

ですね。それは最初から４行目までの部分、これ

は総務省の検討経過を受けた報告書、この報告書

を受けて国有化に反対するという流れになってい

るんですが、ここから発展しまして、さっき言っ

たように税調で出ましたので、税調が出した国有

化についてと、こういうふうに置きかえないと、

これは少し間尺に合わない。この４行を置きかえ

たいと。 

 ずっときまして、次の段落、しかしがあって、

またですね、今回の報告書、これも報告書という

ふうに呼ぶのはあれなんで、税調の決定が取りま

とめられた経過において国は地方との協議云々が

十分にされていないというふうに読みかえていた

だく、この２つの部分を直していただければ、あ

と具体的な３の要求事項、これはそのままいただ

けるし、異論がないんじゃないかというふうに思

いますので、最初の４行と中ほどの今回の報告書

という部分を情勢の発展に沿って書きかえるとい

うことで書きかえの文書を今持っていませんけど

も、そこを今日的に書きかえるということで新し

い意見書を作成したいなというふうに思うんです

が、その範囲で御理解いただけるかどうかという

ことです。 

○田中委員長 

 ほかの委員の方、御意見いただけますでしょう

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○田中健委員長 

 そういう形で、意見書の案を作成していただき

まして、本委員会の最後に審議をさせていただき

たいと思いますので、よろしくお願いしたいと思

います。 

 ほかに自由討議はございませんか。 

（「自由討議なし」と呼ぶ者あり） 

○田中健委員長 

 自由討議なしと認めます。これで自由討議を終

わります。 

 次に、討論に入ります。 

 まず本案に対する反対討論の発言を許します。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○田中健委員長 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 議案第65号について、挙手により採決します。 

 議案第65号は原案のとおり可決することに賛成

の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○田中健委員長 

 挙手全員です。したがって、議案第65号 平成

25年度知立市一般会計補正予算（第５号）の件は、

原案のとおり可決すべきものと決定しました。 



- 48 - 

 議案第68号 平成25年度知立市土地取得特別会

計補正予算（第１号）の件を議題とします。 

 直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○田中健委員長 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 次に、自由討議に入ります。 

 本案に対する自由討議の発言を許します。 

（「自由討議なし」と呼ぶ者あり） 

○田中健委員長 

 自由討議なしと認めます。これで自由討議を終

わります。 

 次に、討論に入ります。 

 まず本案に対する反対討論の発言を許します。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○田中健委員長 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 議案第68号について、挙手により採決します。 

 議案第68号は原案のとおり可決することに賛成

の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○田中健委員長 

 挙手全員です。したがって、議案第68号 平成

25年度知立市土地取得特別会計補正予算（第１

号）の件は、原案のとおり可決すべきものと決定

しました。 

○田中健委員長 

 ここでしばらく休憩します。 

休憩 午後３時58分 

――――――――――――――――――――――― 

再開 午後３時58分 

○田中健委員長 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 ここで10分間休憩します。 

休憩 午後３時58分 

――――――――――――――――――――――― 

再開 午後４時08分 

○田中健委員長 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 陳情第24号 社会保障の施策拡充についての陳

情書の件を議題とします。 

 御意見等がありましたら発言をお願いします。 

○杉山委員 

 陳情第24号 社会保障の施策拡充についての陳

情書であります。 

 この件に関して、３点から陳情者の方が訴えて

いらっしゃいます。自治体の基本的あり方につい

て、また、子育て支援などについて、そして、避

難所施策拡充についてであります。 

 この２点目、子育て支援について、特に放射線

被爆から子供を守るための食の安全管理等に万全

を尽くしてください。また、１番にございます就

学援助に対する生活保護者の基準額の少なくとも

1.4倍云々等の御意見が書かれてありますけれど

も、この１番、子育て支援、２番の避難所施策の

拡充については異を唱えるものではございません。

ほんとにいろんな意味で拡充も必要だというふう

にも感じております。 

 １点目のこの自治体の基本的あり方についての

本会議等でも話し合いがございました、滞納整理

機構についての問題点の指摘もございました。私

もそういった方に対しての市民の方からの訴えも

いただいた件もございます。 

 ただ、そのときもありましたけれども、知立市

の場合、窓口対応が大変丁寧にありました。その

点の中で、滞納の方も含めてのお話の中で、まず

１点目には、この収納の平等性ということも含め

て一件一件窓口対応ができる市の今の状態という

ことを感じます。そういう点では、機構を即、今

の状態からまた見直す点は必要かと思いますけれ

ども、この１点の分で会派としては、こちらの陳

情書に対しましては不採択とさせていただきます。 

○永田委員 

 陳情第24号でございます。私どもの会派もこの

社会保障の施策拡充についての陳情書は不採択で

お願いいたします。 

 先ほどもありましたけども、賛同できる項目も

ありますが、やはり自治体の基本的あり方、滞納

整理機構の税の税収事務の移管の件とか、項目２

の②、義務教育費無料の立場から学校の給食費は
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無料、そういったところが私どもの意見とそぐわ

ないものがありまして、そういった理由で不採択

でお願いいたします。 

○村上委員 

 私ども民友クラブとして、この陳情第24号につ

いては不採択の立場で討論に参加させていただき

ます。 

 まず初めに、自治体の基本的なあり方について

なんですが、これ、既に私の記憶で、定かではご

ざいませんが、五、六年前に質問をさせていただ

きました。そのときについては、租税債権管理機

構というところで県に一緒になって取り組んでい

ったらどうだという質問をさせていただきました。

当時につきましては、年間約３億円以上の滞納と

いうことで、なかなか徴収ができなかったという

件がございました。そんな中で、税の公平性とい

うところを考えたときに、どうしても支払いが無

理な方だとか、支払い能力がない方という部分に

ついては、これはやむを得ないなということで、

市としていろんな施策を講ずるべきだと。 

 ただし、払えるのに払わないという方について

は、やはりこういったところできちっとした徴収

ということも必要ではないかというふうに一般質

問させていただいた覚えがございます。 

 そういった観点から、まず１点目の自治体の基

本的なあり方については、これは税の滞納整理機

構という部分をやめてくださいという部分につい

ては、私としては反対でございます。 

 それから、２点目、３点目という部分について

は、かなり市のほうも努力はされておるというこ

とで、こういった点については改善されていくだ

ろうなというふうに私は信じております。そうい

った点で、この陳情に対して、２の１、２につい

ては今後、市のほうは十分考えていただけるとい

う観点から、この陳情については不採択とさせて

いただきたいと思います。 

 以上でございます。 

○風間委員 

 政策研究会といたしましては、賛成の立場で意

見を申し上げたいと思います。 

 過去より一貫してこういう請願、陳情に関しま

しては全体の願意を酌み取ってという立場でござ

いまして、ただ、内容的には１番あたりを見まし

ても、滞納整理機構については移管しないでくだ

さいと、こうあるわけなんですが、これわかるん

ですね、気持ちは。税率は地方税法で定められて

おりますが、徴収に関しては市町村の条例で定め

ると、こういうことになっておりまして、課税自

主権、徴収する権限というのは、やはり自治体、

市町村にあるという、そういう考え方が大勢を占

めておるわけでございまして、そういう部分でこ

ういう言い回しは理解はできるんですが、さりと

て、やはり徴収業務の重要性、今、滞納の部分で

の状況等を見ますと、やはりなかなか向上がない

という状況の中で、こういうものによりどころを

得ていくというのも重要なことではないかという

考え方は持っておりますが、しかし、全体の願意

を見ますと、切実な住民の皆様方の願意を含んで

おると。特に２番の１、子育て支援とか、２、避

難所、災害対策、バリアフリー化ですね、こうい

うものはほんとに障がい者に優しいまちづくりと

いう部分では重要な部分でございますものですか

ら、こういう部分はしっかりと充実を図っていく

という全体の願意からして賛成という立場で意見

を申し上げました。 

○高橋委員 

 陳情第24号について、賛成の立場で若干意見を

申し上げたいと思います。 

 午前中、西村さんが10分ほど陳述されましたが、

傾聴に値する御発言だったというふうに思うんで

すね。流れている考え方は、やはり社会保障その

ものをうんと充実させていくこと、これが団体の

大きな要望であるにもかかわらず、実際に行われ

ている政府の施策がそうなってないということで、

生保の基準の引き下げ、年金の支給額の引き下げ、

そして、70歳から74歳までの医療費の窓口負担の

拡大の３点を挙げられまして、既にこれらが実施

され、今後とも大きな給付の削減、負担の増額が

予定されているんだという全体的な視点の上に立

って、今回、具体的に１、２、３点を要望されま
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した。願意はまことに時を得た内容のものだとい

うふうに思います。 

 地方税滞納整理機構について、各委員からお話

があったんですが、私、一般質問で取り上げまし

たように、納税の義務、これが市民に課せられて

いるのは当然のことであります、 

 ただ、問題は、その徴収の仕方が極めて超法規

的で、法的根拠がない地方税滞納整理機構という

ような形で行っているその手法について、私は批

判をいたしました。総務省は、要綱で設立された

滞納整理機構については認知しておりません。上

級官庁はないと言っております。また、これらの

発行する文書は公文書とは言えないというふうに

言っております。現に知立市の職員が１名出向い

ておりますが、知立市民以外の滞納者と対応する

と、こういうやり方なんですね。 

 確かに差し押さえ、あるいは公売等の強制措置

をかなり多用されていますので、今のところは徴

収率が上がっておるようでありますが、私は、先

ほど風間委員もおっしゃったように、租税法定主

義、そして、その租税は地方自治体の固有の事務

だということから言うと任意の別組織をつくって

併任辞令でやっていいということには絶対になら

ないというふうに思うんですね。 

 そのことは設立された皆さんもよく御承知なの

で、平成23年、平成24年、平成25年の３カ年の暫

定と書いてあるんですよ、あの要綱に。平成26年

の３月31日をもってこの会は解散する。ただしと

いうふうになっているんですね。３カ年これで徴

税していき、職員も結果的には向こうへ派遣され

て、納税ノウハウもそれなりに身につけてみえた。

私は、そういう点では、その意味での初期の機構

の設立の意味は、設立された方からいっても十分

対応できているというふうに思うんです。 

 豊明市が脱退した理由を申し上げました。これ

は市の職員が自分たちの役所でもう一回きちっと

徴税をしていくんだという原点に返られた。私は、

これが正解ではないのかなというぐあいに思うわ

けであります。 

 ２番、３番については、２番の１、２について

は、これは知立市でもクリアされている問題が幾

つかありますし、義務教育無償の立場から学校給

食の問題もね、これは直ちに無料にできないかも

しれませんが、第２子、第３子の給食費について

は補助する、減免する、こういう措置も大いに検

討に値する内容ではないか。被爆から食の安全を

守ることは当然ですし、福祉避難所、あるいはプ

ライバシーを担保できるような避難所づくり、こ

れは当然のことであります。ぜひ私は、本件につ

いて採択していただきますように重ねて申し上げ

て討論といたします。 

○田中健委員長 

 次に、自由討議に入ります。 

 本件に対する自由討議の発言を許します。 

（「自由討議なし」と呼ぶ者あり） 

○田中健委員長 

 自由討議なしと認めます。これで自由討議を終

わります。 

 それでは、これより採決します。 

 陳情第24号について、採択することに賛成の委

員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○田中健委員長 

 挙手少数です。 

 次に、陳情第24号について、不採択とすること

に賛成の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○田中健委員長 

 挙手多数です。したがって、陳情第24号 社会

保障の施策拡充についての陳情書の件は、不採択

とすべきものと決定しました。 

 陳情第25号 消費税率引き上げ中止を求める意

見書の提出を求める陳情書の件を議題とします。 

 御意見がありましたら発言をお願いします。 

○杉山委員 

 陳情第25号 消費税引き上げ中止を求める意見

書の提出を求める陳情書に対しまして、不採択の

立場から討論させていただきます。 

 陳情者がおっしゃっていらっしゃいます消費税

増税の原点は社会保障と税の一体改革、この点に
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ついては、このとおりであります。ここの陳情者

に対しましては、この介護保険の改悪などで安心

できないというこういう制度になったというお話

であります。 

 しかし、今回、我が党も低所得者に対する軽減

税率の問題、そしてまた、子育て世帯に対する臨

時給付の特例給付等、また、中小企業の経営者の

方々に対する資金繰りの支援に対するような施策

等も打ち出しております。国民の皆様が、こうい

った不安にならないような社会保障への一体改革

という形が確かにあったと思っていただけるよう

な形でのこの消費税率に対する活動をしていかな

くてはいけないというふうには改めて感じており

ます。今回のこの陳情者に対しましての陳情に対

しましては不採択とさせていただきます。 

○永田委員 

 陳情第25号に対して、反対の不採択の立場で意

見を述べさせていただきます。 

 私どもの会派は、根本的に消費税引き上げに対

し反対ではないということで、この陳情項目にも

ありますように、増税を中止してくださいという

はっきりとした趣旨であります。この消費税の引

き上げは、先ほども言いましたように、社会保障

の税の一体改革、そして、持続可能な社会保障の

確立であります。将来のことを考えて、やはりこ

ういった措置も大事ではないかなというふうに私

ども会派はそう考えております。 

 よって、この陳情に対しては不採択でお願いい

たします。 

○村上委員 

 それでは、民友クラブとして陳情第25号に対し

て不採択の立場で討論に参加させていただきます。 

 我が会派につきましては、税の抜本的な改革と

いう部分については当然取り組んでいくべきであ

ると思いますが、その柱の１つに、消費税という

のは欠かせない分野であり、この消費税は広く正

確に税の徴収ができるということについては賛成

であり、今回、５％から８％に上がって全体的な

抜本改革ができてないという部分については、若

干の不満は残るものの、消費税ありきという考え

方については従来から変わっていないということ

で、この陳情に対しては不採択ということにさせ

ていただきます。 

 以上でございます。 

○風間委員 

 私どもの会派といたしましては、この種の陳情

に対しては一貫して賛成で、中止を求める意見書

ですから賛成で、引き上げ反対ということできま

した。 

 それで、前回の５％のときも社会保障にだけ充

てるという約束がいつの間にかほごにされて、こ

こにありますように公共事業とか何でもありとい

う形になってしまったと。これは、まさしく国民

を裏切る行為でありましたし、今回も８％に引き

上げる、そして、10％に引き上げれば私も今回一

般質問やらさせていただいた子ども子育て支援制

度、こういうのにも0.7兆円そこから財源を捻出

するようなことを言っておりますけど、これもど

ういうふうになるのか全く予断を許さないという

流れですね。 

 それとまた景気ですね。これは今、アベノミク

スを筆頭に現政権が非常に力を入れておる部分で

すが、ここにもありますように、同時に景気対策

を５兆円規模でやられると。８％上げると同時に

やると。だから景気の落ち込みを心配してやるわ

けですけど、わかっとるわけなら上げなければい

いわけなんですね。今現状、もう少々検討して時

期を十分に見きわめて導入するというのであるな

らば、まだ説得性はあるんですが、そういう形で

はないと。やっぱりちょっと無理があるなという

思いがしております。 

 いずれにしましても、今現状では国民生活、デ

フレ脱却で値上げがいろいろな部分で市民生活、

国民生活を圧迫しておる状況で、なおさら消費税

が上がるということは、もうほんとに生活が苦し

くなる。生活弱者や低所得者の方々にどのような

影響が出てしまうのか、そういうことを考えた場

合には、やはり今回のこの消費税引き上げには反

対せざるを得ないというところでございます。 

○高橋委員 
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 私どももこの陳情に賛成をいたします。これも

陳情者、西村さんの御発言が、まさに当を得たも

のだったと思います。４人家族で16万円の負担増、

低所得者に打撃、逆進性ですね。 

 公明党の今、発言があったんですが、10％にな

った段階で複数税率で食料品を低税率にするとい

うことだったんですが、これは玉虫色で、多数与

党は10％時には考えましょうと。いつになるのか

ちょっとわかりませんよというようなＮＨＫ、そ

の他の解説があるように、あの内容で低所得者の

打撃が担保されたということには全くならないと

いうことであります。 

 今回も水道の料金に消費税を転嫁するという話

あったんですが、これこそ生活必需品で、13ミリ、

20ミリ管については基本的には消費税に転嫁すべ

きではないというふうに私たちは考えております。 

 もう一つ西村さんおっしゃったのは、こんなこ

とをしたら景気も底が抜け、財政も底が抜けると。

かつて５％にした橋本内閣のときに税収が上がら

ずに、消費税そのものは増収になったけども、他

の法人や所得税は下がって、全体には国の税収は

下がってしまった、こういう苦い経験をしている

わけですね。 

 だから、さっき風間委員もおっしゃったように、

景気対策と称して従来型の国土強靭計画に沿った

公共事業をやると、法人の減税は続けると、こう

いうことですから、社会保障を充実というのはう

たい文句でして、介護保険にしましても、あるい

は高齢者医療にしましても、全くその充実の展望

と見通しはお互いに確認できない、こういう状況

だと思うんですね。 

 ここにも書いてありますように、経済対策をし

なければならないような増税ではなくて、増税中

止こそ最大の景気対策だと。私ども、まさにそう

いうふうに思うんですね。 

 私、景気と暮らしを守っていくには、２つのこ

とがどうしても必要だと思うんですね。 

 １つは、働く人の所得をふやすという経済政策

に切りかえるということですよ。アベノミクスは、

企業の活動をしやすい環境をつくるということで

法人税の減税、あるいは復興減税の前倒しなども

含めてやっておられるようでありますが、これが

労働者の賃上げにつながるという保証はございま

せん。大企業がもうかれば、いずれ雇用賃金、家

計に回ってくる、このトリプルダウンという理論

ですが、これはおこぼれ経済学とも言われるんで

すが、これは破綻していることは明確ですね。共

産党、一貫してこのことを言ってきました。企業

の内部留保を賃金に回せと。昨今では総理大臣も、

おっしゃるとおりですと。だから法人税減税しま

すから復興税の前倒しをしますから、企業の皆さ

ん、賃上げに回してくださいよと、こういうこと

を言わざるを得ない。まさに内部留保の活用で賃

上げをというのは党派を超えた、まさに共通の声

になってきているわけですね。 

 今、270兆円の法人の内部留保があるんですが、

これは１％下げるだけで８割の企業で１万円の賃

上げができるということも明らかになっておりま

す。なぜそういうことをしないのかということで

すね。おこぼれ経済学では、企業は太るけれども

働く労働者は生活者に賃上げの波及はないという

ことは明確ですね。 

 もう一つは、消費税に頼らない税財源を確保す

るということです。私どもは消費税の増税をなく

しても十分やっていけるという立場に立っており

ます。 

 １つは、浪費の一掃と応能負担の原則、こうい

う税制にすると。お金持ちからたくさんいただく

ということであります。もうけた企業からしっか

りと法人税をいただくという立場であります。 

 ２つ目には、国民の所得をふやす。さっき言っ

たように、経済改革をしっかりやって日本経済を

健全にする、そして購買力を高める、そのことを

通じて経済を動かし、そして税収を上げていく、

これが基本ではないのか。なかなか大変な課題で

ありますが、消費税率を上げて事足れりと、そし

て景気も暮らしも底が抜けるというような失敗済

みの対応は断固として中止すべきだというふうに

思います。 

 以上です。 
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○田中健委員長 

 次に、自由討議に入ります。 

 本件に対する自由討議の発言を許します。 

（「自由討議なし」と呼ぶ者あり） 

○田中健委員長 

 自由討議なしと認めます。これで自由討議を終

わります。 

 それでは、これより採決します。 

 陳情第25号について、採択することに賛成の委

員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○田中健委員長 

 挙手少数です。 

 次に、陳情第25号について、不採択とすること

に賛成の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○田中健委員長 

 挙手多数です。したがって、陳情第25号 消費

税率引き上げ中止を求める意見書の提出を求める

陳情書の件は、不採択とすべきものと決定しまし

た。 

 陳情第41号 医師・看護師・介護職員の確保

に影響を及ぼす、2014年４月からの消費税増税

の実施中止を求める意見書の提出を求める陳情

書の件を議題とします。 

 御意見がありましたら発言をお願いします。 

○杉山委員 

 陳情第41号に関しましても、先ほど第25号に述

べさせていただきました４月からの消費税増税の

実施を中止を求める意見書という形に対する陳情

者に対しましては、不採択とさせていただきます。 

○永田委員 

 陳情第41号です。私どもも、この消費税増税に

反対する意見書というのは賛成しかねるものがご

ざいます。 

 でも、介護職員に対して改善を求めるものは、

さきの市民福祉委員会で、前の陳情ですけども賛

成をさせていただきました。 

 しかし、この陳情項目の中で増税の実施を中止

することという陳情項目であるため、賛成しかね

るところがございます。 

 よって、不採択でお願いいたします。 

○村上委員 

 陳情第41号について、このタイトルございます

が、このタイトルと消費税の関係という部分につ

いて、これは関連性という部分について、私ども

会派もしっかりと検討させていただいたんですが、

ほんとに消費税なのかどうなのかというところが

十分理解できません。 

 もう一点は、消費税についての増税の実施を中

止することという部分については、一貫して不採

択ということで会派として取り決めております。 

 以上でございます。 

○風間委員 

 陳情第41号に賛成の立場で意見を若干申し上げ

ますが、陳情の趣旨説明の方の御意見も拝聴させ

ていただきまして、大変勉強になったなという思

いがしています。 

 それで、診療を制限している医療機関が２割を

超える70病院あると。どういう制限をしているの

か、私は初めてこの辺は勉強不足で感じて、こう

いう部分をもうちょっと教えてもらえたらありが

たなかったなという思いはしておりますが、しか

し、診療に行っても忙しいとか、医師不足、ここ

に表記されておりますように、なかなか診てもら

えないという状況があるのかなという思いはした

んですが、さらにこの消費税が課せられると、こ

こにもありますように、診療報酬に消費税が転嫁

できんということでございますので、ほかの運営

のほうで負担が重くのしかかるということにつな

がるという関係性が書かれておるわけなんですが、

私もその辺が果たして消費税だけなのかどうなの

か、会派でも議論になったんですが、関連性とい

うのが少々わかりにくい部分はあるのは事実なん

ですが、これはこれで単独でそういう地域医療の

充実ということで出していただいたほうがよかっ

たのかなという思いはしてるんですが、さりとて、

当然消費税上がって、そういう流れになるという

のはおおよそ理解はつきますし、医療介護、我々

の一番重要な部分につながる制度、ここが後退し
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てはならないというわけでございますので、消費

税が上がることによっていろいろな影響が出ると

いうことを我々はしっかりと受けとめて、こうい

うものに適切な声を国のほうに上げていくという

ことが重要であろうということで、これは採択で

お願いしたいと思います。 

○高橋委員 

 本案に賛成をいたします。 

 私、きょう、陳述者の林さんという方でしたね、

お話聞いて、改めてよく理解できました。この団

体そのものも私、十分承知していないわけですが、

きょうのお話では、安城更生病院あるいは刈谷豊

田総合病院の組合もここに結集しているという話

でしたし、先ほどからお話があるように、医療の

機器、関連素材は全部消費税がかかって病院に入

ると。料金で転嫁していけば、これは通り道なん

ですが、診療報酬は消費税に転嫁できないという

ことですので、その病院がかぶるということにな

るんですね。それは理屈でよくわかるんです。 

 きょうのお話では、下町の診療所でも1,000万

円程度、総合病院、大きな病院は億単位の負担増

になると、転嫁できないと。もし転嫁しようと思

ったら診療報酬上げてもらうわけですが、そうな

ると今度、弱者が病院に行くのに窓口負担が上が

ってしまう。この因果が一体いいのかというきょ

うの御指摘でした。 

 林さん、言われました。消費税の是非はともか

く、この医療機関の困難な実態に目をしっかりと

見開いていただきたい。そして、そういう点で４

月１日からの消費税増税に何とか反対の意見書を

出してもらいたいという願意でした。これは病院

で吸収するということですから、この消費税分を

ね。これはなかなか大変で、具体的な手法もなし

に上げて、後は知らんよというわけにはまいらな

いわけです。医療は暮らしの大もとをつかさどる

機関でありますし、健康・安全、共通の願いであ

ります。先ほどの社会保障の陳情とは少し角度が

違う医療現場からの率直な声ですね。 

 きょう、大変勉強になりました。その角度から

も消費税の増税がこんなに大きな影響を与えてい

るということもしっかり学んで本陳情に賛成をし

たい。ぜひ中止をしていただきたいというふうに

思います。 

○田中健委員長 

 次に、自由討議に入ります。 

 本件に対する自由討議の発言を許します。 

（「自由討議なし」と呼ぶ者あり） 

○田中健委員長 

 自由討議なしと認めます。これで自由討議を終

わります。 

 それでは、これより採決します。 

 陳情第41号について、採択することに賛成の委

員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○田中健委員長 

 挙手少数です。 

 次に、陳情第41号について、不採択とすること

に賛成の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○田中健委員長 

 挙手多数です。したがって、陳情第41号 医

師・看護師・介護職員の確保に影響を及ぼす、

2014年４月からの消費税増税の実施中止を求める

意見書の提出を求める陳情書の件は、不採択とす

べきものと決定しました。 

 陳情第42号 自治体における非正規雇用・公務

公共関係労働者の雇用・待遇の抜本改善を求める

意見書に関する陳情書の件を議題とします。 

 御意見がありましたら発言をお願いします。 

○杉山委員 

 陳情第42号におきます自治体における自治体に

おける非正規雇用・公務公共関係労働者の雇用・

待遇の抜本改善を求める意見書に関する陳情書に

対しまして、採択の立場で討論させていただきま

す。 

 公明党は、2008年の改正パートタイム労働法で

も施行されました際、それから３年間経過措置の

段階でありまして、必要に応じて見通しに向けて

の検討をするという内容が含まれておりました。

パートタイム労働をめぐる実態と課題が浮き彫り
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にされたわけですけれども、現在でも均等待遇と

いうのは、同じ内容の仕事をされても正社員とパ

ートの労働者の方々の賃金が同じだという考え方

は欧米だけであります。 

 今回この陳情者の訴えの中にもお話がございま

したけれども、やはり正規雇用、また、非正規雇

用の問題というのは雇用の待遇改善に求められて

います。 

 今回、この陳情に関しまして、会派としては賛

成の立場とさせていただきます。 

○石川委員 

 私は、この第42号に対しては、不採択でお願い

いたします。 

 と申しますのは、ここに書いてありますように、

住民サービスの低下があるんではないかと。非正

規の人が多いと住民サービスの維持ができないの

ではないかと、そういうことが書いてありますが、

決してそんなことはないと思います。そこにこの

陳情者がおっしゃるように、非正規だから正規だ

からという、これこそ社会的身分の差別を申して

いるんじゃないかと、そんなふうに思います。非

正規の人たちでもしっかりと働いている人は働い

ております。 

 そしてまた、待遇の改善ということでございま

すが、私は自営業でございますけども、まちの中

でお話を聞いておりますと、いろんな面での待遇

の改善ということはあるかもわかりませんけれど

も、やはり時給ということになると、市役所って

高いんだねとよく言われるんです。それもかなり

の方から言われるんですよ。我々の店では、そん

な高い時給は出せません。そういうような状況に

ありまして、さらに体制改善をということもいか

がなものかというところもありますし、また、短

い時間働きたいという人がかなりあるんです。今、

働き方というのはいろいろな形があります。形態

があるわけでありまして、そう１日働けないから、

３時間、４時間働ければちょうどいいんだと、そ

ういう方々がたくさんおられるわけです。それは

子育てだとか、家庭の事情だとかいろんなことが

ございまして、正規で長い時間働けないんだとい

う人が皆さん働いてくださってるわけであります

から、必ずしも待遇が悪い、そしてまた、働き方

が悪いというわけではないと思います。 

 また、あといろんな法律関係について国のほう

へ意見を申せということでありますが、国のほう

へ、先ほどの委員会の中でも高橋委員が言われま

したように、法律を出そうというところで今回は

審議ができなかったということでありますから、

今後は国のほうの法律の制定、それらを見守るこ

とが必要だと思いますので、今ここで意見書を出

す必要はないと思います。 

 したがって、不採択でお願いいたします。 

○村上委員 

 民友クラブとして陳情第42号に対して、不採択

の立場で討論に参加させていただきますが、きょ

うは非正規雇用という立場から変わられたのかち

ょっとわかりませんが、岡田さんのお話をいろい

ろ聞かさせていただきました。岡田さんの話によ

りますと、そういった部分も否めないわけなんで

すが、そうはいうものの、やはり非正規雇用と正

社員というか正規雇用という部分については、今

までの経緯の中でさまざまな条件の中でそういっ

た非正規と正規という部分で業務に携わってきた

方がおみえになると思います。 

 そういった中で、今陳情に対して、この場で

早々にオーケーよという話にはなかなか結びつか

ないのではないのかなということで、意見陳述に

は少し内容的には乏しいかもわかりませんが、こ

の場で賛成というわけにはいかないなということ

で、不採択とさせていただきます。 

 以上でございます。 

○風間委員 

 第42号に賛成の立場で意見を申し上げます。 

 岡田さんのお話は十分に理解はできました。そ

れで、知立市がパートが職員の５割以上を占めて

いるというのは初めて私も拝聴しまして、それだ

け重きを占めている今、現状になっているのかと

いう認識を改めた次第であります。 

 それで、基本的には職員の場合は地方公務員法

における、るる規定がありまして、正規の職員と
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非正規のパート、大きな違いがあるんですが、基

本的には法律の改正を待たざるを得ないという部

分は明らかであります。 

 ただ、ちょっと余りにも法律が冷たくて、地方

公務員法の守秘義務の遵守とか、あるいは選挙活

動支援に参画できんとか、そういうのは正規職員

と同様の扱い、規定になっているんですが、しか

し、こういう給与体系部分ではばっさりと切り捨

てられていると。これは確かに岡田さんおっしゃ

るように、パート側の言い分というのはよくわか

るんですね。 

 それで、法律案件ですから、これはどうするこ

ともできんなと。ただ、ここにありますように、

通勤手当、こういう部分でやられてる自治体とや

られてない自治体、要は、自治体の了見の中で当

市は50人団体中の５団体のほうにはまっていると、

こういう部分は若干法律の改正を見る前までに何

とか解決できん問題なのかと。多少は待遇改善に

向けて、そういう部分を図っていく必要もあるん

ではないのかと、ここまでパートの比重が占めて

いるという現状を見ると、そういう思いは強くし

ておるところでございます。 

 いずれにしましても、基本は法律改正を待つと

いうことでございますが、市当局の今後の検討を

期待して、採択ということでよろしくお願いしま

す。 

○高橋委員 

 本件について、賛成をいたします。 

 当市は、私、るる申し上げているんですが、非

正規が半数を占めるという状況になっています。

これ、じわじわときまして、今、過半数が頭割り

でいくと非正規だということですね。 

 図書館の司書、20年非常勤嘱託員、きょう話が

ありましたね。図書館の司書は20年やっていても、

きのう入った司書と同じ報酬額、そして、加算も

なければ手当もないと、こういう環境ですよ。ず

っとこれで働く。もちろん働いている司書は私た

ちも非常勤だけども公務員だということで必死に

働いてみえますから、その部分がサービス低下が

あるというふうには思いませんよ。だけど、そう

いう働きかたでいいのかと。常勤的な任務につい

ては常勤職を充てるというのが地方公務員の大前

提ですよ。常勤的な業務については常勤職を充て

る。例えば季節になって雪が降ったと。雪の除雪

は常勤的じゃないから、それはパートやアルバイ

トで雪かき専門スタッフで臨時でやることはある

かもしれない。しかし、図書館の司書というのは、

図書館が開館している間、これは常勤的な業務で

すから、それを特別職がパートで賄ってはいけな

いというのもまた地方公務員法の大前提ですね。

そこは理事者側の皆さんは目をつぶって、非常勤

の職員で充ててみえると。20年、悲痛な思いです

よね。 

 さっき通勤手当の話も出ました。通勤手当を出

すなら賃金を減らすぞというわけですよ。どちら

がいいんだと。通勤手当と賃金は入れかえればい

いんだと。通勤手当をちょっと出すなら賃金下げ

るよと、こういう話なんですよ。通勤手当を要求

されてはいかんので市内から雇いなさいと。市内

から雇うことについては、私、反対ではないです

が、そういうレベル。そして、かつては有給もあ

ったんですが、半年間、２週間休ませて有給も支

払わない。復活して一部有給が取れるようになっ

たんです。 

 こういう環境がずっと蔓延してきて、しかもそ

れは石川委員ところの喫茶店ならともかく、公的

サービス、地方自治体の行う税で仕事を行うそう

いう公的なサービスがそういう関係の人々が奮闘

することによって、かろうじて支えられていると

いう環境でいいのかということを厳しくただして

いると思うんですね。私は、そうだと思います。 

 そういう環境だとどういうことが起きるかとい

うと、やがて正職員の待遇だってもっと下げよと

いうことになるんですよ。嘱託や臨時でこれだけ

やれるんだから、何も正職員がそういう環境で仕

事をしなくてもいいと。もう少し環境を劣悪でも

いいじゃないかと、こういう議論が発展してきて

おりますし、現にそういうことで減収になっとる

んじゃないですか。押しなべて、それはワーキン

グプアなんですよ。そういう事実関係を広いとこ
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ろで高いところでしっかり捉えた上で、当市の働

く人々にどういう対応をしていったらいいのか、

そういう前向きな議論の中に法改正という方向性

をお互いが見出して、そして、せめて非常勤嘱託

で20年やってみえる人たちには、例えば２カ月分

のボーナスぐらい出せないかどうか、こういう検

討をするというのは人事当局のお仕事じゃないで

すか。だから、そのために法改正の意見書を出し

てほしいというこの願意。私、総務部長に聞きま

した。あなたどうですかと。答弁は、さっき聞い

ていただいたとおりですよ。あなたは保全されて

るかもしれんけども、あなたの人事権のもとで頑

張ってる人々は保全されないということにしっか

りと目を向けていただきたいというふうに思いま

す。 

 我が党は、前々からそういう点で、ワーキング

プア、あるいはブラック企業というものを一掃す

るということで国会に先ほど申し上げたように臨

時であっても諸手当が交付できるような法改正を

提案して頑張っているということですし、それか

ら、公共事業の下請で働く人たちも劣悪な状況と。

公契約条例つくってくれと。公契約条例ができな

くてもガイドラインをつくって、せめて保険の加

入、あるいは下請単価の担保ということをやって

ほしいというふうに求めてきたわけです。まさに

法的な措置でこれらの劣悪な実態、劣悪というと

ちょっと語弊があるかもしれませんが、より労働

の環境を整備していくという点で、当市議会が意

見書を政府に上げる、国会に上げる、ぜひ実行し

ていただきたいということであります。 

○田中健委員長 

 次に、自由討議に入ります。 

 本件に対する自由討議の発言を許します。 

（「自由討議なし」と呼ぶ者あり） 

○田中健委員長 

 自由討議なしと認めます。これで自由討議を終

わります。 

 それでは、これより採決します。 

 陳情第42号について、採択することに賛成の委

員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○田中健委員長 

 挙手少数です。 

 次に、陳情第42号について、不採択とすること

に賛成の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○田中健委員長 

 挙手多数です。したがって、陳情第42号 自治

体における非正規雇用・公務公共関係労働者の雇

用・待遇の抜本改善を求める意見書に関する陳情

書の件は、不採択とすべきものと決定しました。 

 陳情第47号 特定秘密保護法（案）に関する反

対の意見書の提出を求める陳情書の件を議題とし

ます。 

 御意見がありましたら発言をお願いします。 

○杉山委員 

 特定秘密保護法に関する反対の意見書提出を求

める陳情書でございます。 

 朝、陳情者の牧さんからのお話がございました。

この会も目、耳、口をふさがれることにとても寂

しさを抱く市民の会というふうになっているとお

りの内容に感じられていると思います。決して市

民の、また国民の知る権利をふさがれてしまった

ら、私も含めて、そんな法律ができたら困るとい

うふうには思います。 

 ただ、今回私は、報道関係も含めて今回の知る

権利、これに対してどこまで特定秘密保護法の中

で訴えているか、この安全保障の問題をまずどこ

が何が特定なのか、今回私たちの公明党の国会議

員もこの中に入りまして、たくさんの修正案も出

させていただきました。まず特定秘密に指定され

る安全保障に関する情報というのは、防衛、外交、

特定有害活動防止、スパイ行為ですね、それから

テロ防止、この４つに指定されております。この

安全保障上の特定の秘密を保護する必要があると

いうことに関しましては民主党、みんなの党、日

本維新の会も共有しておりましたけれども、ただ、

先ほどの述べました国民の知る権利、これとのバ

ランスをどうとるか、ここが最大の問題だったと

いうふうに思います。 
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 この知る権利や報道の自由、取材活動は罰せな

いということを法案に盛り込んで国会に提出をさ

せていただきました。参議院の審議の最終段階で

は、この運用をチェックする第三者機関の設置、

この実務者の合意が官房長官によって明確に答弁

がありましたけれども、ただ、そうはいっても、

国民の皆様が本当にこの知る権利を守れるのか、

取材活動等は処罰の対象外であると言われても、

ほんとにそうなのか、この曖昧な点について説明

責任等が不明確であった、また、報道が一方的に

外されたということも今回の不安になられている

原因の１つかなとも思います。 

 ただ、この法案に対しましては、大変必要な保

護法でございますので、この陳情に対しましては

不採択とさせていただきます。 

○石川委員 

 私は、もう既にこの法案は可決されております

ので、今さら国へということはまず必要ないので

はないかと、そう思います。 

 特にこの保護法については、先ほど杉山委員も

おっしゃいましたように、国家を主としたもので

ありまして、防衛に関すること、外交に関するこ

と、特定有害活動の防止に関すること、テロリズ

ムの防止に関する事項、それを先進国となった今、

日本においてそういう秘密が守られないというこ

とは非常に他の国との間の関係は大変難しくなり

ます。国内だけで生活できる今、状況ではありま

せん。 

 もう既に皆さん御存じのように、近隣の国から

もいろいろな形のものがあります。その際に、や

はり同盟国である国々と一緒になって戦わなけれ

ば、とても日本という国家が存在しないと、そう

いうことになるんでありまして、今、私どもが感

じますのは、報道関係等が全て非常にネガティブ

なことばかり報道しております。戦前の日本とは

今、違います。先進国の日本であります。そうい

う点が、全然時代的な背景が違うので、軍国主義

になるとか、そういう極端な報道が平然となされ

ているということ自体、私にとっては大変おかし

なことかなと思います。やはり必要なことという

のは秘密というものも必要であろうし、知る権利

もある程度のことは当たり前のことであります。

既に総理大臣の記者会見でも言っておるではあり

ませんか。今の皆さんの自由な生活を阻害するも

のじゃないと、こういうことは明確に言っておる

わけでありまして、先ほど申し上げましたように、

もう時代背景が違うんだから、そうネガティブに

とる必要はないと、そのように思いまして、そし

てまた、今既に国会では可決されました。 

 したがいまして、この法律ができ上がったわけ

でありますから、これからはまたいろいろな運用

面のことが議論されてくるとは思います。それで

いいのではないかと思いますので、今から国のほ

うへ意見書を出すということはもう必要ないので

はないかと、このように思います。 

○村上委員 

 民友クラブとして陳情第47号に対して討論に参

加させていただくわけなんですが、先ほど来、杉

山委員、石川委員のほうから、るる陳述がござい

ました。私が、またここで述べさせていただくと

時間も長くなりますし、内容についても同等のこ

とかなというふうに思います。 

 ただ一つ言えるのは、閣議決定されたものを知

立市議会の中で議論するという部分については必

要でないのではないかなということで、不採択と

させていただきます。 

 以上です。 

○風間委員 

 陳情第47号を採択の立場で、つまり、特定秘密

保護法を撤廃、あるいは履行しない、その立場で

意見を若干申し上げたいと思います。 

 まずもって、今回の法案の国会でのやりとり、

審議ですね、これは大変遺憾であったと言わざる

を得ません。余りにも審議時間不足であったと。

これは、ほぼ国民共有する、こういう国会の運営

をしておれば現政権長続きしないなという思いは

しております。 

 つまり、自民党代議士の中にもまだ拙速である

という方がたくさんおられると思いますし、きの

うの新聞ですね、各種世論８割の国民が今国会に
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こだわらず慎重審議をと、こう望んでおったと、

こういう中で強行採決にもっていったということ。

やはり議会制民主主義というものは、最後は当然

法律に基づく多数決の原則はあるわけなんですが、

その多数決の原則にいくまでの間の審議、ここを

いかに深く時間をかけて審議して、そして問題点

を明らかにして法案なり政策に反映していくと、

こういうことが議会制民主主義、代議制民主主義

の原則論であるというふうに思います。そういう

部分では、少々今回のこの法案に関する国会審議

のあり方というのは背信行為であったのではない

のかという思いを強くしております。 

 それで、この特定秘密法案の目的があるんです

が、国民の安全の確保にかかわる情報の重要性が

増大するとともにと、国際情勢の複雑化に伴いと。

我が国の安全保障に関する情報のうち、特に秘密

とすることが必要であるものについて、これを的

確に保護する体制を確立した上でと云々あるんで

す。そして、漏えいの防止を図り、もって我が国

の国及び国民の安全の確保に資することを目的と

すると。もうちょっと第１条は多いんですけど、

主たる部分はここです。 

 それで、先ほど意見もありましたが、なぜ今、

安全保障に関する部分、それはすなわち別表で今、

御披瀝のあったような自衛隊の運営とかそういう

特定の有害活動防止に関する事項とか、いろいろ

外交に関する事項として外国政府、国際機構との

交渉と協力をしとか多岐にわたってるんですね。

なぜこういうのを今、これだけ短い期間の中で、

こういう法律が必要だったのかというのは全く理

解できないんですね、私は。今の現状で何の問題

があるのかなと。確かに自衛隊でああいう情報が

流出したということはありましたが、そういうの

からいろいろな状況の上で、こういう法案があっ

という間に提案されて可決されたという流れもあ

ります。いろいろなそれは本質的な背景的な部分

も報道もされておりますが、しかし、それは事実

はどこにあるのかわかりませんから、こういう場

で論証するのは控えんとかんとは思うんですが、

私自身は、こういう法案がなぜ今の時期に、そん

なに危険な状況、国家の安全保障に関して危機的

な状況があるのかというのが少々理解できないと

いう部分がまずあるんですね。 

 それから、第３条に、行政機関の長は別表に掲

げる事項に関する情報で漏えいがある我が国の安

全に著しい支障を与えるおそれがあるため、特に

秘密が必要であるものを特定秘密に指定するとあ

るわけですね。だから、これは行政機関の長であ

りますから、行政機関の長ということは、各大臣

の省庁に委ねられているということで、ここで非

常に公平性というのが担保できるのかどうなのか、

この辺が心配になってくるわけですね。ですから、

こういう部分をもう少々歯どめといいますか、統

一性の部分、こういう部分を検証していく必要が

あるんではないのという部分を感じております。 

 それから、第21条のほうに、法律の適用に当た

っては、これを拡張して解釈して国民の基本的人

権を不当に侵害するようなことはあってはならず、

国民の知る権利の保障に資する報道、または取材

の自由に十分に配慮しなければならない、このよ

うになっているんですが、この国民の知る権利と

の整合性ですね、この辺を果たしてほんとに担保

されている内容になっているのかどうなのか、あ

るいは今後、運用上そういう部分をしっかりとや

っていただきたいというのはあるんですが、しか

し、それがどういう形に流れていくのはどうなの

か、今の現状では全く不安な状況を私の考えが解

消できる状況にはなっていないという現状です。 

 ですから、やはり国民主権の部分で国民が的確

にこの判断できる情報開示といいますか、情報提

供、こういうものはやはり国家運営に関して国民

主権である以上、国民の運営の上に国会が成り立

っていると、こういう考え方に立ちますと、やは

りこういう知る権利の重要性、そして情報開示、

情報提供の極力国民にそういう部分を提示してい

く、こういう姿勢というのは、当然行政の一番の

責任ある姿勢であるというふうに思います。 

 ですから、まだまだ不十分であると私は感じて

おりますこの法案、こういう部分に対しては、や

はり地方からより改善、あるいは運用しない、こ
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ういう部分からの声をしっかりと上げていく必要

があるということで、この件に関しましては採択

でお願いしたいと思います。 

○高橋委員 

 陳情第47号について、採択の立場で意見を申し

上げたいと思います。 

 午前中、提出者の牧さんから、るる御説明があ

りました。私、ちょっとお尋ねしたんですが、提

出された時期と実際に国会審議との関係で日程の

ずれがあったりしまして、きょう審議するこの日

は既に、さっき石川委員からもありましたように、

法案は可決をされているという状況。改めて陳情

者の願意を承りました。この法律が可決されたけ

ども、執行しないようにしてほしいということで

あります。１年かけて執行するわけですが、執行

してほしくないと、しないでほしい。つまり、法

案そのもの、法律そのものを撤廃すると、廃棄す

るということであります。したがって、委員の皆

さんもそうした視点から真摯に議論に参加される

べきだというふうに私、最初に申し上げたいと思

います。 

 それで、さっきもありましたように、なぜこん

なに急ぐのかということですね。知る権利、ある

いは秘密の保護を含めて国家の基本、人間の基本

にかかわるような大問題を、なぜ拙速にこんなに

早く決めるのか。しかも強行に次ぐ強行採決です

ね。希代の悪法、特定秘密法案をなくせと、廃案

だと国会デモが毎日のように繰り広げられました。

石破幹事長は、ああいう怒号を上げるデモ行進は

テロリストだと、法案の本音をちらりと吐くよう

な御発言がありました。 

 なぜこんなに急ぐのかと。これは識者の間で言

われているんですが、この法律は審議すればする

ほど重大な問題点が明らかになって、反対の世論

がわっとふえるから急いだんだと、こういう声で

あります。言論界、法曹界はもちろんのことなが

ら、地域の隅々から今、なぜこんなに急ぐのかと、

なぜ強行するんだという声が山のように生まれて

おります。そして、この法案は、さっき言ったよ

うな強行採決で可決をされました、短期間の十分

な審議なしでね。だから、引き続き廃棄、撤廃の

運動を進めるんだということで多くの団体が決意

新たに今、取り組んでいらっしゃいます。 

 私たち日本共産党も戦前戦後、とりわけ戦前の

治安維持法、弾圧の時代に我々の先輩は命をかけ

て平和と民主主義、人々の命を守るために頑張っ

てきた党として、この言論弾圧の、あるいはかつ

ての戦争を思い起こさせるような暗闇政治に道を

開くこの法律を廃棄するために、撤廃するために

これからも全力を挙げたいというふうに決意をし

ております。 

 法案の中身はいろいろ問題がありますが、中心

点は３つ問題があります。 

 １つは、秘密。一体何が秘密かということです

ね。恣意的判断で特定秘密が拡大するという可能

性と危険性があるということです。外交、防衛、

テロ、あるいはスパイ、この４分野の情報につい

て主務大臣等が指定すれば、これは秘密になるん

だと、こういうことですが、国会審議で明らかに

なりましたように、際限なくこれが広がるという

ことですね。しかも何が秘密なのかは特定されな

いし、わからないということであります。 

 こんな状況のもとで人々が言論活動をやる、あ

るいは取材活動をやる。自分が近づいた情報が特

定秘密ということもわからずに活動され、そのま

ま処刑されるということになる可能性が強いわけ

であります。いくら政府が特定秘密の範囲は別表

で定めていると繰り返しても、秘密の指定要件が

我が国の安全保障にとって著しく支障があるとい

うふうに言えば、それは全て秘密になるわけであ

ります。まさに広範かつ曖昧である以上に、際限

なく指定が広がるおそれがあるわけであります。

ここに多くの皆さんが今、憂慮の声を上げていら

っしゃいます。 

 牧さんもお話がありましたように、現在でも20

万の特定秘密、私は40万だというふうに理解して

いるんですが、これが自衛隊法なり公務員法でそ

の秘密は守られております。そして今、それを犯

した者については現行法できちっと処罰をされて

います。これ以上の不自由はないわけであります。
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にもかかわらず、こうした保護法ができるという

こと自身に際限のない秘密の指定、これに大きな

問題があるわけであります。 

 ４党からいろいろ修正が出ました。第三者機関

をつくって秘密の指定、根拠を明確にしたらどう

かという意見があったんですが、それを内閣の中

でつくったり云々かんぬんで、結局修正に応じた

皆さんも採決には参加しないという事態でした。

まさに名ばかりの第三者機関、名ばかり修正だっ

たということがこの点からも明らかであり、法律

の危険性は何も変わらないということは明らかで

はないでしょうか。 

 ２つ目の疑念は、広範な国民や報道機関にもこ

の法律が遡及して言論を縛るということでありま

す。この法は２つ目の問題点として、懲役10年以

下、1,000万円の罰金ということで重罪と威嚇、

こういうものに道を開いたことであります。ジャ

ーナリストの取材は自由だよと石破氏が言ったそ

の舌の根も乾かないうちに、しかし、そういうこ

とで報道して人々に犠牲があったらジャーナリス

トとしてどういう責任をとるのかということで直

ちに威嚇をすると。ここにもこの法律の重い罰と

内容が示されているというふうに思うわけであり

ます。広範な国民の日常生活、報道の自由にも大

きな影響を与えます。確かに知る権利を最大限保

障するということが法律にうたわれておりますが、

それは憲法の明記でありまして、あえて法律でそ

ういうたぐいのことをうたわざるを得ないところ

にこの法律の問題点があるというふうに思うわけ

であります。 

 しかも秘密を扱う人々、自衛官とか公務員、こ

れらの人々については、秘密を扱うにふさわしい

人格かどうかということで適正評価を行うことに

なっております。精神的疾病があるのかどうか、

飲食の節度、借金、国民の機敏なプライバシーを

根こそぎ調べ上げる国民総監視の仕組みがこの法

律でつくられたという問題点があるわけでありま

す。 

 ３つ目には、国勢調査権をも侵害するという内

容であります。 

 法案は特定秘密と指定されれば情報の国会への

提出さえ政府の裁量に委ねられております。また、

秘密会にして提出された秘密を同僚議員に話すだ

けで、あるいは党派の中での議論をするだけで重

罪にかけるなど、国会の国勢調査権、議員の質問

権を乱用する、侵す、こういう危険性があるわけ

であります。 

 私は、このような悪法を短期間で決着させた自

民公明与党会派に強い怒りを持つわけですが、同

時に、たとえ国会の多数を頼んで強行しても法案

の施行を許さない、廃止も求める一層の燃え上が

るような世論になっていることをきちっと確認し

たいと思います。 

 安倍内閣は今度の法律で、みずからの命の墓掘

り人を用意したわけであります。この暴走を突破

口に憲法の明文改憲、狙いは集団的自衛権の行使

の容認や国防軍の創設、これに照準が当てられて

いることは疑いのないところではないでしょうか。

強権と戦争国家への道を許さない国民の団結を一

層固めてこの法律の廃案撤廃、このことを求めて

頑張ることを表明して本陳情の賛成するものであ

ります。 

○田中健委員長 

 次に、自由討議に入ります。 

 本件に対する自由討議の発言を許します。 

（「自由討議なし」と呼ぶ者あり） 

○田中健委員長 

 自由討議なしと認めます。これで自由討議を終

わります。 

 それでは、これより採決します。 

 陳情第47号について、採択することに賛成の委

員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○田中健委員長 

 挙手少数です。 

 次に、陳情第47号について、不採択とすること

に賛成の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○田中健委員長 

 挙手多数です。したがって、陳情第47号 特定
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秘密保護法（案）に関する反対の意見書の提出を

求める陳情書の件は、不採択とすべきものと決定

しました。 

 ここでしばらく休憩します。 

休憩 午後５時20分 

――――――――――――――――――――――― 

再開 午後５時21分 

○田中健委員長 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 ただいまより、議案第65号 平成25年度知立市

一般会計補正予算（第５号）で自由討議されまし

た、地方法人課税のあり方等に関する意見書の件

を議題とします。 

 ただいまお手元に意見書案が配付されましたが、

それに関しまして御意見をいただきたいと思いま

す。 

○高橋委員 

 短い時間につくっていただきまして、これで結

構です。 

○石川委員 

 これで結構でございますので、これを提出して

いただければと思います。 

○風間委員 

 これで結構でございます。 

○杉山委員 

 １行目ですね、平成25年12月12日、自民公明両

党は決定した2014年税制改正大綱において、この

内容においての部分が今回意見書出すんですが、

そのほかの税制の改正の大綱全てにというものが

出ませんか。若干違和感があるんですが。私は意

見がまとまってませんけども。 

○田中健委員長 

 題はそのまま地方法人課税のあり方等に関して

というふうに限定しているので、その中における

というニュアンスでよろしいかと思います。 

○村上委員 

 今、読まさせていただいて、結構でございます。 

○田中健委員長 

 各委員から御意見を伺いました。提出されまし

た案でよろしいのではないかということですので、

この形で本委員会から提出させていただきたいと

思います。 

 なお、意見書の案について、提出者は副委員長、

賛成者は委員長、議長を除く賛成委員として最終

日に議員提出議案として上程させていただきます

ので、よろしくお願いいたします。 

 以上で、本委員会付託された案件の審査は全て

終了いたしました。 

 なお、本会議における委員長報告の文案につき

ましては正副委員長に御一任願いたいと思います

が、御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○田中健委員長 

 御異議なしと認め、そのように決定しました。 

 以上で、企画文教委員会を閉会いたします。お

疲れさまでした。 

午後５時24分閉会 

――――――――――――――――――――――― 
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